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令和３年 網走市議会 

令 和 ２ 年 度 各 会 計 決 算 審 査 特 別 委 員 会 会 議 録  
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観光商工部参事    高 橋   勉 

観光商工部参事    髙 橋 優 紀 

 庁舎整備推進室参事    日 野 智 康 
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 農業委員会事務局長    （農林水産部長） 
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 選管事務局長    大 嶋 尚 士 
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      係    早 渕 由 樹 

 

午前10時00分開会 

○金兵智則委員長 おはようございます。 

 本日の出席委員は12名で、定足数に達しておりま

すので、ただいまから、令和２年度各会計決算審査

特別委員会を開会いたします。 

 本日の委員会には、次の委員から欠席の届出が

ありましたので、報告をいたします。 

 欠席、澤谷淳子委員。 

 それでは初めに、当委員会の進め方について確

認をいただきたいと思います。 

 本件につきましては、去る９月７日開催の当委

員会におきまして、議会運営委員会での決定事項

に基づき、審査方法、審査日程につきまして御了

承いただいたところであります。 

 基本的には、この御了承いただいた内容をもっ

て進めたいと考えておりますので、よろしくお願
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いいたします。 

 また、審査に当たっては当委員会に付託されま

した認定第１号から認定第４号まで、並びにこれ

らに関係する資料が審査対象となりますので、併

せてよろしくお願いいたします。 

 なお、審査の取りまとめについてであります

が、質疑が全て終了してから、認定第１号の各会

計決算と認定第２号の水道事業会計から認定第３

号の簡易水道事業会計、認定第４号の下水道事業

会計までとを分けて取りまとめを行うことにした

いと考えております。 

 取りまとめの日程は９月27日を予定しておりま

すので、あらかじめ御承知おきいただきたいと思

います。 

 なお、取りまとめに当たりましては、認定また

は不認定などの賛否についてと、総括的な御意見

及び附帯意見を付すか否かについてを、各委員よ

り発言していただきたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

 各委員、理事者の皆様の御協力をお願いいたし

ます。 

 それでは、認定第１号令和２年度網走市各会計

歳入歳出決算についてを議題とします。 

 本件につきましては、既に本会議におきまして

提案説明は終えておりますが、理事者部局、監査

委員から追加説明がありましたら御説明願いま

す。 

 企画総務部長。 

○秋葉孝博企画総務部長 令和２年度各会計歳入

歳出決算の概要につきまして御説明を申し上げま

す。 

 初めに、地方公共団体の財政の健全度を示す健

全化判断比率でございますが、本定例会に監査委

員の意見を付して報告させていただいております

とおり、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質

公債費比率、将来負担比率、４指標とも、早期健

全化基準を下回っているところでございます。 

 また公営企業の経営健全度を示す資金不足比率

につきましては、能取漁港整備特別会計が7.9％と

なっており、経営健全化基準の20％を下回ってい

るところでございます。引き続き用地売却を促進

し、資金不足の解消に努めてまいります。 

 次に財政指標につきまして、御説明申し上げま

す。 

 １点目は、経常収支比率でございます。 

 経常収支比率とは、歳出のうち人件費や公債費

などの経常的な支出に、市税などの経常的な収入

がどの程度充当されているかを示すもので、財政

構造の弾力性を表す指標でございます。比率が低

いほど弾力性が大きいことを示しております。 

 経常収支比率は96.7％、対前年度1.7ポイント減

少しております。減少の主な要因は、指標の分子

に当たる歳出において、生活保護費など扶助費の

支出が減少したことによるものでございます。 

 ２点目は、実質公債費比率でございます。 

 実質公債費比率は、健全化判断比率の一つで、

公債費負担の適正化を表す指標でございます。こ

の指標は公債費に加えて、債務負担行為のうち公

債費に準じる支出、公営企業に対する公債費相当

分の繰出金など実質的な公債費に費やした一般財

源の額が、標準財政規模に占める割合を表すもの

でございます。実質公債費比率は17.4％、前年度

と同率となっております。 

 公債費につきましては、償還のピークを過ぎ、

減少傾向にあるとはいえ、いまだ高水準にありま

すので、引き続き財政の健全化と市民満足度の向

上を図る行政運営に努めてまいります。 

 詳細につきましては、財政課長より御説明申し

上げます。 

○金兵智則委員長 財政課長。 

○古田孝仁財政課長 それでは、令和２年度決算

につきまして、令和２年度決算に係る主要施策の

成果等報告書により御説明いたします。 

 報告書の１ページから２ページを御覧いただき

たいと存じます。 

 各会計決算額総括表でございます。 

 表内の金額は円単位でございますが、千円単位

で御説明をさせていただきます。 

 それでは、一般会計ですが、歳入決算額は319億

162万1,000円、歳出決算額は317億2,063万8,000

円、歳入歳出差引きでは１億8,098万3,000円とな

るものでございます。 

 このうち１億1,956万8,000円は令和３年度への

繰越事業の財源となるもので、これを除いた実質

収支額は6,141万6,000円の黒字となるものでござ

います。 

 六つの特別会計につきましては、それぞれの設

置目的により事務事業を行っておりまして、歳入

歳出差引きで不足が発生している会計は、特別会

計の上から３段目、網走港整備特別会計の10億

1,748万3,000円と、その下、能取漁港整備特別会

計の１億8,143万4,000円の２会計となっておりま



－ 6 － 

す。 

 次に、３ページをお開きください。 

 一般会計決算額の前年度比較でございます。 

 （１）款別歳入決算額、年度別比較表を御覧く

ださい。 

 歳入の主な比較増減について御説明いたしま

す。 

 １の市税は、対前年１億3,625万3,000円の減

で、主な要因は個人市民税、法人市民税の減でご

ざいます。 

 ７の地方消費税交付金は、対前年１億6,279万円

の増で、要因は地方消費税率の改定による増でご

ざいます。 

 15の使用料及び手数料は、対前年8,411万円の減

で、主な要因はオホーツク流氷館の使用料の減で

ございます。 

 16の国庫支出金は、対前年49億673万9,000円の

増で、主な要因は特別定額給付金給付事業補助

金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金、あと小中学校のＧＩＧＡスクール構想に

伴います環境整備と機器整備に対する補助金、そ

の他公園整備や橋梁改修に対する補助金の増でご

ざいます。 

 17の道支出金は、対前年16億1,506万3,000円の

増で、主な要因は麦類乾燥調製貯蔵施設の整備に

対する補助金、農業生産基盤の整備に対する補助

金や水産加工場のＨＡＣＣＰ対応に対する補助金

の増でございます。 

 19の寄附金は、対前年７億2,919万6,000円の増

で、主な要因はふるさと寄附金と大学生を対象と

する新たな奨学金の原資としての寄附金の増でご

ざいます。 

 20の繰入金は、対前年７億53万7,000円の減で、

主な要因は減債基金繰入金、市有財産整備特別会

計繰入金、あと公共下水道事業基金繰入金、ふる

さとまちづくり基金の繰入金の減でございます。 

 21の繰越金は、対前年9,870万7,000円の増で、

主な要因は令和３年度への繰越事業による財源の

増でございます。すみません、令和２年度への繰

越事業に係る財源の増でございます。 

 22の諸収入は、対前年４億2,080万4,000円の増

で、主な要因は麦類乾燥調製貯蔵施設の建設事業

負担金、プレミアム付商品券販売収入、プレミア

ム付飲食券及び食事券販売収入の増でございま

す。 

 23の市債は、対前年18億813万1,000円の増で、

主な要因は麦類乾燥調製貯蔵施設の建設事業、あ

と港湾整備、道路照明ＬＥＤ化、ロードヒーティ

ング、公園改修、道路整備、あとそのほか特別減

収対策債の発行、あと水道事業会計の出資債の発

行による増でございます。 

 以上、一般会計歳入決算額319億162万1,000円

で、対前年比38.0％の増でございます。 

 次に、４ページの（２）性質別歳出決算額年度

別比較表を御覧ください。 

 歳出の主な比較増減について御説明いたしま

す。 

 １の人件費は、対前年５億1,852万1,000円の増

で、主な要因は物件費だった嘱託職員や臨時職員

の賃金が会計年度任用職員制度の導入により、人

件費に計上されるためによる増でございます。 

 ２の物件費は、対前年２億7,038万6,000円の減

で、主な要因は先ほどの会計年度任用職員制度の

導入による影響による減でございます。 

 ５の補助費等は、対前年48億4,548万2,000円の

増で、主な要因は特別定額給付金給付事業、プレ

ミアム付商品券事業、プレミアム付飲食券及び食

事券事業のほか、簡易水道及び公共下水道、並び

に個別排水処理施設整備に係る特別会計が公営企

業へ移行したことに伴い、一般会計から繰り出す

性質が繰出金から補助費等へ振り替わったことに

よる増でございます。 

 ６の普通建設事業費は、（１）補助事業費とし

て、対前年31億3,449万円の増で、主な要因は麦類

乾燥調製貯蔵施設の整備、農業生産基盤の整備や

水産加工場のＨＡＣＣＰ対応に対する補助金、あ

と公園や小中学校のＧＩＧＡスクール構想に伴う

環境整備と機器整備、あと港湾整備、市営住宅の

整備及び解体によるものでございます。 

 同じく（２）単独事業費は、対前年７億8,588万

2,000円の増で、主な要因は道路照明ＬＥＤ化事

業、市道改修事業、あと新たな診療所の開業に対

する補助、郊外地区の光回線整備、小中学校のＧ

ＩＧＡスクール構想に伴う機器整備、あと小中学

校の手洗い場の改修による増でございます。 

 ９の積立金は、対前年１億9,081万円の増で、主

な要因はふるさと寄附金と大学生を対象とする新

たな奨学金の原資として頂いた寄附金を基金へ積

み立てたことによる増でございます。 

 10の投資及び出資金は、対前年１億 2,316万

9,000円の増で、主な要因は水道管の耐震化事業に

係る事業費の一部を国の繰出基準に基づき、市か
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ら水道事業会計へ出資したことによる増でござい

ます。 

 11の貸付金は、対前年8,344万円の減で、主な要

因は住宅リフォーム資金貸付金及び中小企業に対

する貸付金の減でございます。 

 12の繰出金は、対前年５億2,662万3,000円の減

で、主な要因は簡易水道及び公共下水道、並びに

個別排水処理施設整備事業の特別会計が公営企業

へ移行したことに伴い、一般会計から繰り出す性

質が繰出金から補助費等へ振り替わったためによ

る減でございます。 

 以上、一般会計歳出決算額317億2,063万8,000円

で、対前年比38.2％の増でございます。 

 以上、令和２年度の決算について、簡単に御説

明いたしましたが、よろしく御審議くださいます

ようお願い申し上げます。 

○金兵智則委員長 以上で、追加説明を終了いた

します。 

 なお、新型コロナウイルス感染症対策として理

事者の皆様にも間隔を空けて座っていただきます

ので、入替えが多くなることを御承知おきくださ

い。 

 それでは早速、本日の日程であります認定第１

号中、企画総務部、議会、会計、選管、監査、公

平委員会、固定資産評価審査委員会、庁舎整備推

進室、農林水産部、観光商工部及び農業委員会の

所管に関する細部質疑に入ります。 

 最初に、企画総務部、議会、会計、選管、監

査、公平委員会、固定資産評価審査委員会所管分

及び全体に係る職員給与などの人件費に関する事

項について細部質疑を行います。 

 庁舎整備推進室の関係は、理事者入替え後の審

査となりますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 なお、総務費の戸籍住民基本台帳費と市民活動

費につきましては昨年同様市民環境部の所管にな

り、21日の審査となります。 

 また、総務費の一般管理費のうち、大事業の特

別定額給付金給付事業も市民環境部の所管となり

ますことから、同様に21日の審査となりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは質疑に入ります。 

 村椿委員。 

○村椿敏章委員 主要施策の成果のところで、先

ほど４ページの人件費のこと、そして物件費のこ

となのですが、会計年度任用職員制度を採用した

ということで人件費が上がり、そして物件費が下

がったということですが、この内訳というのです

かね、もう少し詳しく説明してもらえたらなと思

うのですが。 

 その人件費が上がった、会計年度任用職員の人

件費が上がった内容なのですが、手当がついたと

いうところはわかっているのですけれども、その

手当がどのような手当がついているのか、その辺

についてお聞きしたいと思います。 

○古田孝仁財政課長 人件費の増でございます

が、その中の会計年度任用職員に関しましては、

給与として４億9,000万円程度、そして社会保険料

等で7,500万円程度ということでございます。 

 そして、反対側に物件費のほうは減する形にな

るのですけれども、そちらにつきましては６億円

程度の減というふうになっているところでござい

ます。 

○金兵智則委員長 暫時休憩します。 

午前10時19分休憩 

午前10時19分再開 

○金兵智則委員長 それでは、再開をいたします。 

 村椿委員の質疑に対する答弁から。 

 財政課長。 

○古田孝仁財政課長 それで、先ほど人件費に関

して御説明をさせていただきましたが、人件費の

ほうにつきましては、会計年度任用職員の関係で

給与で４億9,000万円程度、社保、保険料で７億

5,000万円程度増したということで、御説明のほう

させていただきました。反対側の物件費につきま

しては、会計年度任用職員制度の影響によりまし

て６億円程度で減したのですけれども、ただ物件

費全体といたしましては、対前年２億7,000万円の

減となっておりますので、ほかに増する要素がご

ざいます。 

 そちらの要素といたしましては、おいしいまち

網走、ふるさと寄附納税制度に伴いますＰＲ事業

で３億円の増というのが大きいもので、そのほか

コロナ対策に関するところで緊急宿泊施設利用促

進事業等の事業が5,000万円程度というものがあり

まして、差引き２億7,000万円の物件費は減したと

いう状況でございます。 

○寺口貴広職員課長 会計年度任用職員に対する

どのような手当が支給されているかということで

すが、会計年度任用職員に対する手当としまして

は、期末手当、あと通勤手当、時間外勤務手当と

なっております。 
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○村椿敏章委員 わかりました。 

 期末手当、通勤手当、時間外手当ということで

すね。 

 寒冷地手当はついていないということなので

しょうけれども、正職員の方、寒冷地手当がつい

ていて会計年度任用職員にはついていないという

ものでいくと、今の寒冷地手当とか、あと住居手

当ですか。その辺がついていないというふうに考

えればよろしいのですね。 

 それと、先ほどの社会保険料、社会保険料が７

億5,000万円ですか、ということで伺っています

が、社会保険料の内容としましてはどのような内

容なのでしょうか。 

○寺口貴広職員課長 社会保険料につきまして

は、いわゆる健康保険の部分の協会けんぽの保

険、あと厚生年金、あと雇用保険と労災保険です

ね、となっております。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 次に、理事者からの資料の中の職員数の推移に

ついてなのですけれども、16ページですか。 

 令和２年度は退職者が12名、そして採用者が17

名ということで５人増えているような状況です

が、この間やはり 22年度ぐらいからの部分を

ちょっと拾っていきますと、22年度の職員数から

比べると８人ぐらい減っているような形なのです

ね。 

 最近になってまた少しずつ増えてきているとい

うふうに受け取ってはいるのですけれども、今年

も採用するというお知らせなどは出ていますが、

今後の採用の予定などがわかりましたらお願いし

ます。 

○寺口貴広職員課長 来年４月採用に向けた今年

度の職員採用の状況ですけれども、７月から８月

にかけて前期日程の試験を行いまして、現在のと

ころ３名の方に内定を出しているところでござい

ます。 

 また、この後、後期日程ということで、高校卒

以上の方を対象とした試験を今週末実施する予定

をしております。また、併せまして土木技術職に

ついても同時期に採用試験を実施する予定として

いるところでございます。 

○村椿敏章委員 去年の令和２年度の退職者は12

名ですが、今年の退職者の予定は何人ぐらいにな

るのですか。 

○寺口貴広職員課長 今年度の定年退職になりま

すけれども、事務職で６名、あとそのほかに保育

士などで４名を予定しているところでございま

す。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 また、女性と男性の人数の数字ですね。女性の

働く場を増やすというか、女性の職員を増やすと

いう計画があったと思うのですが、今現在女性と

男性の人数についてお示しください。 

○寺口貴広職員課長 男性職員と女性職員の関係

ですけれども、比率にしますと、今年度ですと男

性が72％、女性が28％ということで、ここ最近は

毎年１％ずつ女性職員の割合が増えているような

状況でございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 それと、先ほど若干聞き忘れたのですが、現業

職員の現在の人数について。 

○寺口貴広職員課長 現業職員は、令和６年度に

つきましては26名となっております。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 その前のページの職員の時間外勤務状況につい

てですね。昨年もこの件についてはいろいろお聞

きしましたが、私がちょっと気になっているの

は、今病気の発症につながらないようにという部

分も、たくさん時間外をして病気になってしまう

ということにもつながりますので、その辺が一番

気になるところなのですが、月ですね、80時間以

上超えて働いている方の人数はわかりますか。 

○寺口貴広職員課長 昨年度80時間超えをした職

員の数でございますが、８名となっております。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 ８人の方がいらっしゃるということなのです

が、その超える方をどう病気にならないようにし

ていくかというところが一番大事なのではないか

なと思うのですが、市としては過重負担にならな

いようにということで、どのような対応をしてい

るのか伺います。 

○寺口貴広職員課長 80時間を超える長時間の勤

務をした職員に対しましては、産業医による面談

を実施しまして、健康状態を確認しているところ

でございます。 

○村椿敏章委員 そういう対応をしていただいて

いると。 

 大体、その面談の回数などはわかりますか。 

○寺口貴広職員課長 基本的にはその80時間を超

えた翌月に行うこととなっておりますが、産業医

が必要と判断した場合には、その後数か月にわ

たって継続的に面談を行っているところでござい



－ 9 － 

ます。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 その都度面談をして、病気につながらないよう

にということをされているということですね。了

解です。 

 ちょっと今、次の質問がどこに行ったかわから

なくなってしまったので、一旦終わります。 

○金兵智則委員長 それでは次、古田委員。 

○古田純也委員 それでは、コロナ対策に関した

施策は国の交付金などで大きな影響はないと思い

ますが、今後コロナ対策などの財政措置に対して

市の財政の見通し、大きな影響はないのかという

考え方、認識をお伺いいたします。 

○金兵智則委員長 暫時休憩します。 

午前10時31分休憩 

午前10時32分再開 

○金兵智則委員長 再開いたします。 

 古田委員の質疑から。 

 古田委員。 

○古田純也委員 市のたばこ税、入湯税が大きく

落ちた理由というのをお尋ねいたします。 

○清杉利明税務課長 たばこ税と入湯税の収入が

減少した大きな要因ということでございますが、

まずたばこ税につきましては、近年の健康志向で

すとか、各施設での禁煙、分煙等の拡大が進んで

おり、受動喫煙対策も進んでいることから、喫煙

者率が年々減少していること、また、たばこの価

格、税額を含めての上昇もございまして、本数、

税額ともに減少傾向にあるところでございます。 

 たばこの本数につきましては、令和２年度では

5,368万2,000本となっておりまして、対前年で約

91％となっております。また、税額におきまして

は３億1,540万5,000円で、対前年で94.8％という

状況となってございます。 

 続きまして、入湯税につきましては、新型コロ

ナウイルス感染症の影響もあり、また緊急事態宣

言などの措置も取られていることによりまして、

観光客の宿泊、特に外国人観光客が激減したた

め、入湯税の大きな減少につながっております。 

 入湯税の人数でございますが、令和２年度にお

きましては５万189人となっておりまして、対前年

度44.7％となっております。収入額におきまして

は752万8,000円で、対前年、こちらも率としまし

ては44.7％という状況になってございます。 

○古田純也委員 わかりました。 

○金兵智則委員長 次、石垣委員。 

○石垣直樹委員 ここで聞いていいのかちょっと

わからないのですけれども、将来負担比率につい

て、350％でしたか、となっておりますが、これに

ついてどのような見識、見解をお持ちかお示しく

ださい。 

○古田孝仁財政課長 将来負担比率の350％につき

ましては、それは国の早期健全化基準のラインと

いうことでありますので、当市の数字ではござい

ませんので、それを超えると注意が必要だという

ような国の示すラインというふうに認識している

ところですが、当市は112.5％でございますので、

道内他市の中では高めではありますけれども、ま

だそれほど急を要して心配する数字ではないと。

徐々に改善をしている数字でございますので、も

う少ししますと、公債費等も減っていきますの

で、その中では安定的な数字に持っていけるとい

う認識でございます。 

○金兵智則委員長 次、永本委員。 

○永本浩子委員 それでは、令和２年度の成果等

報告書のほうからまずお聞きしたいと思います。 

 成果等報告書の25ページ、最初の関係人口創出

推進事業についてお伺いいたします。 

 予算現額が120万円でしたけれども、決算額が53

万5,000円ということで、コロナの影響が大きいの

かと思いますが、半分以下という決算額になって

おりますけれども、まずその理由からお伺いした

いと思います。 

○佐々木司企画調整課長 予算現額に対しまして

決算額が少ない理由でございますが、取組の中で

一つ実施できなかったものがございます。具体的

には、東京農業大学オホーツクキャンパスの卒業

生と網走市の関係、つながりを強固にしようとい

う取組でございまして、毎年６月に世田谷キャン

パスで行われておりますホームカミングデー、農

大の卒業生が集う集まりでございますが、ここに

我々が足を運びまして、懇親会の場であったり、

そういった場で網走市のＰＲ、あるいは懐かしん

でいただけるような冊子を作成してお配りするな

ど、こういったことを考えておったわけなのです

が、コロナの影響でこのイベント、ホームカミン

グデーのイベント自体が中止となってしまったこ

とにより、ここの事業執行を停止したものでござ

います。 

○永本浩子委員 この実績のところにも、この

ホームカミングデーでのＰＲが中止ということで

書かれてあるわけなのですけれども、対面という
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か集まっていただいてというのは本当にこのコロ

ナの状況では難しかったかなとは思うのですけれ

ども、今までのような世田谷キャンパスで開催す

るという形ではない形での何かホームカミング

デーにつながるような取組というのはされたので

しょうか。 

○佐々木司企画調整課長 対面でのつながりを深

める取組が難しいというところでございまして、

それに代わる取組を考えたところではあるのです

が、なかなか年度内にそれに代わる取組は実施で

きなかったところでございます。 

 本年度も状況は同じでございまして、ホームカ

ミングデー、やはり開催ができていないわけなの

ですが、本年度につきましては現在のところ、卒

業生を対象に網走市との取組を深めてもらえるよ

うに、例えばメールアドレスを登録していただく

ですとか、そういったことを通じて網走市の四季

ですとか、季節のイベントなど情報を小まめに提

供することで、卒業生に対して網走市を懐かしん

でもらえる、このような取組をしたいというふう

に今考えているところでございます。 

○永本浩子委員 全国そういった開催イベントに

関しては同じような状況の中で、本当にコロナの

関係でリモートとか、そういった形で代われるよ

うな工夫というのが様々されてきているかと思い

ますので、むしろもしかしたらそういうほうが予

算的にも少なくて済む場合もありますので、ぜひ

そういったところを研究していただきながら、少

しでも農大卒業生たちがまた網走に戻ってきてい

ただけたりとか、お越しいただけるような、そう

いった工夫をお願いしたいと思います。 

 そして、その下の地域課題戦略推進事業が今回

立ち上がったわけなのですけれども、こことも関

係人口創出についてはかぶる部分が結構あるので

はないかと思うのですけれども、こことの連動性

というのはどのように捉えてらっしゃるのでしょ

うか。 

○佐々木司企画調整課長 関係人口創出推進事業

とかぶるところがあるのではないかとのお尋ねで

ございます。 

 関係人口創出推進事業は、市が直接手だてを講

じて関係人口を増やしていこうとするものでござ

いまして、一部なかなか行政の力だけではまかり

ならない部分、ほかの業界の方ですとか、あるい

は金融機関、商工業、一次産業の力も借りなけれ

ば関係人口の創出が進まないのではないかという

ような取組に関して、地域課題戦略推進事業で立

ち上げております協議会のほうにお話を持って

いって協力を仰ぐですとか、そういった区分けを

考えております。 

○永本浩子委員 この新しくできた地域課題戦略

推進事業、産学官金等の連携によってということ

で、いろいろな角度の皆さんからお知恵を頂きな

がらということで、そこに官ということで市のほ

うも自治体として関わっていくのだと思いますの

で、ここを関係人口推進事業と分けてやっていっ

たほうがいいのか、もしかしたら、ウェブ開催の

そういった世田谷キャンパス等のやり取りとかと

いうのももしあるのだったら、この産学官金のほ

うがいろいろなアイデアとか知識とか持ってい

らっしゃるのではないかなと思いますので、今後

この辺の在り方をどういうふうに持っていったら

いいかということの、ちょっと検討をしてみる価

値はあるのではないかと思うのですが、その辺は

どのようにお考えでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 委員おっしゃるとおり

でございまして、行政の取組だけではなかなか進

まない。進めていく上で、あるいは壁が現れたり

ということも考えられますので、その際には戦略

推進協議会のほうに御相談をさせてもらいながら

様々な業界の皆さんの力を借りて、オール網走で

進めていきたいなというふうに考えております。 

○永本浩子委員 そしてまた、31年度までありま

した移住促進事業と生涯活躍のまち構築推進事業

が、多分令和２年度からなくなったと思うのです

よね。移住促進事業、やはりなかなか移住という

よりは長期滞在のほうにシフトしたほうがいいの

ではないかというお話や、生涯活躍のまち構築推

進事業でアンケートを取った結果、やっぱり冬の

生活等に大きな壁があるというようなこともわ

かってきたということで、この関係人口創出推進

事業のほうにそういった内容も含まれてきたので

はないかと思ってはいるのですけれども、昨年は

長期滞在希望者からの問合せが、コロナ禍ではあ

りましたけれども、結構増えてきているというふ

うにお答えを頂いていたのですけれども、その後

の状況というのはどうなのか、ちょっとお聞かせ

いただきたいと思います。 

○佐々木司企画調整課長 長期滞在お試し暮らし

の問合せにつきましては、委員おっしゃるとお

り、昨年令和２年度、統計を取っておりませんの

で感覚でのお話になりますが、以前より問合せが



－ 11 － 

増えたように感じております。 

 問合せがあった方からお話を聞きますと、コロ

ナの影響もあって、このお試し暮らし、長期滞在

という仕組み、様々な町で実施をしております

が、それを停止している町がどうも多かったよう

でございまして、網走市は停止をしませんでした

ので、興味を持っていただいてお問合せを頂いた

というケースが令和２年度に増えたやに感じてお

ります。 

 ところが、残念ながらその後、緊急事態宣言等

々もありまして、人の移動自体が抑制されたこと

もありまして、お問合せはありましたけれども、

実際に来ていただいたという件数は実は例年並み

といったような実績でございます。 

○永本浩子委員 ちょっと立て続けで緊急事態宣

言が出されましたので、実際の来網ということは

難しかったのかもしれませんが、でもそういった

目でこの道東、特に網走に対しても興味を持って

いただいているということは確実なのかなと思い

ますので、ちょっとこの夏網走も暑かったですけ

れども、夏の涼しさとか、暑くても湿度が少ない

というのはとても都会の方から比べると、とても

過ごしやすい、また自然も豊富ということで、ぜ

ひまたそういった網走のいい面をＰＲしながら

やっていただきたいと思います。 

 次に、先ほどもちょっと話が出ました、地域課

題戦略推進事業ですけれども、６月１日に未来を

考える戦略センター、そして10月９日にオホーツ

クイノベーションベースが開設されたとあります

けれども、ここで地域課題としてはどのようなこ

とが現在上がっているのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 ６月に協議会を立ち上

げまして、その活動拠点となるイノベーション

ベース、こちらを10月に東京農業大学オホーツク

キャンパスの施設内に開設をしたところでござい

ます。 

 これまで協議会に寄せられました課題ですと

か、問合せについては、８件ほどあるやに聞いて

おりまして、ものづくりや商品開発、それから新

商品の成分分析などの依頼、それから商品の販売

について流通に乗せるための手段ですとか、そう

いった相談が寄せられているやに聞いておりま

す。 

 一部商品の副産物を用いた新たな商品開発とい

う部分では、東京農業大学さんが直接商品開発の

研究に携わってくれているような向きもございま

して、非常に活発な動きがあるのだろうなという

ふうに感じております。 

○永本浩子委員 そういった成分分析とか、そう

いった依頼も農大だからこそ受けられるというよ

うなことなのかと思いますけれども、かなりいろ

いろな問合せというか、動きが出ているというこ

とがわかりまして、大いに期待するところであり

ます。 

 また、ここの実績のところに11月22日に東京で

オープンカレッジが開催されて、参加者11名とい

うふうに実績として書かれてありますけれども、

コロナ禍ではありましたけれども、実際に開催が

できたということなのだと思いますが、その内

容、状況等はどうだったのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 こちらの取組、網走市

の関係人口を増やしていきたいという取組の一つ

でございまして、首都圏で活躍をされている星を

持ったような有名なシェフの方に、網走の食材を

提供して新たな網走産の食材を使ったレシピをつ

くっていただくと。それから、その方を中心に様

々なシェフの皆さんとの関係も広げて、最終的に

は首都圏のシェフと網走市の食材、あるいは生産

者をつなぎ、そこからさらに発展的に何か広がり

がつくれないかというところを目指して取り組ん

でいるものでございます。 

 予定では、首都圏でのイベントの開催のほか、

実際にこの首都圏のシェフを網走市に招いて、農

地を見ていただいたりとか、実際に食材を試して

いただいたりとか、生産者の方とお会いして農産

物のこだわりについての議論をしていただくと

か、そういったことも考えていたのですが、コロ

ナの影響もありまして、シェフの方、網走に来て

いただくというところは難しく、ここはオンライ

ンでの開催をしたところではございますが、11月

には実際首都圏のほうで中心となるシェフの皆さ

んにお集まりいただいたイベントを開催したとこ

ろでございます。 

○永本浩子委員 先ほどの農大のホームカミング

デーでの世田谷キャンパスのほうは駄目だったけ

れども、こちらは一応１回は開催ができたという

ことで、取組の方向性もとても私はいいと思いま

す。 

 こういったことを、今度どう発信していくかと

いうところもとても大事な点になるかと思います

けれども、その辺のところはどのようにお考えで

しょうか。 
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○佐々木司企画調整課長 この取組の情報発信に

特化したものではございませんが、協議会のほう

で新たにフェイスブックのほうを立ち上げまし

た。その中で、このイベント、取組など、それか

らシェフの皆さんの紹介などもさせていただこう

と思っておりまして、少しずつではありますが、

そういったツールを活用しながら、取組の発信、

情報発信に努めてまいりたいと考えております。 

○永本浩子委員 ぜひそういったところをやって

いただけると、私もオホーツク流氷館が出してい

る網走の自然とか、そういったものの動画がアッ

プされると結構自分のフェイスブックでもシェア

して流すと、やっぱり反応がとても、網走の自然

に対してはすごくいい反応が来ますので、そう

いった発信があれば、またこの網走のいろいろな

方たちもシェアしながら拡散していくと、また大

きな広がりになるかと思いますので、ぜひそう

いった取組もお願いしたいと思います。 

 次に、26ページの防災備品整備事業についてお

伺いしたいと思います。 

 新規の備蓄品として、エコノミー症候群サポー

ターが上げられておりますけれども、コロナ対策

として新たに整備したものというのは何かあるの

でしょうか。 

○渡辺昭総務防災課参事 感染症対策の関係で整

備したものなのですが、段ボールベッド、段ボー

ルパーティション300セット、４部屋間仕切り25

個、換気用送風機90台、自動手指消毒器44台、防

護服300枚、電動ベッド100個、テント型のプライ

ベートルーム18個、サージカルマスク5,500枚が主

なものになります。 

○永本浩子委員 かなりいろいろな角度で備蓄、

新たにしていただいたということで了解いたしま

した。 

 また、紙おむつとか粉ミルク、液体ミルクはま

だ当市は着手はできていないと思いますけれど

も、生理用品や大人用の紙おむつ、あとアメニテ

ィーグッズなども必要ではないかというお声も頂

いているのですけれども、その辺の備蓄状況はど

のようになっておりますでしょうか。 

○渡辺昭総務防災課参事 生理用品等について

は、さきの一般質問のほうでもお答えしていると

おり整備をしておりまして、アメニティーグッズ

ということで、歯ブラシ等につきましては各避難

所のほうに整備をしております。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 続きまして、資料要求項目のほうの決算カード

のほうからちょっとお聞きしたいと思います。 

 すみません。ちょっとその前に、決算書のほう

の145ページ、生活・緊急情報メール配信事業です

けれども、昨年もお聞きしましたけれども、この

登録者数、令和２年８月現在では、昨年2,831人と

いうことで人数をお答えいただいているのですけ

れども、その後どれぐらい増えたのか教えていた

だけますでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 お知らせメール＠あば

しりの登録状況でございますが、令和２年度末で

2,924名の方に御登録をいただいております。 

○永本浩子委員 約100名、８月から、これ年度末

ということですか。 

○佐々木司企画調整課長 年度末です。 

○永本浩子委員 ということで、またプラス約100

名が増えたということだと思います。 

 このお知らせメール＠あばしり、私も登録して

おりますけれども、今回起きた南小学校や中央小

学校のコロナの情報等がお知らせメール＠あばし

りを通じてメール配信されましたけれども、他の

クラスター等についての情報は私が見落としたの

か、発信されてないのか、その扱いはどうだった

のでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 コロナに関連いたしま

した情報発信につきましては、このお知らせメー

ル＠あばしりの活用を８月から始めたところでご

ざいます。８月２日以降、これまで10本コロナ関

連情報をこのメール配信サービスで提供しており

ますが、そのうち緊急事態宣言に関連したものが

３本、クラスターですとか感染者情報に関したも

のが７本発信してございます。 

○永本浩子委員 ８月から開始されたということ

で、とてもこれいいなと思っております。 

 そしてまた、北海道が今１週間分の感染者数、

自治体ごとに発表するようになっておりますけれ

ども、その数はまだこのお知らせメール＠あばし

りでは発信されてないということでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 北海道が取りまとめて

おります１週間ごとの感染者情報につきまして

は、このサービスでは提供してございません。 

○永本浩子委員 もしできれば、先ほどの市内の

クラスターの状況とか、この北海道の１週間分の

感染者数とか、やはりホームページを見て確認し

ないとなかなかわからない部分があって、市民全

体を見ると、ホームページにアクセスできる人と
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いうのもちょっと限られてくるかなと思います。 

 このお知らせメール＠あばしりに登録している

方もやはりスマホがきちんと使える方ではあるの

ですけれども、わざわざホームページをたぐって

いかなくても、このお知らせメール＠あばしりの

ほうに情報が載せてもらえれば、より安心と感染

対策につながるのではないかなと思いますけれど

も、その辺はいかがでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 早々に対応を検討して

まいります。 

○永本浩子委員 ぜひよろしくお願いいたしま

す。 

○金兵智則委員長 ここで、10分間の休憩といた

します。 

 再開は11時10分頃を予定しております。 

午前10時58分休憩 

午前11時10分再開 

○金兵智則委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 永本委員。 

○永本浩子委員 それでは、資料要求項目で出し

ていただきました令和２年度の決算カードの中か

ら少しお聞きしたいと思います。 

 先ほど概要等も御説明いただいたところなので

すけれども、ちょっと早くて私も書き留め切れな

かったところ等もありまして、ちょっとダブって

お答えいただくようなところもあるかと思います

けれども御了承ください。 

 まず、この歳入総額も歳出総額も共に約87億円

の増ということになっておりますけれども、これ

はコロナ対策の地方創生臨時交付金の関係でこう

いうふうになっているのでしょうか。 

○古田孝仁財政課長 歳入歳出とも大きく増をし

たところでございますが、大きな部分といたしま

しては、特別定額給付金の給付、国民１人10万円

給付するという事業を行っていますので、それで

35億円ありまして、そのほか、委員がおっしゃっ

たコロナ感染症に対する対策を実施しているこ

と、あと麦類乾燥調製貯蔵施設、31年度からの繰

越事業になりますけれども、そちらのほうの事業

を行っているというものが大きな要因となってい

るところでございます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 また、繰り越すべき財源が4,468万7,000円増え

た形になっておりますけれども、この中身、先ほ

ど説明いただいたかと思うのですけれども、もう

一度ちょっと教えていただけますでしょうか。 

○金兵智則委員長 暫時休憩いたします。 

午前11時12分休憩 

午前11時13分再開 

○金兵智則委員長 再開をいたします。 

 財政課長。 

○古田孝仁財政課長 翌年度に繰り越すべき財源

の内容でございますけれども、基本的には繰越事

業に係る一般財源になりますが、既に受けている

部分でございますが、大きくはプレミアム付食事

券事業を繰り越したこと、あと市営住宅の建設に

係るもので、もう既に補助金を前受けしているも

のを繰り越したものが大きな要因となっておりま

す。 

○永本浩子委員 わかりました。 

 この繰り越すべき財源が増えたために、実質収

支も減り、単年度収支も減ったということでよろ

しかったでしょうか。 

○古田孝仁財政課長 単年度収支とか実質収支と

いうものは、繰り越すべき財源を除いた部分でご

ざいますので、そちらのほうは理由にはなりませ

んで、こちらの単年度収支につきましては、昨年

の黒字から赤字になったのですけれども、こちら

につきましては令和２年度の収入不足を解消する

ために、財政調整基金だとか減債基金から繰入れ

を行う予定でございましたけれども、そちらのほ

うを行わなかったということ。そしてまた、前年

度からの繰越金の範囲内で決算を終えることがで

きたということですので、前年よりは減ったとい

うようなところを意味しているものでございま

す。 

○永本浩子委員 単年度収支は、ではそういった

ところが原因だということですよね。 

 実質収支に関しては、歳入総額、歳出総額の形

式収支から翌年に繰り越すべき財源を差し引いた

ものというのが計算式になっているかと思います

ので、この繰り越すべき財源が大きくなったため

に減ったのだと思っていたのですけれども、そう

いう単純なものではなかったということですか。 

○秋葉孝博企画総務部長 まず予算を組んだ段階

で、その財源というのは、歳出は出るほうで歳入

予算というのは補正を組みます。この事業は実施

されなければ、国庫補助金だと歳入も入らないの

ですが、例えば一般財源を使った補正ですとか、

基金の繰入れを使った補正というのは、その事業

が実施しなければ歳入は残ります。ただ、この繰
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越しというのは年度内に終わらないので翌年度に

実施することで、期間を延長させたイメージです

ね。ですから、歳入として入ったお金について

も、翌年まで支払いが延びますので、それをその

まま持っていっているということです。 

 ですから、数式だけを見ると、そのお金があれ

ばどっちにしろ収支が上がるということにはなる

のですけれども、それはあくまでも計算式の話

で、仮にその事業が年度内に終わっていれば、実

際実質収支的には変わらないといった、そういう

理解をしていただければと思います。 

○永本浩子委員 わかりました。事業の中身的に

は変わらないということで、今回も麦乾の工事が

事故繰越ということで、翌年度に繰り越されてい

たりもしますので、そういったところということ

で理解させていただきました。 

 あと、積立金の取崩額も3,500万円ほど増えてお

りますけれども、この内容はどういうふうな内容

になっているのでしょうか。 

○古田孝仁財政課長 今年度の基金取崩額１億

1,583万7,000円となっておりますが、こちらにつ

きましては公共下水道特別会計の基金が一時的に

財政調整基金のほうで預かっていたものを、令和

２年度に取り崩して新しくできた下水道事業会計

のほうに繰り出したという財源になっております

ので、これは一時的に預かったものを下ろしたも

のでございます。 

○永本浩子委員 先ほどそういう説明もありまし

た。すみません。 

 それほど心配する内容は見受けられないという

ことかと思います。 

 また、地方債の現在高なのですけれども、平成

31年は15億円減って317億5,191万円でしたけれど

も、令和２年は２億7,619万7,000円増えて320億

2,811万1,000円になったということになりますけ

れども、この地方債の現在高が増えた要因という

のはどういったことになるのでしょうか。 

○古田孝仁財政課長 起債残高、地方債の残高が

増えたということでございますが、こちらにつき

ましては、大きく麦類乾燥調製貯蔵施設の事業を

実施していること、あと近年有利な交付税措置が

ある道路とか河川とかの緊急自然、緊自債という

ものですけれども、そちらを活用した事業を多く

実施しているというところで若干伸びていると。 

 あと、それ以外につきましては、公共施設の公

適債というものですけれども、そちらによって整

備を、長寿命化ですとか、そういうものを図って

いるものが大きな要因となっているところでござ

います。 

○永本浩子委員 中身に関しては了解いたしまし

た。 

 また、公債費比率ですけれども、15％が警戒ラ

イン、20％を超えると危険ラインというふうに言

われておりますけれども、令和２年は平成31年の

18.0％から16.4％に下がって、ちょっとほっとし

ている状況ですけれども、と私は思っているので

すけれども、その辺のところ、原課としてはどの

ように捉えていらっしゃいますでしょうか。 

○古田孝仁財政課長 実質公債費比率につきまし

ては、昨年と同じ17.4％を維持したということに

なります。 

 こちらの数値につきましては、３か年平均での

比較になる数字でございますので、実際的には平

成29年度と令和２年度のそれぞれの比率が置き換

わる形になるものでございます。 

 最近では地方債の公債費償還額のほうも減少し

ている傾向ではございますけれども、ただ、平成

20年前後に、以降に借り入れた起債につきまして

は交付税措置率が非常に悪い、悪いというか交付

税の戻りが少ない起債をしております。近年は、

交付税措置率の高いメニューが国のほうで用意さ

れているということもありますので、今まで若干

悪いほうに数値が進んでおりましたけれども、こ

こに来て横ばいに推移することができている状況

になってきているという意味では、公債費の中

身、質的な改善が進んでいるので、今後につきま

しては、おおむね17から18％台を維持して推移す

るものと考えているところです。 

○永本浩子委員 それぞれ措置率が高いものと、

そういったアンテナも張り巡らせながら切り替え

ていくということをやっていただいているという

ことかと思います。 

 私としては、過去の多額な借金もあと数年で終

わろうとしているわけですけれども、同時に新庁

舎の建設も始まります。このタイミングで、また

新型コロナウイルスという予想外の問題も起きて

いるということで、この辺のところ、今後公債費

比率、実質公債費比率、どのような目標を持って

進もうと思っているのか。そういったところが推

移をどのように捉えているのか、ちょっともし御

見解がありましたらお聞きしたいところなのです

けれども。 
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○古田孝仁財政課長 実質公債費比率につきまし

ては、先ほども答弁いたしましたとおり、17から

18％台を維持していきたいと。そして、数年で公

債費の額も小さくなってくると。当時地方債で整

備いたしましたエコーセンターですとか、能取漁

港の償還も終わっていきますので、その時期にお

いては低下していくというふうに認識しておりま

すので、当面は17から18％台を維持していくとい

う考えです。 

 また、将来負担比率につきましては、現在112.5

％ということになっておりますが、こちらにつき

ましては今整備いたしました麦乾の関係で繰越事

業ということで、実際事業年度が後ろ倒しになっ

たこともございまして、そちらにつきましては、

交付税参入が前倒しで整備最終しようとした年度

で積算されるようになっておりますので、先に交

付税の措置分を頂いている計算になっておりま

す。そちらの関係もございますので、来年につき

ましては若干悪くなる、10％程度悪くなる見込み

でありますけれども、その先につきましてはまた

下降トレンドをたどっていくという中で考えてい

るところでございます。 

○永本浩子委員 ちょっとこの数字だけではそれ

で一喜一憂しているというものではないというこ

とだと思いますけれども、新型コロナウイルスの

影響というので、市税、個人税、法人税ともに下

がってくるのではないかというところが、今後今

よりもあと２年、３年先にそういった影響が大き

く出てくるのではないかなと、そういったちょっ

と心配もあるわけですけれども、その辺のところ

はどのようにお考えでしょうか。 

○古田孝仁財政課長 新型コロナウイルス感染症

による影響がなかなか収まらないという中で、複

数年にわたって影響が出るのではないかというこ

とで認識はしているところでございます。ただ、

どの程度の影響があるかというのはなかなかこれ

は推しはかることができないものでもございます

ので、それを財政運営に与える影響につきまして

は、注意深く対処してまいりたいというところで

考えているところでございます。 

○永本浩子委員 本当に初めてのこういったコロ

ナの対策ということで、なかなかその先を予測す

るのは難しいことではないかと思いますけれど

も、何とかやれるところからというところでやっ

ていただければとは思っております。 

 また、財政の柔軟性を示す経常比率は96.7％

で、昨年度よりは1.7％改善、下がって改善された

ということになっております。 

 昨年の答弁で、公債費の出口があと数年で見え

ているということで、この経済収支比率は少なく

とも90％前半を目指したいというお話がありまし

たけれども、ちょっとこのこともコロナの影響で

なかなか難しくなってくるのではないかなとい

う、ちょっと心配もしておりますが、そういった

捉え方でよろしかったでしょうか。 

○古田孝仁財政課長 経常収支比率の分母、分子

の関係でございますが、分母のほうが税ですとか

そういうものが影響する項目になります。コロナ

感染症による影響が市税収入等に交付金収入です

とか、そういうものに与える影響はなかなか見通

せはしないのですけれども、今年度につきまして

は消費税率の改定があったということで、大きく

数字が市税が減少した中でも消費税率の改定によ

る地方消費税交付金が増えたということで、歳入

のほうはほぼ微増ということになっております。 

 分子のほうの歳出のほうで、先ほども説明いた

しましたが、生活保護費等の扶助費が下がったと

いうことで大きく改善をしているところでござい

ますが、コロナによる影響によって、収入が減っ

ていく中では増加する懸念はあるというふうに捉

えているところでございます。 

○永本浩子委員 こういった中で、生活保護費が

下がったというのはちょっとありがたい話だと思

います。 

 また、財政の柔軟性を示す経常収支比率は96.7

％で、マイナス、こちらも1.7％の、違う、すみま

せん、財政の自主性を示す財政力指数も３年平均

でプラス、僅かですけれども0.03、単年度ではプ

ラス0.01ということで、こちらも改善という数字

にはなっているかと思いますが、この辺はどのよ

うに評価していらっしゃいますでしょうか。 

○古田孝仁財政課長 財政力指数につきまして

も、３か年平均の数字によるもの、平均によるも

のでございます。今回令和２年度の数字につきま

しては、平成29年度と令和２年度の単年度の財政

力指数が入れ替わったことによる影響で増えたと

いうものでございます。 

 増加した要因といたしましては、こちらは分子

となります基準財政収入額が地方消費税交付金が

税率改定に伴いまして増えたということにより増

加したものでございまして、財政力指数が上がる

ということは、やはり自分たちが生活というか、
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自治体として運営していく中に必要な基準財政需

要額に対して、自分たちで市税ですとか財源を調

達する力を示すものでございますので、高まるこ

とはいい流れというふうに認識はしているところ

でございます。 

○永本浩子委員 少しいい流れということで安心

いたしました。 

 あと、最後に臨時財政対策債についてなのです

けれども、４億5,651万3,000円となっております

けれども、ちょっと心配なのが、コロナ対策で国

もかなりお金を使っておりまして、後から返って

くる予定のものではあるはずなのですけれども、

果たして本当に返ってくるのかというのが、

ちょっと不安もあるところでもあります。この臨

財債を抑制する方向というのは何か手だてという

のはあるのでしょうか。その辺の御見解も併せて

お伺いいたします。 

○古田孝仁財政課長 臨時財政対策債の発行可能

額でございますが、こちらにつきましては、国税

を算定する過程におきまして基準財政需要額と基

準財政収入額の差額が地方交付税として交付を受

けるわけですけれども、そちらの額を国のほうで

満額交付することができないという場合に、各自

治体に対しまして国のほうから、あなたの交付税

配分するべき額のうち、これだけは臨時財政対策

債として発行が可能ですよということで額が示さ

れるものでございますので、当市の中で地方交付

税と臨時財政対策債を幾らで分けようかというも

のではございませんので、国のほうから示される

数字となっておりますので、そういう判断はでき

ないということです。 

 あとは、国のほうが将来苦しいのでなかなか返

してもらえないかというような心配でございます

が、これは日本国という全体の話になりますの

で、そちらにつきましては既存の法令等によって

行われているものでございますので、その心配は

していないというところでございます。 

○永本浩子委員 基本、交付税措置で足りない分

をこの臨時財政対策債で後から補うというもので

はありますけれども、ちょっと自治体によっては

そういったところも、満額返ってこないかもしれ

ないということで、ちょっと人件費の抑制とか、

うちも今度タブレットということでペーパーレス

ということで、様々な無駄を省いていこうという

ような動きも出ているようですので、その辺のと

ころの国の出方の見極めも必要になってくるかな

と思いますので、そういったところもまたアンテ

ナを巡らせながら、ぜひ堅実な財政運営をお願い

したいと思います。 

 私のほうからは、以上で終わらせていただきま

す。 

○金兵智則委員長 次、小田部委員。 

○小田部照委員 それでは、私のほうからも何点

か質問させていただきます。 

 まず、決算書145ページ、広報広聴活動事業につ

いて伺いたいと思います。 

 広報ということで、コロナ禍でより一層市民に

とって情報の共有、公開というのは大変重要に、

重要度が増しているものだと認識しております

が、この中の広報あばしり作成配布事業がありま

すが、この令和２年度は一体、コロナの関係の施

策の公表ですとか様々な、今までになかったもの

もあると思いますが、令和２年度この作成に当

たってより工夫を凝らした点といいますか、そう

いった点が何かあればお聞かせいただきたいと思

います。 

○佐々木司企画調整課長 広報紙の発行について

工夫をしたというところでございます。 

 広報紙自体は白黒でございますので、モノクロ

の印刷でございますので、まずは記事の目を引く

ようにコントラストをクリアにするですとか、あ

るいは２年前には文字を大きくするというような

ところにも取り組んだところでございます。 

○小田部照委員 白黒だから見やすく工夫した

と。カラーにするのは予算の関係もあるでしょう

が、先日の一般質問でもありましたが、今後市長

への手紙の公表ですとか、地域自治体、町内会が

何を要望しているのか、市はどのように対応して

いるかですとかの公開も含めまして、必要であれ

ばやっぱりページ数を増やすですとか、カラーに

してより見やすくする、わかりやすくしていくと

かという工夫も必要になってくるのだと思います

が、見解を伺いたいと思います。 

○佐々木司企画調整課長 広報紙をカラー化する

というのも一つの方法であろうというふうに認識

をしております。 

 金額的には大体３倍から４倍程度になってしま

いますので、全ページというのは当然難しいで

しょうし、あるいはごく一部のページだけカラー

にするという方法もあろうかと思います。 

 委員おっしゃられたような点も踏まえまして、

様々研究を進めてまいります。 
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○小田部照委員 ぜひ市民により身近な、より市

民のための広報紙となりますよう工夫を凝らして

いっていただきたいと思います。 

 同じ事業のホームページ管理事業があります

が、これに関しては例年同じような649万円、例年

差がないのか、ちょっと推移を伺いたいと思いま

す。 

○佐々木司企画調整課長 ホームページ管理事業

の予算でございます。こちらは、網走市の公式サ

イトの維持管理に要する経費でございまして、具

体的には外部に置いてありますサーバーの保守点

検業務、それからインシデントが発生した際の対

応といったことでございまして、こちら毎年定額

の金額でございます。 

○小田部照委員 すみません。私の認識と違って

いて、様々な市のホームページには日に日にコロ

ナの対応が違ったり、情報の発信、更新している

と思いますが、それは担当課でやられている事業

ということで間違いないでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 委員おっしゃるとお

り、サイトの内容につきましては職員が更新をし

ているところでございます。 

○小田部照委員 担当課でやるから費用は特別か

かっていないというような認識なのでしょうが、

このホームページに関してなのですが、今様々な

情報が毎日変わっていく中で様々更新して工夫さ

れている部分も見受けられて、そういった部分で

は大変評価するところではありますが、一方で、

中にどんどん入っていくと、もうこれ10年前か15

年前から一切変わっていない、更新されていない

のではないかというような担当課のホームページ

とか、そういう欄がもう散見しているのですよ

ね。一つや二つではないのですよね。これはどう

いうことなのか、どういうお考えなのか伺いたい

と思います。 

○佐々木司企画調整課長 通常の民間企業の公式

サイトと比べまして、自治体の公式サイト、特徴

といたしましては大変情報量が多いというところ

がございます。現在網走市で管理をしております

公式サイトだけでも実は4,000ページ程度管理をし

ておりまして、なかなかちょっと言い訳にはなり

ますが、更新が追いついていないという部分があ

ることは確かでございます。 

 そうはいっても、常に最新の情報に整えるとい

うのは非常に大事なことでございますので、計画

的に、例えば昨年ですと、まずはリンク切れの解

消に努めましょうといったようなところに取り組

んでいるところでございまして、日々適正な更新

に努めているところでございます。 

○小田部照委員 令和２年度の評価ですので、日

々適正な更新に努めているというような発言あり

ましたが、その更新が一切されていないというの

が散見されるのですが、その辺は今後の対応とし

てどうですか。 

○佐々木司企画調整課長 各課において担当して

いるページを管理・更新をしているところでござ

いますが、滞っている部分につきましては、公式

サイトの管理セクションといたしましてしっかり

と指導をして情報の更新に、適正な更新に努めて

まいります。 

○小田部照委員 ぜひ全庁的に各課協力して、あ

まりにも一般市民が見ても、これいつのやつなの

だ、全然内容変わってないじゃないかと、話も

いっぱい頂いていますので、ぜひそういった工夫

を凝らして最新の情報で毎年各課協力し合って、

ホームページを更新できるようなしっかりとした

ホームページの管理事業に努めていっていただき

たいと思います。 

 その下、生活・緊急情報メール配信事業です

が、先ほどの他の委員からも質疑ありましたが、

メールでの登録、お知らせメール＠あばしりのこ

とだと思うのですが、これの登録者数、令和２年

度についてはどのようになっているのか伺いま

す。 

○佐々木司企画調整課長 お知らせメール＠あば

しりの令和２年度の登録状況でございます。年度

末時点で2,924名に御登録を頂いております。 

○小田部照委員 2,900ちょっとということで、年

々増えているというような認識でよろしかったで

しょうか。 

○佐々木司企画調整課長 はい、そのとおりでご

ざいます。 

○小田部照委員 このメールの配信というのも、

大変重要な市民にとっての情報の伝達手段だと思

います。 

 先ほどありましたが、様々な今後も工夫を凝ら

しながら進めていくということなので、その辺は

理解いたしますが、その下の地域ＦＭ情報発信事

業についてなのですが、ここの成果等報告書にも

何回発信しましたよ、今後も情報提供に努めます

よとありますが、実際にこのＦＭあばしりの活用

した発信事業で大変重要なのは、一体３万4,000人
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の網走市民でこのラジオをどれぐらいの方が聞い

ているということを、ある程度やっぱり把握する

ことというのはすごく大切なことだと私は思って

いるのですが、その辺は市の見解どのように考え

ていますか。 

○佐々木司企画調整課長 ラジオを通じて情報が

どの程度市民に伝わったと、この実績を知ること

は大変重要なことだというふうに考えておりま

す。 

 ＬＩＡさんに、ＦＭあばしりの放送局さんに聴

取率というのでしょうか、を尋ねたことあるので

すが、実は放送局のほうでも実はその情報持って

いないのだそうでございます。専門の業者に委託

をしなければその数値が出ないということでござ

いまして、というふうに伺っているところでござ

いまして、現時点で私どものほうでどれだけの市

民の方が聞いてくださっているのかというところ

は実は数値として持っておりません。 

○小田部照委員 様々なコロナの情報もラジオを

使って発信していますと、いろいろな一般質問の

答弁でもよくそんな話もしていますが、現状ＦＭ

あばしりさんに尋ねてもリスナー何名かは把握し

ていない。それはわかります。それはもう何度も

聞いていますけれども、でも網走市としてこのＦ

Ｍあばしりを聞いている市民がどれぐらいいるの

かというのは、市民アンケートとか様々なやり方

で、正確とは言えませんがある程度のリスナーと

いうことは把握することはできるのだと思います

けれども、その辺はどうでしょうか。 

○金兵智則委員長 暫時休憩いたします。 

午前11時41分休憩 

午前11時42分再開 

○金兵智則委員長 再開をいたします。 

 質疑に対する答弁から。 

 総務防災課参事。 

○渡辺昭総務防災課参事 ラジオ聴取率に関する

お答えなのですが、先ほど言われたとおり、ＦＭ

あばしりさんによると、きちんとした正式な数字

はないということなのですが、現在ＬＩＮＥの公

式アカウントをつくっておりまして、それのフォ

ロワー数が大体1,200名程度、日々性別、年齢、居

住都道府県等について把握できるということを聞

いております。 

 ＦＭあばしりの方に聞くと、登録者の80％以上

が北海道の方と。年齢構成で見ると、やっぱり50

代以上の方が多いというふうに聞いております。 

 また、リスラジという携帯電話等のアプリを

使ったサービスなのですが、そちらのほうも2,300

名程度というふうに聞いておりまして、一定の方

が聞かれているのかなという認識はしておりま

す。 

 先ほど聴取率の関係で、何か市でできないかと

いうお話があったのですが、市のほうでちょっと

昨年町内会長さん、民生委員さんの調査を行った

ことはありますので、そういう方々の調査の中で

一貫してやってきたようなことで検討していきた

いと思います。 

○小田部照委員 様々検討する用意はあるという

ことで理解いたしますが、この市の市民の税金を

使って情報を発信するという事業ですので、この

評価、実態をしっかりと把握、ある程度できない

と評価のしようがないと言ったら変ですけれど

も、市民が一体リスナーどれぐらいあるのかとい

うのを今町内会とかいろいろ自治体の話もしてい

ましたが、アンケートを取るなりしっかりと情報

を、現状を把握できるような取組に一層力を入れ

ていっていただきたいと思います。 

 次に、決算書149ページの基金積立金について

ちょっと伺いたかったのですが、この中に武道館

の建設基金というものがあると思うのですが、現

在どれぐらいの金額が積み立てられているのか伺

いたいと思います。 

○古田孝仁財政課長 教育振興基金の中の武道館

建設基金の積立額でございますけれども、令和２

年度末で3,070万6,104円となっております。 

○小田部照委員 3,000万円以上積立金があるとい

うことですが、これはいつから積み立てられてい

て、使用、活用実績というのはどのようになって

いるのか伺います。 

○古田孝仁財政課長 こちらの基金につきまして

は、平成10年度に新規の積立がありまして、新規

に積立てを行いまして、それ以後13年度に寄附金

を頂いて増額積立てをしていると。その後につき

ましては活用したことはなく、発生利息を再度積

み立てているという状況でございます。 

○小田部照委員 平成10年から積立てが始まって

現在に至って3,000万円あると。でも、活用された

形跡はもうここ何十年もないということなのです

が、今後の活用に対しての検討状況というのは、

ここではないのでしょうかね。 

○古田孝仁財政課長 こちらの基金につきまして

は、担当している部署はスポーツ課になりますけ
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れども、今後、現在社会教育施設の在り方を検討

しているというような状況でございますので、そ

のような中で活用について検討していくことにな

ろうと、私のほうは思っておりますが、具体的に

は担当課であるスポーツ課の判断になると考えて

いるところでございます。 

○小田部照委員 この建設基金に関しては、活用

についてはスポーツ課ということで、また別のと

きに質疑したいと思いますが、ちょっと参考まで

にこの基金積立で武道館のように、武道館建設基

金というような指定されたような基金で、この決

算書には直接項目としてないのですが、そういっ

た使われていないような基金というのは結構ほか

にもあるのでしょうかね。 

○古田孝仁財政課長 個別の基金につきまして

は、私、今ちょっと活用状況について資料を持っ

ておりませんが、基本的にはそれぞれの所管課に

おきまして、必要な事業を実施する際に活用して

いると認識をしているところでございます。 

 ただ、武道館みたいな特定の大きな施設を整備

するようなものというのは、なかなか毎年度使う

ような基金ではございませんので、大きな考えの

中でためておいて使うという性質のものだと思い

ますので、そういうものにつきましては、そうい

うちょっとしばらく使わないケースもあるのかな

というところでございます。 

 現在、手元にある基金名称だけで申しますと、

そういうような基金につきましては、少ないとい

うか、これだというものについてはちょっと不明

というか、判断できないような状況でございま

す。 

○小田部照委員 武道館の建設基金ということ

で、活用されていないということで評価もしよう

のない部分ありますけれども、スポーツ課の部分

で質疑させていただきますので、私のほうからは

ひとまず以上でいいです。 

○金兵智則委員長 次、近藤委員。 

○近藤憲治委員 それでは、私からも何点か伺わ

せていただきたいと思います。 

 まず財政の総論について伺います。 

 令和２年度、まさにコロナに明け暮れた１年

だったというふうに受け止めております。 

 決算を振り返ってみても、一般会計でいうと396

億円ですか、特別会計でいうと99億円ということ

で、一般会計は例年に比べると非常に大きな金額

となったというふうに受け止めております。 

 そのうちの大半がコロナ対策で、総額で約50億

円ということです。これ、国や道の財源措置が

あったというふうに認識をしておりますけれど

も、一方で感じるのは、網走市としては当然毎年

の財政運営を計画的にやっていこうということで

財政健全化、または中期財政見通し等をつくっ

て、これまでやってきたわけなのです。そこに対

してこの令和２年度の様々なコロナ対策がどうい

う影響を及ぼしているのかいないのか。各財政指

標だけを見ると、大きな影響はないのかなという

ふうに見てはいるのですけれども、原課としては

令和２年度のお金の出入り全体を、コロナ対策で

行ったお金の出入り全体が、当市の財政健全化の

大きな流れの中にどのような影響を及ぼしたのか

及ぼしていないのか。また、及ぼしているのだと

したら、それはどの程度の影響なのかというの

を、どういうふうにお考えなのか伺いたいと思い

ます。 

○古田孝仁財政課長 令和２年度の新型コロナウ

イルス感染症への対応が決算にどのような影響を

与えているのかという総論的なお話かと思います

が、こちらにつきましては、国のほうから負担金

ですとか補助金等を頂いているというような事業

のほか、新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金ということで各自治体がそれぞれ必要

な対策を講じるための補助金というのも用意され

ております。そちらの交付額が全体で令和２年度

予算といたしましては13億4,000万円程度ございま

した。そちらを用いて令和２年度は各種感染症の

拡大防止対策であったり、経済を下支えするよう

な支援であったりを行ってきております。 

 国の事業を活用した部分といたしましては、９

億円を活用させていただきました。残った額につ

きましては繰越し、今年度に繰越しをして活用し

ていこうと考えているところです。 

 令和２年度につきましては、その対応に当たり

まして基金を、ふるさと寄附基金を活用させてい

ただいております。そちらの額は約1,200万円程度

ということでありました。 

 網走市の財政に対しましては、結果として1,200

万円程度の基金を繰り入れて対応してきたところ

ではございますが、それも国からの様々な手厚い

支援があった上でその結果になれたと認識してお

りますので、今年度以降もまたコロナの影響がご

ざいますので、それに対して国の支援がどの程度

あるのかというのは不透明な部分もございますの
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で、そちらにつきましてはちょっと注意深く考え

ていかなければいけないものだという認識はして

いるところです。 

 令和２年度につきましては、結果的にそれほど

大きな財政的なダメージは負わなかったというよ

うなものが概略でございます。 

○近藤憲治委員 承知をいたしました。 

 次に、本日決算審査初日でありますので、監査

委員の方に、監査の意見書の表記についても１点

お伺いをさせていただきたいというふうに思いま

す。 

 意見書の結びのところに、様々な現況、それか

ら今後こうすべきだというような御提言も含めた

ような文章が書かれておりますが、一番最後の段

落で、「次代を見据えＩＣＴ技術の活用など新たな

政策の展開により、地域経済の活性化と市民生活

の質の向上を図る取組が望まれる」というふうに

今回記載をされております。 

 これ昨年の意見書と比較してみますと、昨年の

最後のくだりは、「今後とも行財政改革を推進する

ことはもとより、緊急性・重要性・経済性等を見

極め、限られた財源での効率的な事業の執行に努

めるとともに、令和という新たな時代を見据え、

ひと・もの・まちが輝く健康で元気なまちづくり

に向けた取組が望まれる」という表記でございま

した。 

 私は、このＩＣＴ技術の活用というものをしっ

かりとここに書かれたということは非常にメッ

セージ性があるのかなというふうに受け止めてお

ります。 

 特にコロナ対策の中でも、例えば定額給付金の

給付でデジタル化をしっかりやっている、マイナ

ンバーとのひもづけ等も含めてしっかりやってい

る、例えば奄美市などは申請から給付まで４日間

でできたという事例があったりもします。そう

いったもろもろの令和２年の状況を酌み取った上

で、ＩＣＴ技術の活用が極めて重要だというニュ

アンスを込めてこのようなメッセージを記載され

たのかどうなのかということを監査委員の方にお

伺いをしてみたいと思います。いかがでしょう

か。 

○鈴木聡監査事務局長 それでは、お答えさせて

いただきます。 

 こういった表現につきましては、委員おっしゃ

るとおり、今回初めてつけ加えた部分ではあるの

ですけれども、近年の行政情勢としまして、やは

りＩＣＴ活用というのは避けて通れないのではな

いかというような空気がありますし、我々も感じ

ているところです。 

 網走市としましても、学校のＧＩＧＡスクール

の事業でもありますように、各個人のレベルでそ

ういったｉＰａｄを持つなど、そういったＩＣＴ

技術はもう避けて通れないというような状況にも

感じざるを得ないというものもありました。 

 なおかつ、網走市としては、新年度からデジタ

ル化推進室も立ち上げて、こういった技術を活用

しながら行政を進めていかなければならないとい

うような意思表示をしているわけですし、そうし

た部分についても市としては進めていかなければ

ならないということで、こういう表現をさせてい

ただいたところでございます。 

○近藤憲治委員 認識としては伺わせていただき

ました。 

 今の話にも関連するところはありますけれど

も、決算書の中に書かれております郊外地区光回

線整備事業でございます。 

 積年の課題でありました郊外地区の光回線の整

備、今回のコロナ禍も受けてということで国策で

一気に進めていこうという流れの中にあるかと思

いますけれども、令和２年度の進捗、これが見立

てどおり行ったのか行っていないのか、含めて御

答弁いただきたいと思います。 

○高橋剛情報政策課長 郊外地区光回線整備事業

の令和２年度の実績ですけれども、昨年度の事業

内容といたしまして、９月補正で市内の回線の設

計事務を行って、その支出をしたところでござい

ます。 

 また、年度内に同じく工事請負費の契約も締結

させていただいておりますけれども、前年度で事

業が完了しないことから、今年度令和３年度に事

業を繰越しして今も継続して工事を進めていると

ころでございます。 

○近藤憲治委員 今やっていますというお話だと

思いますけれども、計画の全体に対してどれくら

い令和２年度に進められたのか、残りはどれくら

いなのかということを明らかにしていただきたい

のですがいかがですか。 

○高橋剛情報政策課長 令和２年度からの進捗と

いうことですけれども、工事につきましては一応

令和２年度３月に契約を締結しておりますけれど

も、令和２年度中の工事についてはほとんど工事

は進んでないということで、実質的には今年度か
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らの工事の施工が進んでいるところでございま

す。 

○近藤憲治委員 状況といたしましては、理解を

いたしました。 

 次に伺います。 

 先ほど職員の皆さんの残業時間の質疑が一部ご

ざいましたが、そことデジタル化との兼ね合いで

令和２年度の取組を伺いたいのですが、コロナ禍

でオンラインの会議ですとか、いわゆるリモート

ワーク、仕事をうちでもやってもいいですよとい

うような流れが一気に加速化したのですけれど

も、網走市においては令和２年度の職員さんの働

き方の中で、そういったものがどの程度導入され

たのか、また導入しようという試みがあったのか

なかったのか、お伺いしたいと思います。 

○寺口貴広職員課長 職員の働き方の関係でござ

いますが、まずテレワークにつきましては、まだ

そういう情報セキュリティー上の対応ができてい

ないということで、テレワークの実績はございま

せん。 

 しかしながら、件数とかは、詳細は承知はして

おりませんが、昨年から会議等においてはリモー

トの会議なども随時行われていると聞いておりま

すし、職員研修などにおいてもリモートの研修を

行っている状況にございます。 

○近藤憲治委員 様々な制約がある中で取組を始

めたという段階に、令和２年度あったというふう

に、今の御答弁からは認識ができたのですけれど

も、これは今の職員課長のお話でいくと、今後さ

らに広がっていくという前提で令和２年度は取り

組んだというニュアンスで受け止めていいです

か。 

○寺口貴広職員課長 研修ですとか、会議におい

ては、今年度も引き続き広くそうした動きが広

まっているという認識でございます。 

 また、テレワークにつきましても、課題等はご

ざいますけれども、そうした制約が解消されるの

であれば今後導入される可能性はあると考えてい

るところです。 

○近藤憲治委員 私からは以上です。 

○金兵智則委員長 ここで、昼食のため暫時休憩

します。 

午後12時01分休憩 

午後１時00分再開 

○金兵智則委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 質疑を続行いたします。 

 村椿委員。 

○村椿敏章委員 私からもう１点、143ページ、予

算書143ページの日体大高等支援学校整備事業補助

金1,000万円についてであります。 

 当初の予算のときにも確認させてもらっていま

したが、この事業の内容について伺います。 

○佐々木司企画調整課長 この事業の目的でござ

いますが、日体大附属高等支援学校の施設整備及

び教育活動に要する経費に対して支援をするもの

でございます。 

○村椿敏章委員 具体的な内容というか、何を

やったかを教えてください。 

○佐々木司企画調整課長 令和２年度の実績でご

ざいますが、支援学校に対して1,000万円の支援を

してございます。 

 使い道といたしましては、プレハブ小屋の購

入、それからタブレット学習用のＷｉ－Ｆｉの環

境整備、ブドウ畑の整備、それから実習棟、第２

体育館など施設の一部につきまして照明をＬＥＤ

化したこと、それから校内の掲示板の設置工事な

どに使用したというふうに伺ってございます。 

○村椿敏章委員 補助ということになっています

が、この全体、施設を整備する部分の経費が1,000

万円を超えていれば1,000万円を補助すると、そう

いうふうに考えればいいのですか。 

○佐々木司企画調整課長 委員おっしゃるとおり

でございます。 

○村椿敏章委員 その契約の仕方とか、そういう

ことについては特に縛りはないのですか。 

○佐々木司企画調整課長 ございません。 

○村椿敏章委員 この間もこの整備事業というこ

とでされていますが、当初の協定書があるという

ふうにお聞きしていますが、その協定書の内容と

いうのは、支援学校の施設について、要は壊れた

場合、市がそこを直すと、そういうような内容な

のでしょうか。どういう内容なのでしょうか。 

○金兵智則委員長 暫時休憩いたします。 

午後１時03分休憩 

午後１時06分再開 

○金兵智則委員長 再開をいたします。 

 村椿委員。 

○村椿敏章委員 先ほどの私の質問は予特のとき

にちょっと話しをさせてもらったのですが、決算

の部分ですから、その話は訂正というか、取下げ

させてもらいます。 
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 今言われたように、1,000万円以上のお金がか

かったことを要件に1,000万円の補助金を出してい

るということで理解いたします。 

○金兵智則委員長 次、松浦委員。 

○松浦敏司委員 何点か質問させていただきま

す。 

 今年の決算書、今年のというか令和２年度の決

算書を見させていただきましたけれども、その中

で歳入歳出決算事項別明細書というのを見させて

いただきました。 

 当初予算額と補正予算額というのを見ると、軒

並み減額の補正というふうになっていました。 

 以前のものですと、それほど減額補正というの

はなかったのですけれども、多分これはコロナの

関係で様々な税の収入というのが減るというよう

なことで減額補正というふうになったのではない

かと。例えば、市税、固定資産税、軽自動車税

と、そういったものが減額されているということ

で、その分道支出金とか国の支出金というのが大

幅に伸びているというふうに、それで結局数字的

には帳尻が合うというふうになるのかなと思うの

ですが、この一連のお金の流れといいますか、こ

の辺について財政のほうでのどのように判断して

いるのか伺います。 

○古田孝仁財政課長 歳入に関する部分の補正額

が近年にはないような減額がある、あったという

ところでございますが、こちらにつきましては、

新型コロナウイルス感染症によります影響を経済

が打撃を受けた結果ですとか、そういうもので税

収も下がってきているところでございますが、そ

れの減収に対しまして国のほうで減収補填債の発

行であったり、特別減収対策債の発行であった

り、そういう措置が取られるということになりま

して、それは減収するものを上限としてそういう

ものが発行できるという制度でございますので、

その減収を精査いたしまして、それを穴埋めする

ために起債を発行するためにこのような増減の財

源補正をさせていただいたというところでござい

ます。 

○松浦敏司委員 そういうことだろうと思いま

す。それがないと、地方の財政は立ち行かなくな

りますから、それはわかりました。 

 それで、決算カードを見てみると、前年度の国

庫支出金というのも25億5,742万円であったのが、

令和２年度では74億7,500万円ということで、プラ

ス49億1,700万円以上というふうになっていまし

た。 

 道支出金を見ても同様に、前年14億9,934万円が

令和２年は31億2,400万円以上というふうになって

いました。 

 これを２つ合わせると、およそ65億4,286万円と

いう、この国と道を合わせれば増額となったとい

うことでありました。そんな形で、今課長の答弁

にあったような形になって帳尻が合うのだろうと

いうふうに思います。 

 それで、ちょっと伺いたいのですが、この間令

和２年度に市単独の事業として、コロナ対策とい

うの市独自でやったのはどのぐらいあるのか、お

およそでいいのですが伺います。 

○古田孝仁財政課長 コロナ感染症に対する対策

の市単独という、捉え方にもよるのですけれど

も、国からの新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金の交付を受けておりますが、そち

らにつきましては補助金を原資といたしておりま

すが、地方に自由度があるもので、単独事業とい

うような扱いを決算統計上もしておりますので、

それで言いますと、事業費といたしましては14億

円余りの対策を行ったと。これの中には一律10万

円を給付するものは含まれておりませんので、単

独、網走市が判断して実施をしたものということ

になります。 

 それに対しまして、そのうち市が持ち出したお

金、一般財源は結果としてなかったのですけれど

も、ふるさと寄附基金を繰り入れて対応した部分

が1,257万円となったところでございます。 

 それ以外につきましては、交付金であったり、

その他補助金で実施したというところでございま

す。 

○松浦敏司委員 ちょっと確認しますが、14億何

がしの一応地方単独というふうにはなっているけ

れども、それはほとんどは国の地方創生交付金と

いうふうになるので、真水で市のお金をこれは

使ったということではないと。真水で使ったとす

れば、先ほど言った持ち出しという点でのふるさ

と寄附金だとかで1,257万円と、こういうふうに捉

えてよろしいですね。 

○古田孝仁財政課長 そのように捉えて結構でご

ざいます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 そういう意味では、私、まだまだ網走市として

市の単独、単費での事業の取組ができる要素があ

るのかなというふうに感じたところです。 
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 次に移ります。 

 単年度収支…… 

○金兵智則委員長 財政課長。 

○古田孝仁財政課長 先ほどコロナ対策に対しま

す網走市の持ち出しでございますが、訂正をさせ

ていただきたいと思います。 

 基金で対応しましたのは、先ほど御説明いたし

ました1,257万円でございました。 

 その他一般財源として1,975万3,000円、約2,000

万円ございましたので、訂正させていただきま

す。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 次に、単年度収支で見てみますと、昨年はどち

らもプラスであったのです。単年度収支と実質単

年度収支を見ると、昨年はどちらもプラスであっ

たのですけれども、一昨年度はどちらもマイナス

だったと。令和２年度も見てみると、どちらもマ

イナスというふうになっていますが、この辺どん

なような要因からなるのか伺います。 

○古田孝仁財政課長 単年度収支と実質単年度収

支での赤字の部分でございますが、こちらにつき

ましては、１年間の中で昨年よりどうだったかと

いうことでございますが、こちらにつきまして

は、令和２年度当初予算では財政調整基金ですと

か減債基金から繰り入れて予算組みをさせていた

だいたところでございますが、決算状況を見てそ

ちらにつきましては収支不足を改善するために繰

り入れることは行わなかったというところでござ

います。 

 それで、それを行わなくても前年度からの繰越

金の範囲内で決算することができたということで

ございますので、前年度から繰り越されてきた繰

越金を一部使った形で決算を経たということにな

りますので、今回は単年度では赤字になるという

ことでございます。 

○松浦敏司委員 それは理解しました。 

 次に、積立金残額というのが41億9,994万円とい

うことで相当の金額になって、前年度より７億

2,556万円ほど増えております。 

 ふるさと納税などで増加しているというふうに

思うわけですが、この辺、要因について簡単に伺

います。 

○古田孝仁財政課長 基金残高が増えたことの理

由でございますが、納税制度による寄附金が好調

であったということで、約20億円、19億4,000万円

の寄附金がございまして、それの半分を積んだと

いうところが大きい要因でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 今、国も財政が大変だというようなことで、

今、地方における基金というものに目をつけてい

るというふうなうわさも聞きます。つまり、地方

が財政が大変だというけれども、その割には地方

で基金をため込んでいるだろうというようなこと

で、ここにメスを入れられると地方はたまったも

のではないのですが、やはりそんなことを国にさ

せるべきではないと思うのですけれども、ただや

はりこういうふうな形で基金が潤沢に見えるよう

なことに目をつけられるようなことにならない方

法というのも、やっぱり考えなければならないと

いうふうに思うのですが、その辺今すぐどうこう

といういい手があるかどうかわかりませんが、そ

んなことも考えていかないと駄目なのではないか

なというふうにも思うのですが、その辺いかがで

しょう。 

○古田孝仁財政課長 基金残高の増加していくこ

とについて国からどう見られていくのかというよ

うなことでございますが、いろいろ基金残高、特

に財政調整基金なのですけれども、不測の事態に

備えてという部分の基金になりますが、一般的に

は様々いろいろな何％がいいとか、どれぐらいが

いいというのはございますが、標準財政規模の約

20％ぐらいがというような声もあります。それで

いきますと、当市の場合120億円程度の標準財政規

模でございますので、24億円と。そして現在のと

ころは５億円程度でございますので、そうです

ね、５億円程度でございますので、そこを超える

ような多額な基金が積み上がっている状況ではな

いと。逆にまだちょっと心細いというような状況

でございますので、現時点においては網走市がた

め過ぎているという認識はないところでございま

す。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 ただ、そういうような話も報道でちらっと聞い

たようなこともあるものですから、そこは注意し

なければならないなというふうに思ったので質問

しました。 

 次に、債務負担行為額についてですけれども、

52億7,521万円とありました。年々減少してきてい

る傾向にはあるというふうに思うのですが、一応

聞きたいのですけれども、この中に将来借金とい

うか赤字というふうな形、借金として残るような

ものはあるのか。あるとしたらどのぐらいあるの
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か伺いたいと思います。 

○古田孝仁財政課長 債務負担行為の額の中に、

公債費に準ずるような債務が含まれているかとい

うことでございますが、代表的なところで申しま

すと、国営事業、農業になりますけれども、農業

の国営事業を行ったものの償還金がございます。 

 それ以外の建設補助といたしましては、網走厚

生病院の建設に対する補助、あと養護老人ホーム

の建設に対する補助、認定こども園の整備に対す

る補助というものの分野がございます。 

○松浦敏司委員 おおよその金額というのはわか

るのでしょうか。 

○古田孝仁財政課長 元金相当額で申し上げます

と、約22億円ございます。 

○松浦敏司委員 理解しました。 

 次に、諸収入で見ると、前年より４億円ほど伸

びております。どのようなものかというのと、あ

と地方債も前年度より２倍近く伸びているのです

が、さっきもちょっとちらっと質疑があったかと

いうふうに思うのですが、その内容についてお示

しいただきたいと思います。 

○古田孝仁財政課長 諸収入の増の要素でござい

ますけれども、麦類乾燥調製貯蔵施設の建設事業

負担金というものと、あとプレミアム付商品券の

販売収入と、あとプレミアム付飲食券と食事券の

販売収入が主な要因でございます。 

 市債の増でございますが、こちらにつきまして

は麦類乾燥調製貯蔵施設の建設事業に対するも

の、あと港湾整備事業に対するもの、あと道路照

明ＬＥＤ化に対するもの、あとロードヒーティン

グ整備事業に対するもの、公園改修事業に対する

もの、道路整備・河川整備に対するもののほか、

特別減収対策債の発行、あと水道事業会計への出

資を行ったために発行した出資債によるものでご

ざいます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 次に、公債費なのですが、性質別歳出の経常収

支比率を見ると26.4％と、僅かではありますけれ

ども減少していってはおりますけれども、しかし

依然としてこの数値が高い状況にあるのですが、

これまでも質問はしてきているのですけれども、

主な要因というのはどういうものなのか。あと、

今後の見通しはどんなふうになるのか伺います。 

○古田孝仁財政課長 公債費に関わる経常収支比

率の部分でございますが、他市に比べまして高い

状況にございます。 

 そちらの要因につきましては、平成初期に行い

ました大型事業を行う際に発行しました起債の償

還がまだ四、五年残っております。それが公債費

の高止まりの要因になっておりまして、それが改

善されるまでは経常収支比率、公債費に関する部

分は高くなるという認識でいるところでございま

す。 

○松浦敏司委員 わかりました。あと四、五年は

かかるというような見通しがわかりました。 

 先ほども質疑があったかと思うのですが、経常

収支比率というのが若干改善をされたのですが

96.7と、臨時財政対策債を除くと100.6％というふ

うになっています。 

 本来の数値というのは75から80台というふうに

言われているのですが、私が調べた範囲、16年間

ぐらいしかちょっと手元に資料がなくてわからな

かったのですが、一番よかった時期で91％でし

た。臨時財政対策債を除くと98、これが一番数値

としてよかったという数値なのですが、それ以外

やはり相当網走市の財政状況というのは硬直化し

ているというふうに思ったところです。 

 これは多分先ほど公債費の関係もあったと思う

のですが、数値をここまで引き上げているという

要因と、これからもまた公共施設等の建て替えな

ども出てくるのではないかと思うのですが、そん

なことを考えると非常に不安なのですけれども、

この辺どんなふうに原課としては考えているので

しょうか。 

○古田孝仁財政課長 経常収支比率の今後の推移

の見込みに関することでございますが、現在、先

ほども御説明したとおり、公債費が比較的高い水

準であと四、五年は続くというような中ではなか

なか下がらないのかなと。あと、それ以外の要因

といたしましては、最低賃金が上昇していく中

で、やはり当市の業務を委託という形で民間事業

者にやっていただいている部分の経費もかさんで

いくという状況でございますので、なかなか下

がっていく、当市の努力だけで下がっていくとい

う部分は少ないのかなという認識ではございます

が、先ほど言いました公債費の部分で高止まりし

ている部分がある程度改善されれば、そのような

上昇のことの要因も解消するというか、相殺して

いけるというふうに考えておりますので、98とか

97とか、そういうような数字が上限なのかなとい

うふうには捉えていますが、なかなかこればかり

は将来わかりませんので、その辺の扱いについて
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は注視して取り扱っていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

○松浦敏司委員 本当に大変ですよね。少しよく

なったかと思えば、次にまたやらなければならな

い事業が出てくるというようなことで大変だとい

うふうには思います。 

 次に、決算カードの中で、非常に改めて人口の

推移を見てみました。国勢調査の推移を見てみた

のですが、これはこの間、平成27年と令和２年に

国勢調査をしているということで、この人口を見

ると、平成27年が３万9,077人と、令和２年が３万

5,783ということで、その前の平成22年で言うと４

万998人でした。つまり、この10年ほどの間に人口

が5,000人を超える減少があるということです。 

 水谷市政ができて11年になるのですけれども、

これは水谷市政が悪いから減ったということだけ

ではなくて、ある意味そういう要素もあるかもし

れません。この人口が全国的にも減少しているの

は間違いない話ですが、それにしてもこの網走が

年間500人を超える減少というのは、これは何らか

の形で止めていかなければならないような課題で

もあるのかなというふうに思って、そういう意味

では、しっかりとこの数字というのを見て、やは

り検証していかなければならないのではないかな

というふうに私は感じました。 

 このような状況を何とか止めるために努力をす

る必要があると思うのですが、そのためにもしっ

かり検証しなければならないと思うのですが、そ

の辺お考えを伺います。 

○秋葉孝博企画総務部長 どの事業にということ

では恐らくないと思いますので、私のほうからお

話をさせていただきます。 

 人口減少はやはり非常に厳しい状況と認識をし

ております。そうしたことを意を用いて交流人口

の、これを拡大するということを意を用いてこれ

までやってきておりますし、企業誘致ですとか学

校誘致も含めて取り組んできましたが、非常に想

像よりもやはり人口減少というのは強いと。この

間でいくと、ちょっと大きかったのが、刑務所の

収容人員も相当減ったというのが一つ。それか

ら、東京農大は首都圏の大学になりますので、そ

うしたことの配慮はあったのですが、定員の厳格

化ということで、農大生が総勢で年間で100人ぐら

いは減ってしまったということが、この間では大

きかったなと。 

 これまでそうした減少を何とか止めようという

ことで様々取り組んできたところですが、コロナ

によって全体の事業が今滞ってしまったというの

が非常に、財政の数字では出ないのですが、活動

的に様々な交流が今止まってしまったということ

が非常に残念ですし、ただ将来がなかなか見通せ

ないですが、やはり交流人口というのはひとつな

かなか移住ですとか、地域全体がしぼんでいく中

で、北海道の中でも例えば十勝の、近隣でちょっ

とまれなところはあるにしても、札幌以外は全部

落ちていると。その札幌も今人口減少で、東京に

流出が止まらないというような状況になっていま

すので、改めて非常に難しい状況にはあります

が、交流人口なり移住なり、人口の減少を止める

ということに意を用いて全庁的で取り組んでまい

りたいと考えております。 

○松浦敏司委員 難しい問題を提起してしまいま

したけれども、ただいずれにしても、日本という

のは世界の国の中でも、進んだ資本主義国の中に

おいても、東京一極というのが極端なのですね。

それはやっぱり国の政治の在り方に問題があるの

だろうと思います。 

 地方で住んでも地方で暮らせる、そういう状況

になっていない。地方に対して、やはりもっと国

が意を用いてといいますか、しっかりと支援をし

ていく。どんな田舎にいてもみんな安心して暮ら

していけるのだという環境があれば、日本のよう

なこんな極端な東京集中型にはならないと、こん

なふうに私は持論として持っているわけです。 

 そういう意味で、やはりもう一つ必要なのは、

やっぱり出生率、これが依然として上がらない。

特にコロナによってさらに下がってくるだろうと

思われる。そんな状況の中で、網走でもついに年

間200人を割るような状況ということで、人口が減

り始めるとそれが持ち返して増えていくには１年

や２年ではそう簡単には回復しないという問題も

ありますので、やはり国全体がしっかりと取り組

まなければならない課題だというふうに思いま

す。 

 それと同時に網走市としての魅力あるまちにし

ていくと。もともと魅力はあるのだけれども、そ

こに我々市民が気がつかない、そういった魅力も

掘り出して、そして若い人たちが安心してこの網

走で暮らしていくための、そういった政策という

のを打っていく必要があるのかなというふうに、

偉そうにですけれども言いたいというふうに思い

ます。 
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 時間もたちますので、あと市有財産について伺

います。 

 市有財産を決算書で見ると、財産運用収入とい

うことで、これは多分職員がいわゆる家屋が傷ん

でいて、でもそれは何とか住むこともできるだろ

うということで、職員が入っていて、そこの収入

かなというふうに思うのですが、予算額が2,074万

5,000円と。収入済額が2,053万8,718円となってい

るのですが、改めてこの内容、どんなふうなもの

なのか伺います。 

○金兵智則委員長 休憩します。 

午後１時36分休憩 

午後１時36分再開 

○金兵智則委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 財政課長。 

○古田孝仁財政課長 市有財産整備特別会計の財

産運用収入の内訳でございますが、まず貸地料と

いたしまして1,016万7,042円ということで、内訳

といたしましてはそれぞれの貸地で民間ですと

か、官公庁ですとか、あと北電・ＮＴＴ柱ですと

か、そういうようなものの貸付けでございます。 

 そして、土地・建物貸付料の部分につきまして

は210万2,950円になりますが、こちらにつきまし

ては郊外地区にあります旧小学校や中学校の教員

住宅を地域の方に貸付けしております。それの部

分でございます。 

 そして、潮見住宅団地貸付料826万8,726円につ

きましては、これは潮見の軟弱住宅の買取りを

行った住宅につきまして市職員に貸し付けている

部分の貸付料でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 それとこの中で、収入未済額が84万5,922円とあ

るのですが、これは何なのでしょう。 

○古田孝仁財政課長 こちらの収入未済額でござ

いますが、貸地料の部分につきましては２件の滞

納されている方が、遅れて払っている方もいらっ

しゃいます。その部分であります。 

 そして、もう一つ土地・建物貸付料の部分でご

ざいますが、こちらも以前郊外地区の旧小学校の

教員住宅を借りていた方が少し遅れている部分が

ございまして、現在少額ではございますが、毎月

納めていただいている部分で、残債があるという

ようなものでございます。 

○松浦敏司委員 しかし、いずれにしても少しず

つでも入っているということで、取りあえずわか

りました。 

 次に、令和２年の数字を見てみますと、事業費

として742万7,310円というふうになっております

けれども、表のほうにも出ているのですが、事業

内容についてどんな事業を行ったのか伺います。 

○金兵智則委員長 暫時休憩します。 

午後１時39分休憩 

午後１時40分再開 

○金兵智則委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 財政課長。 

○古田孝仁財政課長 潮見団地に係る補償関係の

決算額742万7,310円の内訳ということでございま

すが、委員会資料でお配りしている９ページの一

番下段になりますが、まず最初の補修補償という

のがまだ住んでいる方のお庭の階段を補修したと

いうことで、まだ30年、築後30年たってない方で

したので、補修のほうに落ちたというものでござ

います。 

 その隣、調査委託つきましては、これは傾き調

査、まだ地区30年たっていない方が２件あります

ので、そちらの傾き調査を行ったというもの。 

 そして、解体アスベスト調査につきましては、

買取りをさせていただいた住宅で老朽化が著しい

ということで、そちらを解体するためにアスベス

ト調査を行ったということで、３件ですね。こち

らを３件行っています。 

 あと、654万9,510円につきましては、実際家屋

を２件解体したという工事費でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 今後、この傾きがひどくて解体しなければなら

ないような家屋も若干残っているようなことを感

じるのですけれども、たしかまだありますよね。 

○古田孝仁財政課長 対象家屋というのはまだ全

て買取りが済んでいるわけではございませんの

で、現時点で買取りをさせていただいて職員等に

貸している住宅の中で言えば、令和３年度で２件

解体を予定しておりまして、その後の物件としま

してはあと２件あるという状況でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 いずれにしても丁寧な対応というのが求められ

ていると思います。 

 はい、わかりました。終わります。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

 山田委員。 

○山田庫司郎委員 質問されている方もいますか



－ 27 － 

ら、なるべく重複は避けたいというふうに思いま

す。 

 それで、何度か議論もさせていただいています

から、大変申し訳ないことも質疑の中で出てくる

かもしれませんが、ただ、皆さんが言うように、

令和２年度はコロナの年と言っても過言ではない

中で、大変一般の業務はこなしていかなければな

りませんし、コロナの対策もしっかりしていかな

ければならない。それは今も現状は同じかもしれ

ませんが、そういう意味で、収入が税収も含めて

減ってくるのは、昨年度の収入がやっぱり減るこ

とによって市民税等も含めた、所得税等も出てき

ますけれども、今年度の税収がやっぱりどうなっ

ていくか。それから、来年の税収がどういうふう

に入ってくるかということも見据えていかなけれ

ばならないというふうには、ちょっと思うのです

が、それで決算カードの中で、お二人の方で議論

がありましたから、ちょっと絞って聞かせていた

だきたいと思います。 

 それで、収入未済額のちょっと確認も含めて

で、素人的な質問になるかもしれませんが、市税

とか固定資産税、それぞれ不納欠損ももちろんあ

るのですが、収入未済額がございます。 

 それと、補助金等も含めてですが、令和２年度

の段階で、出納閉鎖までの５月までにまた補助金

については入ってきたのかもしれませんが、補助

金についてもやはり国から来るお金が非常に収入

が遅いという状況もあるのかもしれませんが、未

済額が非常に、補助金、それから税金等で多いよ

うに思いますけれども、そのことについて少し詳

しく御説明いただければと思います。 

○清杉利明税務課長 収入未済額のお話でござい

ますが、令和２年度の市税におきます収入未済額

としましては約２億6,000万円ございます。 

 これの大きな要因でございますが、そのうち令

和２年度につきましては、新型コロナウイルスの

感染症の影響により収入が減少し納税が困難な方

への対応としまして、徴収の猶予制度の特例措置

がございました。その金額が令和２年度決算時に

おきます収入済額を除きまして、その分の徴収猶

予額の合計としましては4,860万円ほどございま

す。これが収入未済額が増えている大きな要因で

ございまして、収入率に対しましてもその額は約

１％程度相当の率となっております。 

 また、この部分につきましては、令和３年度に

おきましては１年間の徴収猶予ということでござ

いますので、令和３年度になってから随時その部

分の収入はございますが、おおよそ50％ほど2,400

万円ほどは既に納入をいただいておりまして、大

きな遅れはないものと思っておりますので、一部

遅れている事業者等もございますが、おおよそに

ついては徴収猶予の期間の中で納めていただける

ものというふうに考えております。 

○山田庫司郎委員 補助金の関係はどうですか。 

 いや、質問したけれども答えてない。補助金の

関係はどうですか。 

○古田孝仁財政課長 国の補助金、道の補助金の

未済の部分でございますが、こちらにつきまして

は事業そのものが繰越ししている事業というのが

主なというか、理由でございます。 

 今回、大きく監査意見書のほうでも載っていま

すとおり、６億円程度、６億8,000万円の補助金の

未済ということでございますが、その大きな内訳

といたしましては、郊外地区の光回線の整備の事

業が繰越しされておりますので、その部分で４億

3,000万円程度の未済というのがあります。 

 それ以外には、土木工事、道路ストック修繕事

業であったり、橋梁の長寿命化であったりという

ものが繰越しされておりますので、それで未済と

いう扱いになっているというところでございま

す。 

○山田庫司郎委員 補助金についてはわかりまし

た。事業が完了する段階で補助金については収入

として入ってくるというふうに確信をしていま

す。 

 ただ、税金の関係の説明がありました。１年猶

予ということであるわけですけれども、今年もま

たこのコロナの状況ですから、相当厳しい方たち

が市民の中には多いというふうに、残念ですけれ

ども推察をしなければならないのだろうというふ

うに、そういうふうに思います。 

 ただ、税としては基本的に納める義務があると

いうことも含めてあるわけですけれども、これは

ぜひ徴収のときに関係者とは十分やっぱり話す中

で、分割等も含めての徴収の形も含めて、ぜひ原

課の皆さんにはお願いをしておきたいというふう

に思います。 

 それで、公債費の関係でちょっとまたお聞きを

させていただきます。何人からか質問がありまし

た。 

 特にやっぱり皆さんも御存じのように、網走市

は一時520億円ぐらいの起債が、公債費が、市債が
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あったわけですけれども、今ここ数字を見ます

と、200億円程度減って320億円と、こういう話が

ありまして、何度か議論をさせていただいていま

す。財政課長からも答弁いただいたし、市長の挨

拶やいろいろな中でも説明もあったことも私も承

知をしていますが、再度、例えば320億円のうちの

実質当市の公債費というのは大体幾らなのか。と

いうことは、麦乾の施設の関係とか交付税で最終

的に戻ってくる借金もしている状況もひとつある

わけですから、私は200億円を切るぐらいの金額か

なというふうにちょっと思っているところがある

のですが、ぜひその辺実際の分の負債は本当に幾

らになるのかなということを財政課長にちょっと

お聞きをしたいと思います。 

○古田孝仁財政課長 起債残高に対します市の実

質的な負担する額ということでございますが、交

付税算入されるものもございますので、その辺も

控除して押さえている数字といたしましては、令

和２年度の320億円の起債残高に対しまして142億

円程度ということで捉えております。 

○山田庫司郎委員 その話を聞いて、やはり実質

債務負担行為とかほかのやつはちょっと別にし

て、180億円台の実質の起債かなというふうに

ちょっと考えていいのかなと、思っているところ

があるわけですが、そうしてもやっぱり財政とい

うのはいまだにまた硬直化もして、一時520億円

あったときは、他市の名前を言う気はありません

が、道内の中で大変厳しかった１市のその下に

あった網走市です。そういう意味では、今幾らか

健全化になりながら財政力の指数も0.4台になりま

した。最初の頃は0.3台でしたから、そういう意味

では１に近づいたとは言えませんが、相当財政力

も力をつけてきたのかなと、こんなふうに思うわ

けです。 

 それで、先ほども議論があったように、これか

ら水道、下水道、道路も含めたインフラの資本整

備がどんどん出てくるということと、先ほども議

論があった人口が減ってくる中で、単純に人口で

交付税を人口で割り返しますと、概算で言います

と約１人当たり20万円ぐらいの交付税が網走市の

場合は下りているというふうに換算をしますと、

やっぱり4,000人程度減ると、これ８億円程度の交

付税がやっぱり落ちてくるということになるわけ

です。町の規模は変わりません。人口は減ってい

くと。こういうときにやっぱりコンパクト化の議

論ももちろんあるわけですけれども、これからの

まちづくりをどうしていくかと、やっぱり議論は

どうしてもしていかなければならないのだろうと

いうふうにちょっと思っているわけですけれど

も。 

 それで、先ほどもちょっと基金の話が出ていま

した。確かに国の誰かが基金にも手をつけなけれ

ばならないのではないかと話があったのも私も存

じ上げています。ただ、私は機会があれば言って

いるのは、今ふるさと納税のふるさと基金です

ね、ここにやっぱり国が着目をしてくる可能性

は、私は多分にあるのではないかと心配をしてい

る一人なのですが、例えばどことは言いません。

実際の交付税額に近いふるさと納税額を持ってい

る自治体を国がどう見ていくかと。例えば交付税

より上回った分には交付税は減額しますよという

話というのはこれからあり得る可能性も出てくる

のだというふうには思います。 

 当市の場合はそこまで行っていませんから、私

の考えでいけば心配ないのかもしれませんが、国

も今コロナで大変な状況に財政上なってきたとい

うことを考えますと、税収はやっぱり上げていく

という考え方も持たなければならないのかもしれ

ませんが、自治体も厳しい状況がひとつあるにし

ても、今後の中で国も厳しい自治体の財政状況、

基金状況も含めてきっと見る中で、考え方を持っ

てくるのではないかとちょっと思うのですが、こ

れは今理事者の皆さんにどう思いますと投げかけ

ても、これは答弁できるものではありませんか

ら、私の架空の心配の話ということになってしま

いますけれども、これからのやっぱり地方自治

体、今、当市の場合は基金が先ほどもあったよう

に約47億円ございます。その中の23億円がふるさ

と基金です。そして、実際債務負担行為も53億円

あるということですが、毎年約三十五、六億円の

償還をしながら、大体同額の市債を借りて運営し

ている状況もひとつあるわけですから、借りてい

る金利も皆さんの努力で１％以下が約７割以上に

なっていますから、金利も安いということもひと

つサポートしてくれているのだとは思いますけれ

ども、これからの網走市、庁舎もこれから建てま

すから、網走市の財政としてどういうふうに考え

ているか。もし、今の段階で何か財政計画的なも

のがあればですが、これは誰に伺えばいいのか

ちょっと私もわかりませんが、もしお示しができ

ればお聞かせをいただきたいと思いますが。 

○古田孝仁財政課長 今後の財政収支についてで
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すけれども、毎年度予算編成の編成方針を出すと

きに、５か年の見込みを出しております。そちら

のほうが中期的な財政の見通しということで捉え

ていただきたいというふうに思っております。 

 それ以降につきましては、様々な要因もござい

ますし、あと大型事業の実施の有無とかタイミン

グによっても大きく異なりますので、それはある

程度５年とかのスパンの中で適宜お示ししていく

ような形になろうかなというふうに考えておると

ころです。 

○山田庫司郎委員 非常に経済の動向、国際的な

状況も含めていろいろな角度から、やっぱりこれ

から日本の進路というのはどう行くかという中で

の自治体の一つです。 

 大変分析も含めて生き残るためにどう考えてい

くというのは非常に難しい課題だとは思いますけ

れども、ぜひやっぱりいろいろな視点で、私たち

議員もいろいろなやっぱり考え方を持ちながら研

究していかなければならないと思いますが、やっ

ぱりこれからの網走市、最低人口何人で抑えて、

どういうまちづくりをしていくかということをこ

れからやっぱりしっかり議論していかなければな

らないのだというふうにちょっと思います。 

 それで、ちょっと財政の決算カードの関係はこ

れぐらいにさせていただきますが、ちょっと先ほ

ども出ていました超勤の関係でちょっとお聞きを

したいのですが、超勤といいますか時間外です

ね。 

 ３年間の比較をちょっとここに資料として頂い

ています。例えば非常に突出していたのは、観光

課とかいろいろあったわけですが、社会教育もそ

うだと思いますが、やっぱりコロナによって、こ

こは時間外が相当減っていると、イベント等いろ

いろな行事もなくなったという状況もひとつある

のだと思います。ただ、税務課とか都市整備課

等、人数も増やしたり、いろいろ対応している状

況もここに見てきてますけれども、職員課とし

て、例えば１人平均が何時間以上この課として上

回った場合については、仕事のやり方がどこかに

欠点があるのかという効率化の考え方もひとつ持

たなければならないと思いますけれども、やっぱ

り人員が足りないのかなという考え方も持つべき

だと思うのですが、その辺職員課としてはこの時

間外手当の実態について、どういうふうに考えて

いて、それと次のページの16ページの職員数の推

移ですね。平成20年度までに約90名の職員が減っ

ているのですね。その以降はちょっと退職等途中

で辞められた方含めて、それ以上に採用している

年度もたくさんありますから、相当数またある程

度は増えてきているのだろうとは思うのですが、

そういう実態も含めて適正なやっぱり職員配置が

今なされているのかどうか。どういうふうに職員

課として押さえているか、ちょっとお聞かせいた

だきたいと思います。 

○寺口貴広職員課長 まず、時間外の実態の関係

でございますけれども、先ほど例として税務課の

例などが出たところですか、令和２年度が増加し

ている大きな要因としましては、昨年度は固定資

産税の評価替えの年度ということがございまし

た。税務課に限った話ではありませんが、数年に

一度事業量が増えるといったような部署が庁内に

は幾つかございますけれども、その繁忙の年につ

いてはどうしてもやはり負担はかかってしまうと

いう面はありますけれども、現在の職員配置につ

きましては、29年度の機構改革の見直しの際に実

際に現場の職員にも聞いた上で配置した人数と

なっております。 

 そこからもう数年たっておりますので、また新

たな行政需要等も変化してきておりますから、そ

こについては今後も不断の見直しが必要かと思っ

ております。 

 次に、職員数についてでありますが、職員数に

つきましては、ここ数年につきましては、おおむ

ね350人程度で推移してきているところではござい

ますけれども、実態としまして近年職員が若返り

したということもございますが、育児休業等で長

期の休業に入っている職員も多数おります。した

がって、一部の職場についてはそういったことの

影響で負担がかかっている部分もあるというのは

認識しておりますので、今後につきましても職員

の採用等については、柔軟に対応してまいりたい

と考えております。 

○山田庫司郎委員 ぜひ、この時間外には管理職

の皆さんの数字は出てきません。今回のワクチン

接種を見ていても、本当に管理職の皆さんが非常

に、毎日とは言いませんが、本当に出られて作業

をしている姿も私も見ています。そういう意味

で、管理職手当をもらっているのは確かですが、

時間外手当は管理職の皆さんはないわけですが、

そういう実態も含める中で総合的なやっぱり職員

配置というのはどうなのかというのは、ぜひ職員

課の中での目配りも含めてお願いをしておきたい
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というふうに思います。 

 それと、退職者数の中で定年の方と「左記以

外」という方がいらっしゃいます。ここは理由が

あって辞められる方、体調を崩して辞められる

方、様々な方がいらっしゃると思うのですが、こ

こでひとつちょっとお聞きをしたいのは、昔の話

をして大変申し訳ありませんが、途中で辞められ

ると来年の４月以降でないと採用にならないと。

例えば臨時的対応でそこを穴埋めしてくれる形も

取っていただけるのだとは思いますけれども、今

できるのかできないのか、私ちょっと法的なこと

わからないのですが、昔は例えば７月採用、10月

採用、１月採用とかいろいろな年度途中でも職員

を採用して、なるべく早めに欠員といいますか、

穴を埋めていくという形も取っていた時代があっ

たと思いますが、その辺というのは、今、職員課

の中で考え方はないのでしょうか。 

○寺口貴広職員課長 中途採用ですけれども、中

途採用につきましては特に何月ではなければ駄目

とか、そういった規定はございませんので、そこ

は必要に応じて現在も中途採用を含めて募集をし

ているところでございます。 

○山田庫司郎委員 そうしたら、私がちょっと実

態を知らなかったということで申し訳なく思いま

すが、やっぱりそういう対応をぜひして、原課の

中が大変だということは、よく言われるそれが、

しわ寄せが市民にやっぱり伝わっていくというこ

とになりますから、ぜひ職員の配置も含めて、ぜ

ひお願いを申し上げたいというふうに思います。 

 それともう１点だけです。 

 細かいことです。これは原課で聞いてもいいこ

となのかもしれませんが、防災の関係で備蓄品の

成果の中で見させていただきましたが、先ほどほ

かの委員の方も中身について聞いていました。 

 いろいろなやっぱり対応が、備蓄品の中にも新

たな対応も含めて取りそろえなければならないも

のももちろん出てきたということで、対応してい

ただいているように、先ほど御答弁いただいたの

をお聞かせをいただきました。 

 それで、簡単な質問です。更新をした主な食品

ということで食料品等含めて、備蓄品とここに実

績として書かれています。それが、この備蓄品更

新して使えなくなった備蓄品の再利用といいます

か、どういう活用が何かされているのか、単純に

廃棄されているのか、ちょっとお聞かせいただき

たいと思います。 

○渡辺昭総務防災課参事 期限切れとなる備蓄品

という取扱いですが、まず非常食については平成

30年より１年前倒し更新を行うことで、期限切れ

前に防災訓練や防災教育で使うことを想定として

今は使っております。 

 去年、昨年更新しましたバスタオル、パックタ

オルにつきましては、こちらも令和元年度から介

護施設、福祉施設に希望調査を行い、掃除用汚物

処理ということに限定していただく条件で、そち

らのほうに譲渡しているという形を取っておりま

す。昨年につきましては、一応13施設ということ

になっております。 

○山田庫司郎委員 今、説明あったように、ぜひ

無駄のないように考えて対応しているように、今

御答弁の中から思いましたから、無駄のないよう

ぜひ使っていただきたいということと、コロナが

いつまでになるか私もわかりませんが、この非常

食を頂いて喜ぶかどうか私もわかりませんが、今

回やっぱり学生含めていろいろな形での支援がた

くさんあった状況もあるのですが、そういうほう

に何か賞味期限前ぐらいに何か対応できるような

ことも含めて、訓練のときに使うばかりではなく

て、いろいろな対応も含めた、これ毎年きっと出

てくるのだと思いますが、ぜひそういう無駄のな

い使い方をぜひお願いをさせていただきたいと思

います。 

 それと、この財源内訳ですが、道支出金で120万

円と一般財源で100万円、同額ぐらい出ているので

すが、これは道の支出金の例えば250万円か40万円

の事業費で半分はやっぱり自治体で持ってくださ

いという事業の中でやられていることなのでしょ

うか。 

○渡辺昭総務防災課参事 事業費50％補助をする

ということでされておりまして、一応10万円未満

が切捨てという形になりますので120万円というこ

とで計上させていただいております。 

○山田庫司郎委員 そうしたら、例えば網走市で

200万円そろえたいという場合は道支出金で、協議

だと思いますが、協議の結果200万円ということも

出してくれる可能性はあるのですか。 

○渡辺昭総務防災課参事 あくまでも50％なの

で、今のお話でいうと200万円の事業費であれば

100万円ということになると思います。 

○山田庫司郎委員 私の聞き方が悪かったのです

ね。例えば網走市としてこれだけのものを今回は

そろえたいという計画の中で、今年は400万円必要
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なのですと、全額の中で。そうなると、道のほう

が了承しての話だと思いますが、そのときは道が

半分200万円支援していただいて、地元として２分

の１の200万円を出して400万円の事業費でやると

いうことになるのですね。 

○渡辺昭総務防災課参事 前年度から希望調査を

行っておりまして、その中で北海道全体の枠とい

うのが多分あると思います。その中で、割に防災

というのは割に優先順位高く上げていただいてい

るのですが、今お話しされた今までにないような

金額が全てつくかどうかについてはちょっと現状

ではお答えできない状態です。 

○山田庫司郎委員 相手もあることですし、地元

がしたいことといってもなかなかそれは全道的な

ものを見ながら道も考えると思いますし、なかな

かうまく行くことはないのかもしれませんが、全

てそのことに合わせて備蓄品を整備するのではな

くて、もしですよ、市の持ち出しがこのぐらいな

らということの決断もあるのなら、逆に事業費全

体の事業費を下げて、道のそこの２分の１をもら

う中で、一般財源また足してこういうこともやる

ということもあり得るのかどうか。そこに合わせ

て計画をつくっていくのかどうか、その辺が

ちょっとわからないのですが。細かい質問ですみ

ません。 

○渡辺昭総務防災課参事 市の備蓄品につきまし

ては、もともと25年から29年の間に小中学校に備

蓄したものを、現在はその更新を、期限切れのも

のとかを含めて更新をする中で少し新しいものを

足している状態になっております。 

 一応毎年期限切れのものをメインに、中心に予

算を組まさせていただいておりますので、現状で

はそれなりに組んでいるという認識はしておりま

す。 

○山田庫司郎委員 備蓄品とはいえお金のかかる

ことです。今言われたように、新たなものもそろ

えなければならなくなってきていますから、そう

いう意味でお金もかかります。ぜひ計画的に更新

をしながら、必要なものは新たに増やしながら、

ぜひ対応していただくことをお願いしてとなると

質疑になりませんが、ぜひ取り組んでいただくこ

とを要請して、私の質問を終わります。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、以上で、認定第１号中、企画総務

部、議会、会計、選管、監査、公平委員、固定資

産評価審査委員会所管分及び全体に係る職員給与

などの人件費に関する細部質疑を終了いたしま

す。 

 ここで理事者入替えのため、暫時休憩します。 

 10分。 

午後２時11分休憩 

午後２時19分再開 

○金兵智則委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 引き続き、庁舎整備推進室の所管について細部

質疑を行います。 

 質疑のある方、挙手お願いいたします。 

 ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、以上で、庁舎整備推進室に関する細

部質疑を終了いたします。 

 理事者入替えのため、暫時休憩をいたします。 

 そのままお待ちください。 

午後２時20分休憩 

午後２時22分再開 

○金兵智則委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 それでは引き続き、本日の日程であります認定

第１号中、農林水産部、観光商工部及び農業委員

会の所管に関する細部質疑に入ります。 

 まず初めに、観光商工部の所管について、細部

質疑を行います。 

 質疑のある方、挙手お願いいたします。 

 永本委員。 

○永本浩子委員 それでは、成果等報告書の52

ページ、天都山周辺花園管理育成事業についてお

伺いいたします。 

 昨年もお伺いいたしましたけれども、年々ボラ

ンティアの参加団体が減ってきているということ

で、昨年は30団体500名ということで減っている状

況ですけれども、このボランティア団体の現在ど

れぐらいまでちょっとなっているのかお聞かせい

ただきたいと思います。 

○高井秀利観光課長 はな・てんとのボランティ

アの関係で人数ですけれども、過去３年間で言い

ますと、平成31年度35団体564人、令和２年度30団

体500人、令和３年度本年度は43団体584人となっ

ております。 

○永本浩子委員 本当に年々減っていて、私も今

年もはな・てんとを見に行ってきたのですけれど

も、やっぱりお花が植えられていない土のままの
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ところがちょっと目立つ感じにもなってきている

かなというところで、本当にボランティアでやっ

ていただいている方たちには本当に頭が下がりま

すし、大変な作業をやっていただいているわけな

のですけれども、やはりコロナということがあ

り、それぞれなかなか状況が今後またさらに厳し

くなるのではないかなと予想されるところです。 

 このことを昨年もちょっと質問させていただき

まして、その件に関しては原課のほうもよく認識

しているということで、そろそろちょっと限界に

近づいている状況ということもありました。ま

た、どちらかの業者に、ボランティアだけではな

く委託するということも考えざるを得ないかもし

れないという答弁もあったわけなのですけれど

も、その辺のところの検討状況というのをちょっ

と聞かせていただきたいと思います。 

○高井秀利観光課長 はな・てんとのボランティ

アの件ですけれども、今年新たにお声がけしたと

ころで若干団体数と人数は増えたのですけれど

も、どの団体もやはり高齢化に伴って管理する面

積を小さくしてほしいというリクエストがやっぱ

り多いので、大きな区画ができる団体というのは

限られてきてしまう、そこにしわ寄せが寄ってし

まうのが現状となっております。 

 今、委員から御指摘のあったとおり、園路を今

年は大きめに取って、少し空間を見せるというこ

とで負担を軽くということも考えたのですけれど

も、やはりボランティアの皆さんが高齢化してい

るというのは現実でありまして、これまで参加し

ていただいている企業の方たちも年々厳しくなっ

ているというお声をたくさん頂いております。今

後につきましては、いろいろな手法をちょっと考

えていきたいなと思っておりまして、半分委託す

るだとか、半分はボランティアさんで管理するだ

とか、いろいろなことをちょっと考えながら、は

な・てんとの運営協議会の皆さんと協議しながら

いい方法を検討していきたいというふうに思って

おります。 

○永本浩子委員 私もちょっとそういったところ

の検討を進めていただきたいと思っております。 

 例えば、ボランティアさんたちにやっていただ

くところはこれまでどおり直線でここのエリアと

いう形をお願いしながら、業者さんには例えば

ちょっと文字とか絵柄とかというのも、やっぱり

ボランティアさんではできないような、プロだか

らこそという部分を少し、そういった部分を業者

に委託をして担っていただければ、一応コロナで

なかなか観光客は昨年、今年も少なかったと思い

ますけれども、今後を考えると、このはな・てん

とも大変いい観光スポットになってきていますの

で、その辺のところを少し考えていただいて、は

な・てんととしてのグレードもアップしながら、

ボランティアさんにも負担のない範囲でやってい

ただけるという、そういった方向性をぜひ検討し

ていただきたいと思いますがいかがですか。 

○高井秀利観光課長 委員おっしゃるとおり、ボ

ランティアの皆さんで今の面積を維持するという

のはかなり困難になってきておりますので、どう

いった手法が取れるか、運営協議会の皆さんとも

相談しながらいい方法を検討したいというふうに

思っております。 

○永本浩子委員 ぜひお願いいたします。 

 次に、同じ52ページの鉄道利用型観光誘致促進

事業ですけれども、これも本当に観光関係はどれ

もコロナの影響が大変大きく出てしまった事業が

多いとは思うのですけれども、予算現額100万円に

対して決算額が31万7,000円ということで、いろい

ろ予定したこともやれなかったというのが現実か

と思いますけれども、ちょっとここの決算額がか

なり少なかったというところを具体的な理由を教

えていただきたいと思います。 

○高橋勉観光商工部参事 鉄道利用型観光客誘客

促進事業の決算乖離、決算額が少なかった理由で

ございますが、当該事業は鉄路を使った事業に対

して助成するものでございますけれども、この事

業は３年目でありまして、３年目ということで

ユーザーさん方、鉄路を使って宿泊される皆さん

に浸透していなかったこと、また、令和２年度、

委員御指摘のとおり、コロナ禍の影響によりまし

て、予定していた広告宣伝などを見合わせたこと

によりまして、利用率が伸び悩んだ結果、このよ

うな決算額となったものでございます。 

○永本浩子委員 現実は大変に緊急事態宣言やそ

ういったものが出る中で自粛もかなりありました

ので、難しい事業だったのではないかなと思って

おりますけれども、今後をちょっとどのように、

どのような方向にこの事業を持っていこうと思っ

ているのか、その辺がもしありましたら教えてい

ただきたいと思います。 

○高橋勉観光商工部参事 コロナ禍の状況で、現

時点でこのコロナ禍がどういった収束を迎えるの

かというのが見えない状況でございますけれど
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も、当該事業、市内の宿泊者の増強、あるいは石

北本線それから釧網本線の利用促進のために事業

を実施しているものでございますし、この当該事

業は非常に重要であるという認識から継続して実

施をしていきたいと考えております。 

○永本浩子委員 継続してということで、また

ちょっと継続するにしてもいろいろな工夫が必要

になってくるのではないかなと思っております。 

 今、このＪＲ関係で少し元気な部分はロイヤル

エクスプレスのところかなと思うのですけれど

も、そういった部分との連携というか、そういう

ような事業というのはなかなか難しいのでしょう

か。 

○高橋勉観光商工部参事 それぞれ観光列車等の

事業とはまた全く別物の事業になりますけれど

も、それこそ観光列車がにぎわうことによりこち

らの事業、石北本線や、それから釧網本線を使っ

た旅行客でにぎわうという相乗効果もありますこ

とから、それぞれの、何といったらいいのでしょ

うか、連携といいますか、相乗効果を狙った新た

な視点でも取り組んでいきたいなとは考えており

ます。 

○平永本浩子委員 ぜひちょっと工夫をしなが

ら、また、ピーチが就航したということが当市に

とっても大変大きな希望というか、未来が開ける

部分かなと思いますけれども、このピーチとの提

携ということ、既に取組内容のほうにもあります

けれども、この辺のところもちょっと力を入れて

いければ、また少し突破口が見えるのかなという

思いもしておりますけれども、その点に関しては

いかがでしょうか。 

○高橋勉観光商工部参事 令和２年度につきまし

ては、ピーチと連携したひがし北海道フリーパス

の事業、それからエア・ドゥと連携しましたひが

し北海道フリーパスの事業、それからＪＲ北海道

さんの札幌網走往復の特急と網走宿泊パックの、

この３つの事業に対しての支援事業でございまし

た。 

 本年度でございますけれども、後段言いました

エア・ドゥさん、それからＪＲ北海道さんの販売

が本年度は行われないことと決定しておりまし

て、現時点ではピーチさんのひがし北海道フリー

パスへの助成を予定しておりまして、コロナ禍の

影響もありましてなかなかスタートさせられない

のですけれども、今現在としては10月からスター

ト予定をしておりまして、諸準備を進めていると

いうところでございます。 

○永本浩子委員 ぜひ、準備が大事だと思いま

す。 

 市内の金融関係の方とお話ししたときも、今は

本当に緊急事態宣言等もありまして難しいとは思

うけれども、借入れをしたいのだけれども、これ

以上借りたら返せないということで、我慢してい

る企業がたくさんあるということで、コロナが収

束したら即ＧｏＴｏもやってもらいたいとか、そ

ういった経済効果につながる手を打っていただき

たいということもお声を頂いていますので、こう

いったところからも準備を進めていっていただけ

ればと思います。 

 続きまして、55ページの起業化支援事業補助金

についてお伺いいたします。 

 これまで、昨年もお聞きして、19店舗が起業化

支援事業補助金を使っていて、現在16店舗が営業

をしているというお話でありましたけれども、令

和２年度補助件数が３件ということで、３件新し

く起業していただけたということだと思いますけ

れども、具体的にはどんなお店がオープンしたの

か。そして、現在も営業しているのは何店舗ぐら

いあるのか、ちょっと教えていただきたいと思い

ます。 

○北村幸彦商工労働課長 起業化支援事業補助金

でございます。 

 令和２年度の実績としては、委員おっしゃると

おり３件ございました。内訳といたしましては、

小売業が２件、飲食業が１件。小売業につきまし

ては、パン製造販売が１件、あと調剤薬局が１

件。飲食業につきましては、居酒屋が１件でござ

います。 

 現在、これまで昨年令和２年度を含めますと、

22件のこれまで起業化支援の補助をしておりま

す。その中で、閉店しているのが３件ございます

ので、現在は21件営業している状況でございま

す。 

○金兵智則委員長 暫時休憩します。 

午後２時35分休憩 

午後２時36分再開 

○金兵智則委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 商工労働課長。 

○北村幸彦商工労働課長 申し訳ございません。 

 これまで22件起業化支援ということで補助して

いる中で、５件閉店しております。 
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 今現在は17件営業している状況でございます。 

○永本浩子委員 ３件増えて喜んだわけですけれ

ども、ちょっと閉店の件数もちょっと増えてし

まったという状況かと思います。でも、調剤薬局

というのは多分開業医に伴う調剤薬局が新しく開

局されたところということだと思いますので、地

域にとっても大変有用な起業につながっていると

いうことでうれしく思っております。 

 この中で５件閉店ということがありましたけれ

ども、開業した、起業した後の相談支援というの

が重要なのではないかなと、私は思っているとこ

ろなのですけれども、そういった起業した方に対

する起業後の相談支援体制というのは、市として

はどのような形で行っているのでしょうか。 

○北村幸彦商工労働課長 起業化支援、当初起業

しますという段階では、相談があった段階で会議

所等にも相談しまして、起業に係る事業計画の策

定とか、そういう支援等を行いながら起業を進め

ております。 

 起業後につきましては、会議所の起業化フォ

ローアップの講習というか、講演とか、そういう

のもございますけれども、個々にちょっと相談が

なければ対応ができていないというような状況で

ございます。 

○永本浩子委員 やはり起業するまでは市役所も

関わることが多いかと思うのですけれども、でき

ることならば、やっぱり起業していただいたお店

なりが長く続いていただけるための支援というの

がやはり大事になってくるのではないかと思いま

す。もしかしたら、少し行き詰まっていてもそう

いった状況がつかめれば、用意してあるメニュー

の中で使える助成金とかそういったところもある

かもしれませんし、相談相手がいるということ自

体がひとつ大きな継続につながる力になるのでは

ないかと思うのですけれども、その点はいかがで

しょうか。 

○北村幸彦商工労働課長 この補助事業につきま

しては、１年以上継続、営業を継続していただく

というのが条件でございます。 

 その後については、なかなかどういう経営状態

かというのは追い切れていない状況でもございま

すけれども、いろいろ情報などを収集しながら対

応はしてまいりたいと考えております。 

○永本浩子委員 ぜひ子供さんの６か月健診とか

何か月健診というのと同じような形で、起業した

方も半年後、１年後ぐらいまでは、ちょっとどう

いう状況ですかという、そういったお伺いに回っ

てみるということも、件数はそれほど多いわけで

はないので、検討していただければと思います。 

 続きまして、その下の空き店舗・空き地活用事

業補助金ですけれども、同じようにどれぐらいの

お店が、店舗改修助成が２件で、借上家賃助成が

４件ということで、合計６件の利用があったとい

うことですけれども、これまで何店舗利用され

て、今何店舗あるのかということを教えていただ

きたいと思います。 

○北村幸彦商工労働課長 空き店舗・空き地活用

事業補助金でございます。 

 令和２年度新規開業分としては２件、前年度か

らの継続ということで家賃補助２件、合計４件と

いう形、補助実績はなります。 

 令和２年度まで、これまで29店舗に対して補助

をしております。そのうち９店舗が閉店、そのう

ち１店舗が移転をしたというところでございま

す。今のところ合計としましては19店舗が営業し

ている状況でございます。 

○永本浩子委員 すみません。その移転した１件

というのは市内で移転されたということなので

しょうか。 

○北村幸彦商工労働課長 四条通の空き店舗を活

用の対象エリアで開店したのですけれども、それ

がちょっと同じ市内のちょっとまちの中のビルの

ほうに移転したということでございます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 そして、空き店舗・空き地活用事業補助金です

けれども、その前に今質問した起業化支援事業補

助金と併用することはできるのでしょうか。 

○北村幸彦商工労働課長 この２つの事業は併用

することはできないことになっております。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 こちらに関しても少しちょっとその後の状況把

握ということもやっていただければと思いますの

で、ぜひ検討をお願いしたいと思います。 

 56ページの官民連携公有地等利用推進事業につ

いてお伺いいたします。 

 先日、基本計画ができたということでいろいろ

とお話を頂いたところかと思いますけれども、予

算現額100万円に対して決算額が２万2,000円とい

うことで、これはどういう状況でこういう決算額

になったのでしょうか。 

○髙橋優紀観光商工部参事 官民連携公有地等利

活用推進事業の不用額の件につきましてですが、
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こちらにつきましては当初令和２年度の事業開始

を予定しておりましたけれども、刑務所側の公募

のほうが少し時期が遅れまして、それで事業開始

が令和３年度になりましたので、その分ちょっと

不用額が出たということと、あと打合せなどで出

張のほうも予定をして予算のほうを立てておりま

したけれども、コロナの影響により、そういった

出張もできなくなった状況でしたので、このよう

な不用額となっております。 

○永本浩子委員 わかりました。 

 丸々この事業そのものが１年ずれて令和３年度

にということで了解いたしました。 

 それでは、あと決算書のほうの193ページ、ＪＲ

北海道利用促進事業ということで、先ほどのＪＲ

のものとはまた違う事業で、多分これは学校とか

幼稚園、保育園とか、また利用していただけたと

ころには補助をするという事業だったかと思いま

す。 

 多分、去年の段階では、かなり利用者も増えて

いい感じになってきたなと思ってきたところでコ

ロナというので、予算 150万円だったのが１万

9,940円ということになったのではないかと推察す

るところですけれども、改めてその辺のところを

お聞かせいただければと思います。 

○北村幸彦商工労働課長 ＪＲ北海道利用促進事

業でございますが、委員のお見込みのとおり、平

成31年度、令和元年度ですね、決算額134万円程度

ございました。どんどん利用が増えている段階

で、令和２年度当初予算では150万円計上した形で

スタートしたのですけれども、おっしゃるとおり

コロナの影響によりまして、ちょっとＪＲ、この

事業を利用する方が少なかったということになっ

ております。 

○永本浩子委員 本当にマイレール意識をつくっ

ていくという意味も込めて、子供たちの利用等か

なり利用者の数が平成30年202名だったのが、31年

には812名に増えてプラス590名ということで、私

としても喜んでいたところでしたが、大変ちょっ

とこのコロナの影響で難しい状況になったという

ことかと思います。 

 この事業についても今後このまま継続して、ま

たコロナ収束のときにはというお考えでいらっ

しゃるのでしょうか。 

○北村幸彦商工労働課長 この事業につきまして

も、現在ＪＲ北海道のアクションプランの中の位

置づけもございますので、継続した取組を行って

いきたいと思っております。 

○永本浩子委員 ぜひまた取り組んでいただきま

して、いい形でマイレール意識、醸成していける

ようにして取り組んでいただきたいと思います。 

 私のほうから以上で終わります。 

○金兵智則委員長 次、古田委員。 

○古田純也委員 成果報告書の51ページ、地域Ｄ

ＭＯ推進事業についてお尋ねいたします。 

 地域観光づくりのアドバイスを受けて行われて

いる事業だと思いますが、令和２年度に行われた

事業で、地域に起きた変化、また得られた知見が

ありましたらお聞かせください。 

○高橋勉観光商工部参事 地域ＤＭＯ推進支援事

業の関係でよろしかったでしょうか。 

○古田純也委員 はい。 

○高橋勉観光商工部参事 得られた知見とはとの

御質問でございましたけれども、地域の変化とい

う御質問でございますが、当市の地域ＤＭＯ、一

般社団法人網走市観光協会でございますが、こち

らが本年３月31日に正式に登録公表されました。

このＤＭＯは登録後間もないことやコロナ禍の影

響などもございまして、令和２年度に予定してい

たタイやマレーシアなど外国人プロモーションを

中止したことなどによりまして、大きな成果など

現時点ではないのが現状でございますが、令和２

年度につきましては、網走観光戦略会議を開催し

ながら、網走の魅力発見キャンペーンアンケート

の調査結果に基づく情報収集、あるいは来訪者

ニーズの把握や分析、地域資源の利用の可能性や

事業化に向けた課題整理が行われてきたほか、テ

レビ局とタイアップしましたＬＩＮＥを利用した

情報発信プロモーションなどが行われてきており

ます。 

○古田純也委員 その成果はいかがだったのか、

ちょっとお聞きしたいのですけれども。 

○高橋勉観光商工部参事 ちょっと聞き取れな

かったのですけれども、ごめんなさい。 

○古田純也委員 すみません。 

 今いろいろと行われてきたＬＩＮＥとか、そう

いう周知されたことはお聞きしたのですけれど

も、それによっていろいろとアンケートもされま

したと。それによって何か得られた情報とか、そ

ういうのは何かございませんか。やっただけです

か。 

○高橋勉観光商工部参事 先ほども申し上げまし

たけれども、ＤＭＯとして活動が登録後間もない
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ということもございまして、成果というか得られ

たという形には現実的にはなっていないのです

が、今後それらについては、先ほど申し上げまし

た網走観光戦略会議の中でそういったデータ分析

等を含めまして、今後も継続してやっていくこと

により、地域一体で魅力ある観光地づくりを進め

ていく核となると考えております。 

○古田純也委員 わかりました。今年度に期待し

たいと思います。 

 それでは、52ページですね。大曲湖畔園地整備

事業ですね。 

 コロナ化においてでも作業収穫体験に503名の方

が参加されたこの事業で、また同じ内容なのです

が、得られた成果というのはどういうことでしょ

うか。 

○高井秀利観光課長 大曲湖畔園地整備事業の関

係ですけれども、これまで平成18年に用地を取得

してから様々な整備を行ってまいりました。 

 湖畔園地全体として、平成２年度に限らずです

けれども、大曲湖畔園地は網走マラソンのフィ

ニッシュ会場として使うようになったということ

と、先ほど委員からも御指摘がありましたけれど

も、観光農園として収穫体験ですとか、農業体験

が受けられるようになったことが大変大きな成果

だというふうには思っております。 

 それに加えまして、網走マラソンの参加者であ

りますとか、花畑の来訪者などで湖畔園地に訪れ

る方としては年間１万5,000人程度というふうに押

さえておりますけれども、残念ながら昨年は来場

者が少なかったという状況にある、コロナの関係

で少なかったという状況ではあります。 

 また、ＳＮＳ等で私たちも収穫体験ですとか、

ヒマワリの状況なども随時情報発信させていただ

いておりますけれども、網走の訪問の動機となる

ものを創出するということに加えまして、いらっ

しゃった来訪者からも情報発信をしていただい

て、網走の認知度の向上にも貢献しているのでは

ないかというふうに認識をしております。 

○古田純也委員 今回、この作業収穫の体験され

た方々の内訳というのは、やっぱりほとんど旅行

者なのでしょうか、その辺ちょっと。 

○高井秀利観光課長 収穫体験の利用者でありま

すけれども、アスパラ収穫につきましては宿泊者

の方が無料ということで宿泊者の方が多かったと

いうことがあったりします。基本的にトマトの収

穫とかというのは、地元の方もいらっしゃるの

で、具体的に人数の区分けはしておりませんが、

こういった人数になったということでございま

す。 

○古田純也委員 わかりました。 

 では、53ページ、ひがし北海道のパンフレット

をつくる事業なのですけれども、パンフレットを

作成しその後の活用というと、どのような活用を

されているのかお聞きします。 

○高橋勉観光商工部参事 パンフレットの活用方

法についてのお問合せですけれども、例年でござ

いますと、キャンペーンブック、こちらについて

は冊子版で、繁体字、簡体字、約2,000部を網走、

釧路、帯広の３地で連携した協議会で作成しまし

て、台湾などの現地プロモーション時などで直接

配布するとともに、現地航空会社あるいはツアー

会社に冊子を置かせていただいているという状況

でございます。 

 これと並行しまして、デジタルブックも作成し

まして、現地航空会社のイベント等で紹介やツ

アー会社などでのセールスツールとして活用され

ているところですが、令和２年度につきましては

コロナ禍の影響によりまして、現地プロモーショ

ンが困難と判断したことによりまして、冊子版は

作成せずにデジタルブックのみの作成としたとこ

ろでございます。 

○古田純也委員 デジタル版ってちょっと僕はイ

メージつかないのですけれども、どんな形で。 

○高橋勉観光商工部参事 まさしく冊子版をその

ままデジタルブックということで、何というので

すかね、ＰＤＦに落としまして、それを冊子のよ

うにぺらぺらとめくって見ていただくようなイ

メージでございます。 

○古田純也委員 それは現地で配らなくても、送

れば向こうで見られるという感じなのですか。 

○高橋勉観光商工部参事 こちらについては、各

航空会社さんを通じたりいたしましてＰＤＦ版を

送付したり、国内の航空会社さんから海外の航空

会社さんに送付いただいたりしております。 

○古田純也委員 わかりました。 

 では、同じく53ページのオホーツク網走マラソ

ンについて。このコロナ禍においてもウェブで開

催されたという、非常に人気があって、私もすご

いなと思ったのですけれども、今回このウェブで

開催で得られた知見もお聞きしてよろしいでしょ

うか。 

○高橋勉観光商工部参事 オホーツク網走マラソ



－ 37 － 

ンの関係でございますけれども、委員御指摘のと

おり、昨年はコロナ禍の影響によりウェブ大会と

なりました。 

 全国各地でマラソン大会が中止される中、ただ

中止をするというのではなくて、ランナーのモチ

ベーションの維持や向上、あるいは次回大会への

ＰＲを兼ねての開催ということになりました。 

 ウェブ大会開催に当たりましては、実行委員会

を中心に充実した内容となるように協議を行いな

がら、カニやあばしり和牛の豪華参加賞つきの網

走応援エントリーやフルマラソンの距離を２週間

以内に走っていただければ完走とするなど、参加

意欲をかき立てる工夫を行ったところでございま

す。 

 結果といたしまして、3,241名という当初の想定

を大きく超えるランナーの皆さんに参加いただい

た大会となりました。 

 知見といたしましては、全国に先駆けて開催し

たことにより注目が集まったというのはもちろん

のことでありますが、期間を２週間としたことに

より、１回１日で完走ができなくても潜在的にラ

ンニングに興味のある方、こういった方を大会に

参加するよう促すことができ、幅広いランナー層

の方々にたくさん参加いただいたことによるもの

かと考えております。 

○古田純也委員 全国に先駆けて行ったというお

話なのですけれども、これはやはり誰かアドバイ

ザーみたいな形でいらっしゃったのでしょうか。 

○高橋勉観光商工部参事 様々なこのウェブを

使った、ちょっとすみません、名前を忘れました

が、ウェブのアプリを開発した会社さんですと

か、そういった方にもアドバイスを頂いたという

ことは聞いております。 

○古田純也委員 わかりました。 

 決算書の197ページ、緊急宿泊施設利用促進事業

についてお尋ねいたします。 

 この事業は宿泊の利用の補助が受けられるとい

うことで行われた事業だと思いますが、どのよう

に補助が受けられるのか、受けられたのかお聞き

いたします。 

○高橋勉観光商工部参事 緊急宿泊施設利用促進

事業の関係ですけれども、御質問の中身がちょっ

と理解できなかったのですけれども、どのよう

な、もう一度お願いできますでしょうか。 

○古田純也委員 緊急事態の中における宿泊の補

助を受けながら観光誘致した事業ではなかったで

すか。 

○高橋勉観光商工部参事 委員のおっしゃるとお

り、緊急事態宣言等で移動制限がかかる中、逼迫

するホテル、宿泊施設等への助成事業としてこの

事業を展開したものでございます。 

○古田純也委員 それで、補助金というのです

か、がどのような形で利用された方々に受け渡っ

たのかという。 

○金兵智則委員長 暫時休憩します。 

午後２時59分休憩 

午後３時00分再開 

○金兵智則委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 観光商工部参事。 

○高橋勉観光商工部参事 大変失礼しました。 

 宿泊助成の方法なのですけれども、二通りござ

いまして、一つの方法はＯＴＡを利用したクーポ

ン発行による助成と、直接宿泊施設へ助成する二

通りの方法がございます。 

○古田純也委員 そこでお尋ねするのですが、Ｏ

ＴＡというオンラインを使わないで、もし自前で

そういうようなことができるのであれば、ＯＴＡ

を使わないという手法もあるのですけれども、実

際にやっぱりＯＴＡを使ったほうがいいという何

かメリットというのはあるのでしょうか。 

○高橋勉観光商工部参事 まずＯＴＡの費用につ

いて御説明させていただきたいと思いますけれど

も、昨年の令和２年７月から８月にかけて実施し

たプレＧｏＴｏトラベルキャンペーンという事業

がございまして、この事業につきましては事業費

総額、決算額でございますけれども、決算額が770

万5,000円。この内訳としましては、クーポンの原

資として495万5,000円、それからＯＴＡ運営費275

万円となっております。 

 ＯＴＡの運営費の内訳は、クーポンの管理費

用、それからウェブページの作成の費用、それか

らＯＴＡ会員へのターゲティングメールなどと

なっておりまして、事業費総額に占めるＯＴＡ運

営費の割合は約36％となっておりまして、非常に

何といいましても、大手ＯＴＡの事業のお願いを

しているわけでございますから、一番のメリット

といたしましては、顧客会員を非常に多く抱えて

いるところでございますので、宣伝効果において

ほかと比較のできるものではないと考えておりま

す。 

○古田純也委員 わかりました。 
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 私からは以上です。 

○金兵智則委員長 次、石垣委員。 

○石垣直樹委員 それでは、決算書193ページの企

業誘致推進事業についてお伺いいたします。 

 企業誘致プロモーション事業でございますが、

予算額50万円に対して決算額20万円ということで

すが、これはコロナの影響でこのような金額に

なったのかどうかお示しください。 

○北村幸彦商工労働課長 企業誘致プロモーショ

ン事業の決算額についてでございますけれども、

予算額50万円に対して決算額20万円ということで

ございます。 

 当初予定していましたのは、企業とか関係機関

の訪問をしたり、情報収集などを予定していまし

たが、コロナの影響によってちょっとそういう活

動ができなかったというところでございます。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

 続きまして、企業立地促進補助金が3,500万円つ

いておりますが、これ予算にはなくて、その前年

度の平成31年度には予算があったのかな。そして

平成２年度には予算がなくなって、決算でまたこ

れ出てきたのですけれども、内容を教えてくださ

い。 

○北村幸彦商工労働課長 企業立地促進補助金に

つきましては、当初平成31年度に補助する予定で

ございました。対象となっております日本ガイシ

のほうが工場の操業がちょっと遅れたということ

でございまして、繰り越して対応したということ

でございます。 

○石垣直樹委員 わかりました。ありがとうござ

います。 

 毎年企業立地推進を図られておりますが、最近

ではデータセンターが国内に回帰しつつあるとい

うお話がございます。 

 データセンターというのは、電気料金を使うで

すとか、熱に弱いから寒冷な地域にふさわしいと

いう話をお聞きします。 

 国内では東北のほうでよく設置されております

が、網走にも広大な土地があって寒冷な気候であ

ると思いますので、データセンターの誘致とかと

いうのは検討したことはあるのかどうか教えてく

ださい。 

○北村幸彦商工労働課長 委員おっしゃるとお

り、データセンターの誘致の検討についてでござ

います。確かな年数わからないのですけれども、

数年前に東日本大震災の影響でデータ管理という

ことが着目されまして、当市におきましても、た

しか平成27、６年とか７年くらいに、データセン

ター展に出展した中で、いろいろ情報収集を行っ

た経緯がございます。 

 なかなか企業の情報などの収集を図ったのです

けれども、誘致まで至っていないというような状

況でございます。 

○石垣直樹委員 近隣では旭川市がたしかデータ

センターの誘致に成功していたと思うのですけれ

ども、今後の先行き、日本の将来を見ていくと、

エネルギーの地産地消というキーワードが出つつ

あります。その中で、こういったデータセンター

ですとか、データを扱う電気容量が年々増加して

いって、今後電気料金を多く伴うそういったビッ

グデータの管理等が予想される中で、やはりその

中で20％ほど冷暖房にかかると言われておりま

す。 

 今後、将来を見据えると、網走のようなこの寒

冷な地域、そしてそこで安定的な電気が供給でき

ることができれば、データセンターとしての国内

に誘致するということはやはりセキュリティー面

でも高い効果があると思います。 

 ぜひともこの企業誘致の中に、将来を見据え

た、こういった新しい動きのものも検討していっ

ていければなというふうに思いますが、その辺い

かがでしょうか。 

○北村幸彦商工労働課長 委員おっしゃるとお

り、データセンター、そういうところの着目はさ

れているかと思います。 

 当市としましては、データセンターに限らず多

岐にわたった多様な企業誘致に努めてまいりたい

と考えております。 

○石垣直樹委員 今後、ＳＭＲですとか、核融合

炉とか様々なものが開発されていく中で、非常に

チャンスがあるものかと思いますので、ぜひ検討

していっていただければと思います。 

 続きまして、先ほど質問ございましたが、オ

ホーツク網走マラソン開催負担金についてお伺い

いたします。 

 こちらの事業は網走マラソン on the webの開催

だと思いますけれども、負担金として300万円支給

しておりますが、マラソン大会自体の総額の事業

費は幾らぐらいになったのか教えてください。 

○金兵智則委員長 暫時休憩します。 

午後３時09分休憩 

午後３時20分再開 
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○古田純也副委員長 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 委員長を交代します。 

 石垣委員の質疑に対する答弁から。 

 観光商工部参事。 

○高橋勉観光商工部参事 オホーツク網走マラソ

ン2020の決算の関係でございますけれども、収入

で総額、網走市の負担金300万円を含みまして、総

額1,411万8,930円となっております。 

 それと、支出の部でございますが、こちらも総

額1,391万7,383円でございます。 

 それと、先ほど永本議員の鉄道利用型観光誘致

促進事業の答弁で、私がピーチひがし北海道フ

リーパス、エア・ドゥひがし北海道フリーパス、

ＪＲ北海道の宿泊パックと３つの説明をいたしま

したが、令和３年度については、ピーチ以外は事

業を実施しないという表現をしましたが、正しく

はピーチひがし北海道フリーパス所有者に限定し

て今年度は実施予定ということでございます。先

ほどのエア・ドゥひがし北海道フリーパスは発売

されないということを申し上げましたけれども、

こちらについては発売はされているということで

ございます。訂正させていただきます。 

○石垣直樹委員 決算額1,411万8,930円というこ

とで、返礼品等で市内の物産品を使って市内経済

にも影響が出ている、活性化は図られているかと

思います。 

 今回というか、以前からこの負担額が300万円と

いうところですが、非常に人気のある事業でし

て、今後も拡大が見込まれると思います。費用の

拡充とかは検討されているのかどうか教えてくだ

さい。 

○高橋勉観光商工部参事 費用の拡充の検討とい

うことかと思いますけれども、令和２年度オホー

ツク網走マラソン2020は当初リアル大会を目指し

て予算措置しておりまして、市で予定していた予

算も1,230万円ほどを予定しておりましたけれど

も、ウェブ大会に変更になったということで、様

々な費用が発生しないことが決定しましたので、

このような形に300万円の決算額となりましたけれ

ども、本年もウェブ大会ではございますけれど

も、コロナ禍が明けてコロナの影響が回避されて

以降実施する大会については、少なくても令和２

年度の当初予算のような規模の予算になるかと考

えております。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

 以上です。 

○古田純也副委員長 村椿委員。 

○村椿敏章委員 成果報告書の観光ＤＭＯ、地域

ＤＭＯの部分なのですけれども、今のコロナの関

係で非常に観光客が減って、これからどうなるの

かということを市民の皆さんもかなり気にしてい

るのではないかと思いますし、これからの観光の

在り方というのをこのＤＭＯの中で探っていくも

のなのかなと思うのですが、今回の観光戦略会議

２回、そして幹事会が３回とのことで開かれてい

ますけれども、どのような内容になったのか。そ

して、その中で網走の観光の方向性とか、そうい

うものが見えてきているのか伺います。 

○高橋勉観光商工部参事 先ほども若干観光戦略

会議の関係をお話しさせていただきましたけれど

も、委員御指摘のとおり、本会議２回、幹事会３

回開催しながら、網走の魅力発見キャンペーン、

このアンケート調査結果に基づく情報収集、ある

いは来訪者ニーズの把握や分析、地域資源の活用

の可能性や事業化に向けた課題整理が行われてき

たということでございまして、先ほども若干申し

上げましたけれども、具体的な成果、こういう形

になりましたというものは、現時点では大きなも

のはないかと思っていますけれども、繰り返しに

なるかもしれないのですが、やはりこのＤＭＯと

いう組織は多様な関係者が連携して地域一体で魅

力的な観光地づくりを戦略的に行うかじ取り役と

いうことに位置づけられておりまして、まさしく

今後においては地域が観光で豊かになるための連

携、あるいは仕組みづくりを進めながら、国や北

海道の支援策の積極的な活用や受託事業、それで

すとか、実施事業などの事業拡大、こういったも

のを取組を進めていっていただく組織になると

思っております。 

○村椿敏章委員 今の中身だとまだまだ途中段階

だというところなのだと思うのですけれども、市

民が知りたがっているのは、これからどうなって

いくのかというところだと思うので、その経過な

どについても公表していってもいいのではないの

かなと思うのですが、そういった考えはないです

か。 

○高橋勉観光商工部参事 観光戦略会議の議論経

過についての公表についてですが、こちらについ

ては事務局であります観光協会等とちょっと協議

して検討させていただきたいと思っています。 

○村椿敏章委員 ぜひお願いします。 
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 やはり、天都山のはな・てんとにしろ、大曲湖

畔園地などにしろ、様々な観光資源がある中で、

それをどう組み合わせていくかというか、そこに

どう市民が関わっていくかというのをやっぱり市

民の皆さんに知っていただくのが大事なのではな

いのかなと。そして、観光客をどうもてなしてい

くのか、そういう視点も何かこう入れてもらっ

て、みんなで観光地網走を盛り上げていけるよう

な、そういう方向性をつけてもらえたらなと思い

ました。 

 もう一つ、先ほど空き店舗の活用事業補助金が

あったのですが、店舗改修２件と家賃借上げ４

件、４件の補助をしていますよということだった

のですけれども、この４件以外に何件か問合せも

あったのではないのかと思うのですがこの補助金

を使いたいという問合せは何件あったのでしょう

か。 

 何を言いたいかというと、問合せはしたのです

けれども、地域から中央商店街組合の区域で今こ

の補助金が活用されていると思うのですが、そこ

から外れた部分について、４条通りで利用したい

という方がいたのだけれども、地域から漏れてい

たものだからその補助金の該当に当たらなかった

という話があったのです。この、なぜ中央商店街

組合の区域で狭めてしまうのか、それはなるべく

集積したいというのは何となくわかりますけれど

も、でも町なかの中央商店街区域、今の市街地区

域、そこのお店を増やしていけるのであれば、こ

の区域にこだわることもないのではないのかなと

思ったものですから、それで問合せが何件あっ

て、で、この４件に至ったということを聞きたい

なというふうに思ったわけです。 

 で、ここの区域について見直す考えとかはない

でしょうか。 

○北村幸彦商工労働課長 空き店舗活用補助金に

ついてでございます。 

 この区域につきましては、当初から中央商店街

振興組合のエリアの中でシャッター街をなくすと

いう意味合いの、中央商店街の活性化の意味合い

を込めましてエリアを設定したところでございま

す。 

 その後種々御議論があった中ですけれども、こ

のエリア外につきましては、新規起業に対応でき

るために起業化支援補助金というものを後ほど創

設したもので対応しているところでございます。 

○村椿敏章委員 では、別の補助金を利用しても

らっているという考えですね。 

 ただ、こちらのほうの補助金のほうがきっと補

助が厚いのではないのかなと思うのです。そうい

うことも含めて、ぜひ検討してもらえたらなと思

います。 

 もう一つ、この商店街の活用の部分で、今の４

条通りは一方通行なのですけれども、これをもう

つくってから30年以上、大体ちょうど30年ぐらい

たつと思うのですが、インターロッキングブロッ

クもかなり古くなって歩きづらいですし、維持管

理も大変なのだと思うのですが、ここをもう一度

一方通行ではなくて、もともとあった対面通行と

か、そういうふうに直してもらいたいというよう

な声もあるのですけれども、今後４条通りなどの

方向性というのですかね、何か検討されているこ

とはありますか。 

○北村幸彦商工労働課長 ４条通り、アプト・４

の一方通行に関する御質問だと思いますけれど

も、現状のところ検討はしていない、現状のまま

というような方向でございます。 

 対面通行にいたしますと、やっぱり車の行き違

いとかもございますし、歩道の幅とか、現状の車

幅というか幅員ではちょっときついのではないか

と思っております。 

○村椿敏章委員 もともとは一方通行ではなく

て、対面通行だったので、幅は狭すぎるというこ

とはないような気はするのですけれども、ぜひ検

討してもらえたらなと思います。 

 私からは以上です。 

○古田純也副委員長 松浦委員。 

○松浦敏司委員 何点か質問します。 

 成果表の53ページなのですが、ここに建築技能

者等地域定着促進事業ということで、予算現額525

万円、決算額が312万7,000円となっています。 

 ここの目的で、網走地域で技術技能者として就

業を目指す方及び地域の建築技能者等というふう

になっております。 

 今まさに大事な事業だと。特に建設関連の技能

者というのが、今少なくなっているというふうに

も聞いておりますので、非常に大事だというふう

に思います。 

 実績も参加者５名ということで、人材確保事業

として貸与者５名というようなことも出ておりま

すが、この事業が始まって数年たつのだろうとい

うふうに思うのですけれども、この間どんな実績

といいますか、どのぐらいの技術者というのが定



－ 41 － 

着しているのか伺いたいと思います。 

○北村幸彦商工労働課長 建築技能者等の地域定

着促進事業でございます。 

 この事業の目的については、平成21年度末に網

走の高等技術専門学院、道立なのですけれども、

これが統廃合ということで、北海道から補助金を

頂いた原資に基づいて実施しております。 

 事業の内容につきましては、人材養成事業と人

材確保事業というのがございまして、人材養成事

業につきましては、建築関連に従事している方に

対しまして研修会とかをやるものでございます。 

 人材確保事業、こちらにつきましては道立の高

等技術専門学院に修学する方、将来網走地域で建

築関連の業務に従事される方に対しまして、修学

資金を貸与するような形でございます。 

 これまでの貸与の実績でございますが、18名に

対して貸与しております。 

 卒業後、網走のハローワーク管内に建築関連で

就業される方につきましては、返還を免除という

形の事業でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 18名がハローワーク内ですから、必ずしも網走

市内のというふうには多分ならないのだろうとい

うふうに思いますが、いずれにしてもこの技術者

を育てなければ網走の未来もなかなかないという

ふうに思いますので、これはぜひせっかく予算を

五百数十万円あって、そういう中で312万7,000円

ということですから、有効な形でこの事業を進め

ていってほしいと思います。 

 次、次のページに若者技能者人材育成というの

も、これも地元定着支援事業ということで、200万

円の予算に対して決算額が50万5,000円となってい

ます。 

 これは若い人の技術者を人材育成するのだとい

うふうに書いていて、実績としても補助件数が11

件ということで、職場環境改善等助成としては補

助件数２件というふうなことでありますが、これ

ではちょっとなかなかわからないのですが、具体

的にこの中身について説明していただきたいと思

います。 

○北村幸彦商工労働課長 若者技能者人材育成・

地元定着支援事業でございます。 

 こちらの事業につきましては、令和２年度から

の新規事業ということで取り組んだところでござ

います。 

 事業の内容といたしましては、２つございまし

て、資格取得の支援事業と職場環境改善事業の２

つに分かれております。 

 お尋ねにありました職場改善事業の内訳につい

てでございますが、昨年度２件補助をしてござい

まして、１件がＩＣＴの整備導入ということで、

ドローンの機器の整備ということで１件補助して

おります。あと、職場環境改善ということで、現

場の作業員の休憩所の環境改善ということで１

件、合計２件の補助となっております。 

○松浦敏司委員 それで、予算が200万円あって、

結果として50万5,000円の決算額ということという

点では、当初見込んでいたものとは結果として

違っていると。だからこういう決算だったのだと

思うのですが、その辺の内容について伺いたいと

思います。 

○北村幸彦商工労働課長 こちらの事業、先ほど

申し上げましたが、令和２年度の新規事業という

ことで始めたわけなのですけれども、その前の年

にこういう事業者に対しましてアンケートを行っ

ております。実際こういうことに取り組んでいる

事業者がいるということで、こういう形の予算を

計上して進めたわけなのですけれども、全部が全

部聞き取ってはいないのですが、やはりコロナの

影響も多少あるのかなと。そこまでちょっと踏み

込んでできなかったのかなというところがあると

思います。 

○松浦敏司委員 なるほど。アンケートに基づい

てやったけれども、ちょっと予想とは違っていた

ということと、コロナが関連しているのではない

かという点では理解しました。 

 いずれも、これも若者の関係からいえば、非常

に大事なことではないかというふうには思いま

す。 

 次に移りますが、中小企業等資金貸付けという

ことで、ここに貸付金額や、あるいは件数などが

出ております。これはこれとしてわかるのです

が、一方で、決算審査特別委員会での要求した資

料の中で、33ページで、ここに中小企業融資制度

実績ということが出ております。 

 令和２年度の実績というのが出ておりますけれ

ども、なかなか苦戦しているのかなと、思ったよ

うに資金が借りられていないのかなというふう

に、私としては感じたわけですが、この辺どんな

ふうに原課としては見ているのでしょう。 

○北村幸彦商工労働課長 中小企業の制度融資、

いわゆる預託による貸付けですが、年度末の貸付
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残額は資料のとおり、年々減少している状況でご

ざいます。 

 昨年もちょっとお話ししたかと思いますが、近

年日本政策金融公庫での中小企業向けの低利な融

資であったり、昨年につきましてはコロナの影響

によって発動されました一般保証限度額と別枠で

保証を受けることができるセーフティネット保

証、それと危機関連保証の認定によりまして、実

質無利子、保証料がゼロもしくは軽減される日本

政策金融公庫のコロナ特別貸付とか、道の融資を

受けているものではないかと、昨年、当市で認定

しましたセーフティネット保証は265件、危機関連

保証は40件となっていることから、今お話ししま

したような融資を受けていることが要因ではない

かと考えているところでございます。 

○松浦敏司委員 それはわかりました。 

 それで、中小企業にとって一般的に中小企業が

元気がいいかどうかの目安として出てくるのが、

設備投資ですよね。これが実はずっと低調といい

ますか、なかなか設備投資でお金を借りる人がい

ないというのもこの数字を見てわかるのですが、

その点ではどんなふうな考え方を持っています

か。 

○北村幸彦商工労働課長 設備資金の貸付けにつ

いてでございますが、やはりコロナの影響で先行

きがちょっと見通せないというところで、今の段

階では設備投資にはちょっととどまっているので

はないかと考えられます。 

○松浦敏司委員 去年でいえばそうなのかもしれ

ないけれども、やはり長引いているこの不況とい

いますか、これが私は影響していて、それプラス

昨年でいえばコロナが来てしまったということな

のだろうということで、今全体として、日本全体

の大企業は元気が出てきているけれども、しかし

依然として中小企業は厳しい状況だと。当然網走

は大半が中小企業ですから、やはり相当中には厳

しい人たちも出てきているのだろうというふうに

思っています。 

 セーフティーネットの関係で運転資金で取りあ

えず何とか維持しているというのも現実だと思い

ます。そういう意味では、ぜひ市としてもこう

いった中小・零細業者に対する相談窓口というの

はしっかりやっていくべきだというふうに思うの

ですが、その点いかがでしょうか。 

○北村幸彦商工労働課長 金融支援に関すること

でございますが、これまでどおり、市内金融機

関、商工会議所などとも情報交換なりをしまし

て、支援というか、相談体制を構築していきたい

と思っております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 それで、コロナの関係でセーフティネットと

か、あるいは事実上金利のかからないような資金

もありますし、それから据置期間も一定数あると

いう、相当国も思い切った融資の形を取ってはい

るのですけれども、意外とくせ者なのが据置期間

ということです。据え置くということは、その後

支払いがやってきますから、その分据え置いた年

数分は返済のときには縮まってしまいますから

ね、通常。だから、逆に月々の返済が据置期間が

過ぎたら支払額が増えてしまうということで、そ

こが今もう一つ問題になっているところだという

ふうに私は感じていますので、ぜひしっかりとし

た相談に乗っていただきたいと思います。 

 以上です。 

○古田純也副委員長 小田部委員。 

○小田部照委員 すみません、私からも端的に質

問させていただきます。 

 観光振興事業についての部分だと思うのです

が、このコロナ禍でどこの観光業態も本当大変な

影響を受けて、売上げも上がらないというのが大

半だったと思いますが、その一方で、網走湖の冬

のワカサギ釣り事業というものは、コロナの影響

を受けず大変盛況だったというふうに伺っており

ますが、令和２年度の実績を伺います。 

○高井秀利観光課長 網走湖のワカサギ釣りの実

績でありますけれども、観光協会の決算書により

ますと、令和２年度の決算額としては予算額を大

幅に超えるような決算ができているので、かなり

釣果はよかったというふうに伺っております。 

○小田部照委員 具体的な金額は売上げ事業、ワ

カサギ釣り事業としての金額は幾らになっている

のでしょうか。 

○高井秀利観光課長 すみません。ワカサギ釣り

事業の収入でありますけれども、1,977万7,925円

というふうに伺っております。 

○小田部照委員 このコロナ禍ででも、コロナの

影響を受けず唯一、観光事業としては唯一といっ

てもいいぐらい売上げも人も収穫もあったという

ふうに伺っておりますが、このワカサギ釣り、冬

の事業というものが事業化されたのは、私が小さ

い頃からずっとワカサギ釣りはあるような記憶が

あるのですが、一体いつからなのか伺います。 
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○高井秀利観光課長 すみません、私も正確な始

まった時期がわからないのですけれども、ちょっ

と後ほど答えさせていただいてよろしいでしょう

か。 

○小田部照委員 はい、わかりました。すみませ

ん、急に。 

 いずれにしても、この事業はこのコロナの中で

もこれだけの売上げと集客があるということで大

変すばらしい事業だと評価しているところであり

ます。 

 一方で、このワカサギという魚種ですが、これ

は西網走漁協の漁師の皆さんが人工ふ化させた

り、徹底した資源管理の下、管理されているもの

だと思います。いわゆる網走湖の漁師の皆さんの

財産でもあって、共有の財産だと思いますが、そ

ういった面で、観光協会と西漁協で連携協定して

幾らかの分配がなされていると思うのですが、そ

の辺はいかがでしょうか。 

○高井秀利観光課長 ワカサギ釣りでの手数料等

の支払いになりますけれども、観光協会のほうで

は遊漁料から、その中から一部手数料として西漁

組さんのほうにお支払いしているものがあるとい

うふうには伺っております。 

○小田部照委員 金額の中身は聞いていないので

すが、私もそのように伺っておりました。 

 ワカサギ釣り大昔からあるといったら言い方あ

れですけれども、ずっと何十年も続いているもの

だと思いますが、ここ近年網走湖のシジミの関係

も自然の産卵が見られないということで、魚価を

下げながら漁をしているということで、一定的に

収入も下がっていくというような状況も西網走の

漁師さんにはあります。そういうことも踏まえ

て、もう何十年もその規定が変わっていないとい

うような内容であれば、ぜひもうそろそろそう

いった配分も検討して改善していくような時期に

来ているのではないかなと申し添えさせていただ

きます。 

 次に、先ほどから他の委員からもコロナの関係

で網走市の事業の影響については質疑が相当あり

ましたが、担当課として令和２年度、コロナの影

響、観光だ、商工だ、飲食店だ、いろいろな全

体、網走市全体として経済ダメージというのはど

のように把握、試算されているのか、わかる範囲

で伺いたいと思います。 

○古田純也副委員長 暫時休憩いたします。 

午後３時52分休憩 

午後３時54分再開 

○古田純也副委員長 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 小田部委員の質疑に対する答弁から。 

 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 今、小田部議員からお

尋ねのありましたコロナの影響による網走市内へ

の影響というお話ですけれども、実際には宿泊自

体というのは対前々年比から見ても六十何％とい

うことと、あと飲食店関係につきましては、現在

も時短要請があったりですとかというのもありま

して、非常に大変苦しいという状況もあります。 

 国において、北海道においても一定程度の支援

金を出して、市においても支援金を出したりして

いるので、大変厳しい状況というふうに認識して

おります。 

 それで、今具体的な数字のお尋ねがございまし

たが、経済状況の関係につきましては、正直商工

会議所等に情報を頂かないと、なかなか分析し切

れるものがございません。現在、その数値という

のは持ち合わせておりませんので、正確にお答え

することはできない状況となっております。 

○小田部照委員 各業種、各団体にコロナは大き

な影響を与えているものだと思いますので、今の

時点での全体の把握はなかなか困難ということで

理解いたしますが、まだまだ今も今月末までは緊

急事態宣言中ということで、これからコロナの出

口もまだ見えていないような状況ですので、令和

２年度は一体網走市として経済的にどれぐらいダ

メージがあったのかということをしっかりと試算

して、また次年度に生かしていくということも大

切なことだと思います。ぜひ関係機関と連携し

て、そういったことの試算にもしっかりと努め

て、このコロナ禍の出口へと向けて取り組んで

いっていただきたいと思います。 

 私からは取りあえず以上です。 

○古田純也副委員長 近藤委員。 

○近藤憲治委員 それでは、私からも何点か伺わ

せていただきたいと思います。 

 前段小田部委員からも新型コロナウイルス感染

症の拡大に伴う影響というお話ありましたけれど

も、いわゆる公衆衛生の分野での施策と並んで、

もう一つの柱がこの経済的影響をどう、いかに緩

和していくのかという、経済対策的な政策だった

というふうに受け止めております。 

 網走市においては、数次にわたる支援金の給付
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でありますとか、消費を喚起するためのプレミア

ムお食事券や買物券の発行等々、取り組んでこら

れたというのは決算書から見てわかるのですけれ

ども、こういった取組をやってくる中で、ちょっ

と原課としての受け止めを伺ってみたいのですけ

れども、こういった経済対策というと、いわゆる

給付型という手法と、あともう一つは消費喚起型

という手法という大きく二つに分けられるのだな

というのが、昨年１年間の様々な地域の取組を見

て実感しているところなのですけれども、網走市

として令和２年度のこういった経済対策全体を振

り返ってみて、この二つの手法のバランスであり

ますとか、組合せ方がどういうふうに原課として

受け止めているのか。最終的にはどういう経済対

策が本当は望ましかったのだろうか等も含めて、

ちょっと認識があればお伺いをしてみたいと思い

ますがいかがでしょうか。 

 決算と関係しているでしょう、両方の手法やっ

たのだから。 

○古田純也副委員長 暫時休憩いたします。 

午後３時58分休憩 

午後４時00分再開 

○古田純也副委員長 休憩前に引き続き、再開し

ます。 

 近藤委員の質疑に対する答弁から。 

 観光商工部長。 

○伊倉直樹観光商工部長 市でもこれまでいろい

ろな支援策というのは講じてまいりました。 

 その際に、関係団体等もいろいろ協議をし、情

報収集をさせていただきながら、その都度適切な

支援策というのを内部で検討しまして、それで講

じてきたというところでございます。 

 総じて言えるというふうに考えておりますの

は、今議員お話のとおり、給付型と消費喚起型と

いうものがございます。一般的に言われておりま

すのは、観光業等につきましては、比較的給付型

というよりは消費喚起型という形の支援をした中

で相乗的な売上げを上げていくと、消費喚起を

行っていくというのが効果的だという話を聞いて

おります。ただ、これも時期があると思っており

ますので、即効性という部分では弱いものがあり

ますので、そこは各市の状況を見ながらというこ

とで、当市においてもそのタイミングを見ながら

行ってきたというところでございます。 

 一方で、飲食店に関しましては、非常に即効性

を求められるタイミングというのが、どちらかと

いうと非常に多いかなということも思いまして、

そういったことをいろいろと踏まえながら総合的

に判断して、これまで支援を講じてきたというと

ころでございます。 

○近藤憲治委員 しっかり意識を持って取り組ま

れたということが確認をできましたので、そこに

ついては理解をさせていただきたいと思います。 

 あわせて、これは支援というよりは第二創業的

な色彩もあるのかなというふうに思いますが、国

のほうはこの間いわゆる事業再構築補助金という

ような制度をつくって、今までやっていた事業と

は全く異なる分野で新しいビジネスを展開するこ

とで、このコロナ禍を乗り越えていくべきだとい

う補助の枠組みをつくって運用し始めていると。

網走市に翻って振り返ってみたときに、令和２年

度の中で、そういった大変コロナ禍で厳しい状況

にあるので、業態転換、業種転換を試みて生き延

びを図っていきたいのだというような相談は原課

にはあったのかなかったのか、お示しいただきた

いと思います。 

○北村幸彦商工労働課長 今、委員お話ありまし

た、国で言います事業再構築、いわゆる第二創業

とか、そういう関係のお話でございます。 

 これまでそういう相談という、具体的な相談と

いうのはなかったのですけれども、例えば飲食店

がテイクアウトを始めるとか、そういう業態の変

化というのはいろいろなところで見られていると

思います。それは、事業者のほうでの努力でそう

いう形の営業転換というのはしているかと考えて

おります。 

 今後につきましても、そういう傾向にはあるか

と思いますので、市としてどのような形で応援と

いうか、支援というか、後押しできるかというの

も検討していきたいと思っております。 

○近藤憲治委員 ポストコロナを見据えた取組と

いうことなので、これは決算とはちょっとずれま

すので、また別の場所で議論させていただきたい

と思いますが、今後必要な施策の一つになってい

くのかなと思います。 

 続きまして、もう一つ、おいしいまち網走ＰＲ

事業、ふるさと寄附に関連をしてお伺いをいたし

ます。 

 寄附の実績額が19億円ということで、大変多く

のお心を地域にお寄せいただいたということで感

謝をしているところなのですけれども、寄附サイ

トを10ですね、導入しているということがこの成
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果等報告書には記載されておりますが、この10の

サイトできっと寄附額のばらつきがあるかと思い

ますが、どのサイトでどの程度というのが明らか

にできるのであればお示しいただきたいと思いま

す。 

○北村幸彦商工労働課長 令和２年度のふるさと

寄附に対しますポータルサイトの内訳というか、

なのですけれども、一番多いのがふるさとチョイ

スで約７億3,000万円、続きましてさとふるが４億

8,000万円、続きまして楽天が４億5,000万円、次

はふるなびで１億3,000万円、その他が１億5,000

万円というような内訳になっております。 

○近藤憲治委員 こちらも先ほどのＯＴＡの議論

にも少し似ているのですけれども、やはりユー

ザーさんにどれだけ届くのか、訴求できるのかと

いうところが大きな鍵となっていて、相当幅広め

に活用されているのだなと思うのですけれども、

一方でふるさと納税を、何といいますかね、見せ

ていくサイトの中を見ると、一方では返礼品競争

のような記載が増えてきているサイトもあって、

それは果たしてこの制度そのものの趣旨に本当に

かなうのかという議論も一方で起きているふうに

受け止めています。 

 そういう点では、今ふるさと納税の、何といい

ますか、ユーザーさんが二極化していると言われ

ていて、本当にその返礼品の中身だけで寄附先を

決めている方と、その地域に例えば一回行ったこ

とがあるとか、あと何らかの形で御縁を持ってい

て、本当に地域を応援したいから、このふるさと

納税という制度を介して寄附をしているのだとい

う、リアルにお心をお寄せいただいているユー

ザーさんと二極化としていると言われています。 

 そういう点では、様々なサイトの見せ方がある

かと思うのですけれども、そういった地域に共感

を寄せていただけるような見せ方をするサイトと

うまく関係性を深めていく取組が必要なのかなと

いうふうに感じているのですけれども、その辺り

令和２年度の取組の中では何かありますでしょう

か。 

○北村幸彦商工労働課長 委員おっしゃります

ポータルサイトとかのふるさと納税のＰＲといい

ますか、見せ方の関係でございますが、ちょっと

今年の話になりますけれども、ポータルサイトの

担当者がいろいろ網走市内の事業所を回った中

で、いろいろ聞き取りなりヒアリングをした中

で、商品の掲載の仕方、充実、ストーリー性など

を含めた形で、ちょっと見せ方というのを今年に

ついてはちょっと研究しながら取り組んでいると

ころでございます。 

 ふるさと納税につきましては、なかなかＰＲの

仕方が、基本的には網走市の寄附の使い道という

のを表示した中で、例えば子供たちのためにと

か、そういう表示はした中で寄附をお願いしてい

る状況でございますので、その辺はちょっともう

少しうまく見せ方というか、そういう見せ方も研

究してまいりたいと考えております。 

○近藤憲治委員 私からは以上でございます。 

○古田純也副委員長 他に質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 以上で、観光商工部に関する細部質疑を終了い

たします。 

 ここで、理事者を入れ替えるため暫時休憩しま

す。 

 再開は16時20分とします。 

午後４時08分休憩 

午後４時20分再開 

○古田純也副委員長 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 引き続き、農林水産部及び農業委員会の所管に

ついて細部質疑を行います。 

 永本委員。 

○永本浩子委員 それでは、成果等報告書の43

ページ、農業次世代人材投資事業についてお伺い

いたします。 

 この事業、当初予算現額450万円に対して決算が

118万円ということで、ここ所得に応じて、単身は

最大150万円と、夫婦の場合は225万円ということ

ですけれども、令和２年度に関しては単身１名、

夫婦１組ということですけれども、かなりちょっ

と少なめの決算額ではないかなと思いますけれど

も、この決算額の内訳を教えていただきたいと思

います。 

○佐藤岳郎農林課長 この次世代人材投資事業に

ついてでございますけれども、当初450万円の予算

を計上させていただいておりました内訳として

は、150万円の単身の方１名と、あと夫婦型、これ

は当初夫婦型なのですけれども、途中で切替えを

して単身型に切り替わった方が１名の150万円、そ

れと新規の方を見越しての150万円の450万円を計

上していたところです。 

 先ほど委員のほうからもお話ありましたとお

り、本事業については所得に応じた支給というこ
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とになっておりまして、そのうちの１名の方は所

得がオーバーしていた部分がありましたのでその

分が減ったということと、併せて前期と後期２回

に分けて支給をする内容となっているのですけれ

ども、その後期分については認定農業者とならな

ければならない事由というのがありまして、これ

になるときにその受給資格を失ってしまうという

のがあるものですから、下半期分の支給というの

がなくなったという部分が１名おります。もう１

名の方は、これも支給については満度を予定して

いたのですけれども、その方は下半期の部分の受

給前にちょっとお亡くなりになったものですか

ら、それで支給がされなかったということで２名

合計合わせて118万185円の支給、決算額となった

ところでございます。 

○永本浩子委員 様々なちょっと予期せぬことが

起きたということで、了解いたしました。 

 また、この事業は５年間の事業だったかと思い

ますけれども、平成31年度は４人の方がこの事業

を利用されていましたけれども、令和２年のこの

１名と夫婦１名は、１組が単身になったというこ

とですけれども、この方たちは継続で受けてい

らっしゃった方ということでよかったのでしょう

か。 

○佐藤岳郎農林課長 令和２年に受給された２名

の方は５年目となっておりまして、平成31年に受

給していた方が２名と同じ方でございます。 

○永本浩子委員 ではもうこの２名も令和２年度

で、この事業の対象者ではなくなるということ

で、令和３年度、今年度新規就農者というのはい

らっしゃるのでしょうか、現在。 

○佐藤岳郎農林課長 新規就農の方、令和３年度

の予算になりますけれども、新規就農を２名見越

して計上させていただいておりますが、現在のと

ころ、この農業次世代人材投資事業を受給すると

いう方はいらっしゃいません。 

○永本浩子委員 なかなか難しい部分もあるかと

思います。 

 以前、網走市は離農したとしても、すぐきちん

と集積をする形になっているので、耕作放棄地と

いうのはないというふうにお伺いしていたのです

けれども、今もこういう状態で耕作放棄地はない

という状態なのでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 網走については、皆さん大

型化が進んでいるのですけれども、その離農した

方、それから先ほどいろいろな事情で離農された

方もありますけれども、全ての農地で集積がされ

ておりまして、耕作放棄地は存在しておりませ

ん。 

○永本浩子委員 ある面、耕作放棄地がないとい

うのはすばらしいという反面と、もう一方から見

ると、農家の子供さんとかがＵターンしてきて後

継者として後を継ぐという場合は、こういう次世

代の人材投資事業とかの対象にもなるかとは思う

のですけれども、全くの新規就農者が入る余地と

いうのがなかなか限られて、イチゴ栽培とかそう

いったところに限られてしまうのではないかと思

うのですけれども、その辺はどういう状況なので

しょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 委員おっしゃるとおり、畑

作、網走の主要産品であります畑作の産品につい

ては、やはり土地利用型ということで、ある程度

の土地の面積がないと経営が成り立たないという

方が多いと思います。特に新規就農であれば、初

期投資等もかかりますので、なかなかいい土地と

いう部分もそうですし、あと設備投資等の初期投

資の部分を考えてもなかなか難しいという現状が

ございます。 

○永本浩子委員 現実として、新しい新規の就農

者が増えてもらいたいと思う一方で、ではその新

規の就農者の人たちが進出できるような分野とい

うのが大変限られているというのが当市の現状で

はないかなと思いますので、またこういったとこ

ろの何か新しい突破口になるような角度づけと

か、そういったものもまた検討していっていただ

きたいと思いますがどうでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 この次世代人材投資事業も

次年度、令和４年度から見直しがかかるというこ

とで、今農林水産省のほう、概算要求のほうがさ

れております。そういった取組にも注視をしなが

ら、我々としてもどのような方法でも、次につな

がる農家さんが１人でも多く増えるように努力し

たいというふうに考えてございます。 

○永本浩子委員 お願いいたします。 

 次に、44ページのもち麦栽培促進事業について

お伺いいたします。 

 平成31年度は18件で90万5,000円で、作付面積が

1,518アールだったのですけれども、令和２年は９

件で件数的には半減ですけれども、促進事業の決

算額110万1,000円ということで、平成31年度より

は増えています。そして、作付面積も1,463アール

ということで、31年よりは少ない面積なのです
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が、多分この栽培面積10アール当たり１万円以下

という、この以下という部分でこの差が出ている

のだと思うのですけれども、今回この９件で110万

円の決算額になった状況、どういう状況でこうい

うふうになっているのか教えていただきたいと思

います。 

○佐藤岳郎農林課長 もち麦栽培促進事業につい

てでございますけれども、令和２年の実績なので

すけれども、この９戸の方ということで、各地域

の生産の見極めといいますか、そういう状況を確

認するという意味も含めて、少ない人数ではあり

ますけれども、面積については大きな面積をやっ

ていただいたという結果、この９件で110万円とい

うこと、補助金の内訳となってございます。 

 あわせて、令和２年度については、特産品産地

ブランド形成事業、これが最終年度ではございま

すけれども、こちらのほうで同じもち麦の栽培に

対する種子法、設定した種子法に対する補助とい

うことを行っておりまして、これについてはここ

に19件、10町３畝で72万2,000円という助成をまた

部にさせていただいています。併せて御紹介させ

ていただきたいと思います。 

○永本浩子委員 ここに記されていない角度でも

頂いている、きちんと補助しているということか

と思いますけれども、代表質問でも取り上げさせ

ていただきましたけれども、このもち麦に関して

は本当に私もブランド化ということで大変期待し

ていましたけれども、取引先とのなかなか調整が

難しくなってきているという現状がありますけれ

ども、その調整に関しては現在どのような方向で

進んでいるのでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 当初言われておりました農

協とはくばくの調整がうまくいっていないという

お話ですけれども、まず実需側のほうの意向とし

ては一気に何千トンというオーダーではなくて、

1,000トン規模から徐々に購入量を増やしたいとい

うのが実需側の意向でございました。それに対し

て農協側の意向はどうかというと、作られるであ

ろう面積、これはそのときの時点では600町とい

う、600ヘクタールという面積なのですけれども、

その600ヘクタールで作付された全部の量を買って

くれなければならない、買ってほしいという要望

がありまして、そこで折り合いがつかなかったと

いうのがこの問題だと思うのですよね。 

 やはり600町、なぜその600町全部作らなければ

ならないのかといったところなのですけれども、

ここは調整ができないからという農協のコメント

がありました。ただ、麦乾施設等の建設のときに

もその計画については、春小ですとか、秋小もも

ちろんそうですけれども、そういったものを合わ

せて、新しい麦乾施設も含めて受入れをすると

いったことになっておりまして、その辺について

は非常に農協サイドから突然そういうようなこと

が打診されて、我々も困惑をしているといったと

ころが事実でございまして、そこについて種子の

関係もありますので、令和４年、突然同じぐらい

の規模を作れるかというと、そうはなりません

が、引き続きこの辺の調整に我々も入って、産地

化が進むように努力をしたいというふうに考えて

いるところです。 

○永本浩子委員 当初、網走でできるもち麦が

ちょっと色が黄色いということで、はくばくさん

のほうからちょっと仕入れは厳しいというような

お話があったということで、それだったら品種を

変えるとかいろいろな手だてはあるのではないか

なと思っておりましたけれども、そういうことで

はなく、取引の量にちょっと違いが、受入れ側と

取引側と、ＪＡ側とで大きな違いがあったという

ことでよろしかったのでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 品種の問題がまるで、全然

なかったかというとそうではないです。色ですと

か食味ですとかという問題があって、そういった

ものをクリアできれば、コンビニ業界がやはり大

きくロットを持っているものですから、そこにど

んと行くので、段階的に増やすのではなく、ＪＡ

の言っている何千トンというオーダーでいきなり

購入することができるよということなのですよ

ね。なので、そこに向けては我々も、令和３年に

なりますけれども、今年普及センターも交えて、

いろいろな試験をさせていただいておりますの

で、その結果を実需のほうにも送りながら、そこ

の部分も改良も進めていきたいと考えているとこ

ろです。 

○永本浩子委員 取引先がはくばくさんだけでは

なくて、コンビニ業界とかそういったところにも

進出できれば大きく先が開けてくるかと思います

し、ちょっとブーム的には少し去った感はありま

すけれども、健康食品としては大変機能性の高い

ものだと思いますし、網走市としてもこのブラン

ド化に力を入れてきたものなので、ぜひ取組を続

けていただきたいと思いますけれども、今後の見

通しとしてはどのような感じになっておりますで
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しょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 やはり今コンビニ業界も注

目しているというのもあります。ブームというの

は去るということはありますけれども、このもち

麦についてはいろいろな面で取り上げられるとい

う機会は減ってきたかもしれませんが、やはりこ

のコロナ禍においても、家庭内での需要も含めて

非常に安定して高止まりを続けているというのが

私どもの認識であります。 

 そういった中で、やはりこのもち麦、健康機能

性に優れているというのもありますけれども、や

はりこの網走の気候、それから今までやってきた

技術、そういったものにマッチとしているという

部分もありますから、やはりそこは農業者が主体

ですから、やはり農業者の声をきちんと聞いて取

組を進めていかなければならないと考えておりま

すので、農協も含めて、我々農業者の声を聞いて

きちんとそこに応えていきたいというふうに思っ

ています。 

○永本浩子委員 ぜひ期待しておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 次に、45ページの麦類乾燥調製貯蔵施設建設事

業、麦乾の事業ですけれども、ここにコロナの影

響で令和３年度に事故繰越しということになって

おりますけれども、具体的にはコロナの影響で繰

越しになったというのはどういったことが上げら

れるのでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 まずこの事業、令和元年３

月補正で上げさせていただきまして、それを全額

明許繰越しする形で令和２年に事業を繰越しをし

てございます。それでその後、繰り越した後なの

ですけれども、令和２年４月、プラント工事に着

工した後に基礎工事というのを行うのですけれど

も、これを当初令和２年９月中旬から11月中旬に

行う予定で、札幌地区、網走だけでは作業員が足

りないものですから、札幌地区でも作業員募集し

たところなのですけれども、４月17日から５月末

まで新型コロナウイルスの感染拡大防止策に伴う

札幌市の緊急事態宣言の影響というのがありまし

て、この当現場へ手配する予定であった作業員が

確保できなくて、道内各地にも応援を要請しまし

たけれども、他地域も同じような状況になってい

たということで、結果、作業員が確保できなかっ

たということがあります。 

 あと、この作業員の手配と同様に、鉄筋とか型

枠の加工というのも札幌地区の工場へ依頼をして

いたところなのですけれども、この対策で出勤率

を減らさざるを得ないということで、工場の稼働

率が低下をして、この鉄材が、鉄骨の納品が遅れ

て開始が12月中旬まで遅れたということで報告を

受けております。 

 このことも含めてなのですけれども、その後も

道内各地で作業員を募集するということで進めて

いたのですけれども、再び令和３年１月16日から

２月15日の１か月だったと思うのですけれども、

再度北海道新型コロナウイルスの集中対策期間と

いうのが発生して、その影響を受けて、当初想定

していた必要な作業員を確保できなかったという

ことで、工期が結果60日間延長を強いられたとい

うことで繰越しをしたものになってございます。 

○永本浩子委員 様々な形でコロナが大きく影響

しているのだなと、人手を確保するということと

型枠の加工ということで、よくわかりました。 

 それで、この決算額15億7,293万5,000円という

ことですけれども、繰越額が26億6,984万円という

ことですけれども、この予算現額とこの決算額と

繰越額を足しても、まだ９億3,722万5,000円の乖

離がありますけれども、ここの部分は補正か何か

の関係でしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 当初令和元年51億8,000万円

の事業費ということで計上させていただきまし

て、令和２年の決算額の15億7,293万5,000円につ

いては、繰越し時に当たっての部分検定の分で支

出をした分が決算額となっております。 

 その残りの分の繰り越すということなのですけ

れども、その際に契約時点で事業費というのがあ

る程度確定をしております。そのとき、当初の予

定ではプラントとか、これは輸入のものが多いも

のですから、やはり為替の影響を受けます。もう

一つはやっぱり作業工賃というのが、建築の作業

工賃が令和元年当初は物すごく高くなって、たし

か何年かと比べたとき２倍近くになっているとい

うような状況になっておりまして、それが発注時

点で大分落ち着いてきたということで、この差額

が生じております。 

○永本浩子委員 ということは、見込額よりも少

ない額で済みそうだということで大変いい形に

なったのかなと思っています。 

 完成予定とか供用開始というのはいつ頃になる

のでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 これは令和３年度に繰越し

をさせていただきまして、５月20日に竣工してご
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ざいます。令和３年７月からもう試験運転も含め

て稼働をして、同７月に麦の受入れは完了してい

るところでございます。 

○永本浩子委員 わかりました。 

 ちょっと今年の夏は水分不足で小麦もちょっと

水分が足りなくて、落ちるのが早すぎて、ちょっ

といつもと違う形でちょっと大変だったというこ

ともお聞きしておりますけれども、既にスタート

しているということで、多分この麦乾はかなり大

きくなって、先ほどのもち麦の生産がかなり増え

るからということを見越して、この麦乾も造られ

たものではなかったかなと思いますけれども、今

後そういった角度でもち麦との関係もあるかと思

いますが、今後の見通しというか、稼働率、そう

いったところの見解はどのようになっているので

しょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 もち麦とこの麦乾施設増強

したことについてどういうことかということのお

話なのですけれども、この施設の増強というのは

もち麦だけではなくて、いろいろな問題が、例え

ば春小ですと、やっぱり収穫時期が長くなります

と、雨に当たって穂発芽をしてしまうといった、

そういった問題もありまして、そういったことを

なくしていくという、減らしていくということも

あって整備をさせていただいたものです。 

 麦の総量というのは、大きくもち麦を栽培しな

いと、何を栽培するというと春小に戻るという、

今、農協の方針でありましたので、そういった形

で全く麦の乾燥施設が遊んでしまうということは

ありません。 

 ただ、やはり委員おっしゃるとおり、もち麦と

いうことでこの麦乾の施設整備をしておりますの

で、やはりここの部分について、これを除いた計

画ということはうたうことはちょっと難しいので

はないかなというふうに考えているところです。 

○永本浩子委員 そういったことも含めて、もち

麦の新規開拓先というところもいろいろ検討しな

がらやっていただきたいと思います。 

 50ページの網走湖ヤマトシジミ資源安定化対策

事業についてお聞きいたします。 

 検討会が立ち上がったのは知っているわけなの

ですけれども、その後動き、ここに幾つか書いて

ありますけれども、ちょっと具体的にお聞きした

いと思います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 網走湖ヤマトシジミ資

源安定化事業についてなのですけれども、令和２

年度は４回会議を開催させていただいておりま

す。 

 １回目は、コロナの影響もありまして書面を開

催しておりますけれども、あと３回は実際に皆さ

んに参集していただいて開催してございます。 

 昨年度議論した内容なのですけれども、ヤマト

シジミの種苗生産計画、それから網走湖の資源量

の状況、それから産卵・成熟状況、それと網走川

のヤマトシジミの資源の状況等について議論を実

施してございます。 

 実情といたしまして、資源量はやはり現状では

加苗をしていないので、漁獲対象となる資源は

減っているのですけれども、一昨年令和２年度に

ついては、実際に天然の発生が確認されておりま

して、今年度の調査等では、少しずつ次期資源が

目視できるような状況にはなってございます。 

○永本浩子委員 本当にこの天然の産卵が期待し

たほどではなかったけれども、中程度であったと

いうことで、少しほっとはしているところなので

すけれども、なかなかシジミの産卵に適した塩分

濃度等を確保するというのが難しいというところ

は、私も何度も視察もさせていただいているので

わかっているところなのですけれども、網走に

とっても、とても大事な事業だと思っておりま

す。 

 そしてまた、養殖も手がけていただいています

けれども、初年度は少しいい感じでしたけれど

も、去年から今年にかけてはなかなか育っていな

いという状況もお聞きしております。 

 国への働きかけも必要になってくるかなとは

思っていますけれども、今後の展望はどのように

お考えでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 今御指摘ありましたよ

うに、今年度の状況なのですけれども、湖の塩分

濃度が想定よりも高い状況で、４ＰＳＵ程度、シ

ジミが十分産卵できる状況でした。 

 皆様の記憶としては、今年は暖かい日が続いた

という認識があったのですけれども、実は春先の

水温の立ち上がりが悪くて、それが原因と思われ

て、思ったほど天然の産卵が確認できていない状

況でございます。 

 今後の展望なのですけれども、引き続きこの検

討会で議論を重ねながら、昨年度から実施してお

ります種苗生産事業の技術を確立させつつ、対策

等を検討してきたいというふうに考えておりま

す。 
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○永本浩子委員 自然を相手でなかなか大変な事

業でもありますので、ただ大事な事業だと思って

おりますので、ぜひ尽力をお願いしたいと思いま

す。 

 その下の、外国人技能実習生受入支援事業です

けれども、多分決算額が予算の３分の２程度とい

うことで、コロナの影響で予定していたよりも外

国人技能実習生がこちらに来ることができなかっ

たのではないかと推察しているところですけれど

も、その辺についてはどうだったのでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 議員御指摘のとおり、

昨年度につきましては、当該事業、入国される外

国人の研修のための会場費、それから技能実習生

が受ける試験の助成となっているのですけれど

も、議員御指摘のとおり、外国人が入国できない

状況が続いたために予算が消化できない状況と

なってございます。 

○永本浩子委員 コロナでそういう状況だったと

いうのはよくわかっているところです。 

 予定としては、この予算現額103万4,000円とい

うのは何名ぐらいを予定していた金額だったので

しょうか。 

○古田純也副委員長 休憩いたします。 

午後４時50分休憩 

午後４時50分再開 

○古田純也副委員長 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 永本委員の質疑に対する答弁から。 

 水産漁港課長。 

○渡部貴聴水産漁港課長 昨年度は45名を予定し

てございました。 

○永本浩子委員 45名を予定していて、この検定

費用67名の方に助成したという実績が載っており

ますけれども……。 

○古田純也副委員長 暫時休憩いたします。 

午後４時51分休憩 

午後４時52分再開 

○古田純也副委員長 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 永本委員の質疑に対する答弁から。 

 水産漁港課長。 

○渡部貴聴水産漁港課長 当初の予定では76名を

予定してございました。 

○永本浩子委員 わかりました。 

 それでも67名ということで、結構頑張ってきて

いただいたのだなと思います。 

 最後に、能取漁港整備特別会計についてお伺い

いたします。 

 令和２年度、ＷＩＮＤ-ＳＭＩＬＥさんと網走合

同定置もこの能取工業団地の土地を買っていただ

いたということで、約518万2,000円の売上げが

あったということで、かつて平成10年には56億円

もあった借金が今１億8,143万4,000円ということ

で、かなり減ってきたということでうれしく思っ

ております。 

 去年も申し上げましたけれども、そろそろ特別

会計の閉鎖に向けた動きも検討していただいたほ

うがいいのではないかということで申し上げさせ

ていただきましたけれども、その状況はどのよう

になっているのでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 能取漁港整備特別会計

の閉鎖に向けた事項なのですけれども、現在、借

金も約１億8,000万円まで減って、売却可能面積に

つきましても、今約６ヘクタールという状況まで

減ってございます。 

 一昨年から庁内の関係部署とともに閉鎖に向け

た検討を開始しておりまして、今後も引き続き閉

鎖に向けた課題等を検討して、閉鎖に向けて努力

していきたいというふうに考えてございます。 

○永本浩子委員 ぜひ検討をいただいて、その中

でひとつ検討課題と多分なっているのが、経産省

の当時補助金を使ったということで、その後の用

地の利用に関しては、あくまでも工業団地という

位置づけということで、ＷＩＮＤ-ＳＭＩＬＥさん

がいろいろ考えてくださっている排熱利用の、そ

ういったものが、あくまでも工業団地という位置

づけというこの縛りの中で、もしそういったこと

がやれるといいなという思いがありますけれど

も、そこの制約もちょっと課題だというお話はあ

りましたけれども、この点についてはどのような

状況になっているのでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 経産省の利子補給に関

わります土地の利用制限なのですけれども、こち

らにつきましては、補助金を返還するという形で

ほかの目的にも利用することは可能でございます

ので、実際に返還ということまで考えるためには

その土地利用の目的とか、あと特別会計の閉鎖の

状況等も考えながら総合的に勘案しなければなら

ないのですけれども、必要に応じてほかの目的外

にも土地は使用できるようになってございます。 

○永本浩子委員 その利子を返還するとなると、

どれぐらいの金額になるのでしょうか。 
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○渡部貴聴水産漁港課長 すみません、ちょっと

全体的な面積では割り返してはいないのですけれ

ども、実際昨年合同定置さんのほうに売却しまし

た1,000平米で約10万円程度の返還となってござい

ます。 

○永本浩子委員 それを聞いて、ちょっとほっと

ました。そんなにすごい額ではないということ

で、ではもうこの検討をさらに進めていただきた

いと思います。 

 私のほうから以上です。 

○古田純也副委員長 他に、近藤委員。 

○近藤憲治委員 それでは、私からも手短にお伺

いをさせていただきたいと思います。 

 主に水産系で令和２年度は様々な調査の事業が

行われていましたので、そこで得られたデータ、

そしてそのデータがどう今後生かされていくのか

という部分について、総論的に伺いたいと思いま

す。 

 さけ・オホーツクサーモン資源安定化事業補助

金、こちらについてはどのようなデータの蓄積が

なされたか明らかにしていただきたいと思いま

す。 

○渡部貴聴水産漁港課長 さけ・オホーツクサー

モン資源安定化事業の取得データと今後の状況な

のですけれども、本事業では沿岸環境調査という

ことで、沿岸域の水温、塩分、プランクトンの状

況、餌ですね、餌状況等を調査してございます。 

 それと同時に平成30年度からは、カラフトマス

資源に対しまして耳石という、要は頭の中にある

骨の一部に着色をすることによって個体識別をす

るというような事業を実施してございます。この

目的としては、放流資源がどれだけ漁獲資源に影

響を与えているのかということを解明するために

実施してございまして、これは全道的に実施して

いる調査になってございます。 

 今まで蓄積されたデータというのは、先ほどお

話ししましたように、この調査平成14年から実施

していますので、平成14年以降の海水温、塩分濃

度、それからプランクトン、それと沿岸域におけ

る放流後のサケ稚魚の分布状況でございます。 

 これらを実際に回帰してくる資源と照らし合わ

せることによって、現状のように資源が減ったと

きに、果たして何が違ったのかというようなこと

がわかるのが一つです。 

 一番わかりやすい結果としましては、放流適

期、いつの段階で稚魚を放流すると一番いいのか

ということがこの調査によって明確になっており

まして、実は、この調査をするまで沿岸域にサケ

がいつまでいるのかということも全然わからない

ような状況でした。この調査を実施することに

よって、今、放流適期については海水温が７度か

ら11度、大体サケの稚魚の適水温というのは10度

ぐらいですので、その時期に沿岸域にサケ稚魚が

好むプランクトンが多いほうが生存が高いという

ような状況になってございます。 

 今後につきましても、こういう調査というのは

ずっと継続することが必要でして、実際近年回

遊、来遊数が減っているのですけれども、では前

までの来遊がいいときと比べて爆発的に何か違う

かというと、決してそういう状況ではございませ

ん。ですので、今後も引き続きこういう調査を実

施することによって、将来的な資源解析の精度の

向上とか、沿岸域、地元で対策できる放流適期等

による生き残りの向上等について検討を進めてい

きたいというふうに考えてございます。 

○近藤憲治委員 相当科学的な角度からの分析が

進んでいるというふうに受け止めさせていただき

ました。 

 続きまして、能取湖です。水質資源調査の事業

についても補助金が計上されておりましたけれど

も、こちらについてはどのような結果が取得でき

たのでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 能取湖水質・資源調査

事業補助金についてなのですけれども、こちらの

調査は主にホタテ貝の分布状況、それから浮遊幼

生、底質長の調査、それからホッカイエビの資源

量調査、アサリの分布調査、それから、水質・底

質等のモニタリングというようなものを実施して

ございます。 

 皆さんお聞きになっていると思うのですけれど

も、今年非常に能取湖のホタテの漁獲がよいので

すけれども、これは実は実際に網走の場合は捕っ

てみてよかったということではなくて、本事業を

用いて昨年の段階で資源量を解析しておりまし

て、去年の段階から今年は非常にいいということ

がわかってございます。 

 そうすることによって何がいいかといいます

と、操業計画をきちんと立てることができる。計

画的に生産をすることができます。あわせまし

て、この事業ではホタテ貝のもととなる浮遊幼

生、いわゆる稚貝を捕るための調査等もこの中で

実施しているのですけれども、過去何十年にもお
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ける、そういうような調査の際に塩分濃度、水温

等も測りまして、大体いつの時期からいつの時期

にどういう状況になったときに採苗器入れるとき

ちんと採苗できるということがわかりつつありま

すので、そういうようなことでホタテについては

この調査が生かされてございます。 

 それから、ホッカイエビについてなのですけれ

ども、ホッカイエビはよく資源量が少なくて、今

年は禁漁というようなことがあるのですけれど

も、ホッカイエビは年に２回湖内でエビの調査を

実施してございまして、それによって湖内の資源

量を把握して実際に操業をやるかやらないか、や

る場合にも上限をどのぐらいの量にするのかとい

うようなことを実施してございます。 

 アサリにつきましては、漁業としてはあんまり

利用されていないのですけれども、将来的に糧と

して湖内にラインを２点設けまして、そこで一定

の枠内に生存するアサリの量をモニタリングをし

ておりまして、分布状況の変動等をモニタリング

しております。 

 こういうようなことがないと、仮に何かでその

魚種がいなくなったときに、その前と比べて本当

にいなくなったかどうかということがわからない

状況です。これとかもそうなのですけれども、そ

ういう意味で非常に地道な作業ではございます

が、こういうようなことを組合が主体となって当

市が補助をして実施していくということは、漁業

の安定経営について非常に重要だというふうに認

識してございます。 

○近藤憲治委員 こういった趣旨の調査事業は継

続的に行っていく必要性というのが今の答弁から

よくわかりました。 

 続きまして、ホッカイエビ資源増大試験研究事

業ですが、こちらは成果等報告書の中に、養殖や

増殖に関する課題が明らかになったという趣旨の

記載がございます。具体的にこのホッカイシマエ

ビの養殖や増殖に関する課題というのは何なので

しょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 ホッカイエビにつきま

しては、先ほどの能取湖資源水質調査のほうで資

源量をずっと見ているのですけれども、きちんと

資源管理をして漁業をしていてもなかなか資源変

動が激しいと、そういうような視点の中で、それ

では積極的に増養殖によって資源を増やすことは

できないのかというのがこの事業の趣旨でござい

ました。 

 東京農業大学のほうに平成30年から令和２年ま

で３年間委託を実施しまして、実際にホッカイエ

ビの種苗生産と養殖について検討を行いました。

その結果としまして、ひとつ増養殖につきまして

は、技術的に約１か月間体長２ミリまでであれ

ば、ある程度大量に生産することはできるという

結果にはなったのですけれども、併せましてホッ

カイエビについては成長が非常に遅く、出荷サイ

ズまで２年以上を要すると。仮に、成長促進する

ために水温を上昇させますと、へい死が起きてし

まうというようなことで、養殖は難しいと。その

理由としましては、ホッカイエビ専用の餌料が現

段階では開発されていないということになってご

ざいます。 

 結論としては、この事業を実施した中で、現状

としては生活史をいろいろ飼育することによって

得られた知見もございますので、それらも勘案し

た中で従前どおり資源管理で漁業を継続するのが

ベターであるということにはなってございます。 

 ただし、３年間こういうような事業を実施し

て、いろいろ得られた知見もございますので、今

後は東京農業大学が単独で引き続き増養殖につい

て試験研究を行うという方向性になってございま

す。 

○近藤憲治委員 生き物が相手の事業ですので、

なかなかできることとできないことがはっきりわ

かってきたということが一つの成果なのかなと思

いました。 

 最後に、ウニ増養殖試験事業にも補助金を支出

されておりますが、こちらについてはどのような

データが集積されたのでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 本事業につきまして

は、種苗放流によりますウニの資源の増大と併せ

まして網走の港湾区域内におけるウニのカゴ養殖

という両面から資源の安定化と、特にカゴ養殖に

つきましては冬季、しけ等で漁に出られない際、

そして年末年始の非常に魚価が高くて高需要のと

きに選択的に出荷できないかということで実施し

ております事業でございます。 

 本事業の現段階での、これ令和２年から令和４

年の３年事業で１年目でしたので、１年目の結果

なのですけれども、ウニ天然種苗の放流につきま

しては、枝幸漁業から天然種苗26万粒を二ツ岩に

放流してございます。あわせてそちらについて追

跡調査等も実施しております。 

 天然種苗の放流につきましては、調査をした結
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果としては当然放流したら増えてはいるのですけ

れども、なかなか網走は、餌の関係とか密度の関

係で放流だけでやっぱり資源を増やしていくとい

うのは難しいという、今、見解になってございま

す。 

 特に天然種苗というのはウニの年齢がばらばら

で結構小さいものは持ってきているのですけれど

も、大体20ミリから、20ミリ程度のものを買って

きていますけれども、入手しているウニ自体が結

構高齢なものが多くて成長が悪いと。 

 一方、養殖試験につきましては、11ミリぐらい

の種苗を種苗センターから人工種苗を買ってきて

籠に入れているのですけれども、こちらは若いこ

ともあって非常に成長もよくて、色味も美しい

と。さらにウニについては、養殖をすることに

よって品質を同一にすることができるので、非常

に評価が高いというふうに聞いてございます。 

 事業としては、１年目なのですけれども、その

１年、数年前から網走漁協が単独で予備試験を実

施しておりまして、昨年試験的に出荷をしている

のですけれども、非常に高評価であったというふ

うに伺っております。 

 今後については、今年の結果を基に組合と協議

をしながら今後の方向性について検討したいとい

うふうに考えてございます。 

○近藤憲治委員 わかりました。 

 私からは以上です。 

○古田純也副委員長 栗田委員。 

○栗田政男委員 能取漁港のことでちょっとお聞

きしたいのですが、最近あそこに行くと風景変

わったなというふうに思って、企業がいっぱい

入ってくるとやはり動きが出ていい風が吹くと、

以前の状態、ハイミール工場があった時代とか、

古くから知っていますから、すごいなという気が

したのです。これは余談ですが。 

 ボートヤードの件は今日でいいの、大丈夫で

しょうか。 

 このパークの中に入っているということでいい

んだよね。ボートヤードは今日ではなくて、違う

ほうかい。 

○渡部貴聴水産漁港課長 ボートヤードにつきま

しては、決算資料の中でいきますと、今日でも問

題ございません。漁港管理運営事業という中で、

一応ボートヤードの管理をしておりますし、収入

につきましてもボートヤードの収入はございます

ので、決算の中にも含まれてございます。 

○栗田政男委員 所管はそこでいいの。 

○渡部貴聴水産漁港課長 はい。 

○栗田政男委員 確認をしました。 

 個人的な話で本当に恐縮なのですが、最近大き

なボートを買いまして、あそこから下ろしたいわ

けですよ。ただ、大きいので、できればボート

ヤードに置きたいということで原課のほうにお願

いをしに行ったところ、いっぱいで無理だと、け

んもほろろに帰されました。 

 そういう状況が続くことによって、いろいろな

意味で観光振興も含めて、非常に経済効果も含め

て、大切な施設になりつつあるでしょうし、やっ

とそういう時期が来たのかなと思うのですが、そ

のいっぱいの状況に対しての認識をまずはお伺い

したいと思います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 ボートヤードにつきま

しては、本年度につきましては、今、議員御指摘

のとおり、あそこに50隻止められるスペースがあ

るのですけれども、全て埋まっている状況でござ

います。 

 これにつきましては、ただ近年非常に増えてい

る、ここ二、三年で非常に増えている状況であり

まして、それ以前はどうなのかといいますと、非

常に利用率が低い状況でございます。 

 利用者の方等からボートヤードの拡大とかいろ

いろお話は聞くのですけれども、今のこの需要が

どこまで続くのか全くわからないという状況、そ

れから、これ平成11年にボートヤードは国の事業

によって補助事業で整備しているのですけれど

も、この程度整備するので、当時で1,700万円程度

かかっている状況でございます。ですので、当面

は利用状況を勘案しながら検討を進めたいという

ふうに考えてございます。 

○栗田政男委員 認識は持ってらっしゃるという

ことなのですが、ちょっと今の答弁で気になった

のは、いつまでこの状況が続くかわからない、様

子を見る、これもまた一般質問の続きではないの

だけれども、マイナスの思考なのだね。取りあえ

ず需要があるのであれば、市の土地も空いている

のだよね。だから、そういうところを活用してそ

こを仮置きのボートヤードにするとか、いろいろ

な手法は僕はあると思うのですよ。 

 聞くと、あそこの部分は道も絡んだ状況なの

で、勝手に市のほうで云々という、増設したりと

いうのはなかなか難しい、難しいということはな

いと思うので、許可は下りると思うのですが、
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ハードルがあるというお話は聞いています。だか

らあそこにお金を、その1,700万円かけて同じよう

なスペースを用意するよりも、砂利でも何でも、

ここの場所は取りあえず置けますよと。ただ自己

責任で管理はできませんよとか、いろいろな手法

はあると思うのですが、要はあそこから下ろして

遊びたいという、そういうレジャー層、市内の人

も当然ですが、市外の方々も来ていただいて、そ

ういう遊びをしてもらうというのはやっぱり、そ

んなにそんなに北海道中場所がないのですね。ト

レーラブルというのですが、あそこの場合はト

レーラーに積んできて下ろすと。先ほど大きなク

ルーザーと私見えを張りましたけれども、そんな

大きな船ではなくて普通のモーターボートです。

ちょっと格好つけただけなのですが。要は、でも

そういう人たちの需要が最近すごいブームなので

すね。これはいろいろな報道等で皆さんも知って

いらっしゃる。オートバイがすごい。キャンピン

グがすごい。グランピングがすごい。まさにアウ

トドアの風が吹いている。ボートも家族単位で遊

べるスポーツ。いろいろな部分で異常な人気でも

う品不足で大変な状況になっています。 

 そういうこともぜひとも検討をして、様子を見

ながらコロナ禍のアフターコロナの後はどうする

のだということよりも、今需要があるのであれば

それに対応してやるというのは売れてない土地、

まだまだありますよね。だからそこを取りあえ

ず、さっき聞くと６ヘクタールもあるという話

だったので、そこまでの輸送だとか、大概の車が

ナンバー取得していますので、そこまで行って置

いて、ある程度の管理をしてあげれば活用できる

のではないかと。せっかくそういう要望があるの

にもったいないなと感じてしようがないのです

が、どうですか、それを検討して。検討するとい

うよりも、前向きに検討だけではなくて、実施に

向けての検討に入れるかどうかという答えを聞き

たいと思います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 御指摘のことはよく理

解できるのですけれども、例えばなのですが、最

近ボートヤードが増えておりますけれども、その

ほとんどがリピーターでございます。何個か空い

ていた、何か所か空いていたところに新規の方が

入っているような状況であるというのが一つ、そ

れからボートヤードと付随しまして、あそこの斜

路、ボートを下ろす斜路の利用の隻数についてな

のですけれども、こちらのほうは平成29年度が213

隻、平成30年度が212、平成31が193、令和２年が

170と、船自体の数でいくと減っているような状況

も見られております。 

 ですので、こういうような状況も考えますと、

様々な面から利用状況を考えて、拡大の有無とい

うものを考えなければ、当然税金を使って実施す

ることでございますので、危険なのかなというふ

うに考えてございます。 

○栗田政男委員 ということは、今のところ様子

を見て全く考えないというように理解をしなくて

はいけないということなのかな。 

○渡部貴聴水産漁港課長 いえ、そういうわけで

はございませんので、今お話ししましたように、

利用状況、それからニーズ等を見ながら、当然今

来ている方たちがどういうニーズで来ているのか

ということも確認をしながら研究をしていきたい

というふうに考えてございます。 

○栗田政男委員 ぜひとも利用者の声を聞いて、

しっかりと自分で確認をして取り組んでほしい。 

 そんなに費用、税金を使うとかというお話もあ

りましたが、市の持っている土地を草刈りをして

そこを仮置き場にするのにお金は僕はそんなにか

からないと思うし、別にそれに法的な拘束もない

ような気がします。 

 だから、そういうふうに考えたときに、対応し

て市のそういう使い方をするのであれば、減少し

たらそこは閉めてしまえばいいわけなので、需要

があるのにもったいないなという気がするし、正

直あの利用料自体もどういう算定で出しているの

か知らないですが、結構高額な料金を取っていま

すよね。下ろすだけの料金で、その１台なのか、

それともフィートによって違うのか、その辺

ちょっと教えていただきたいのですが。 

○渡部貴聴水産漁港課長 ボートの斜路の利用に

ついてだと思うのですけれども、ボートについて

はフィートごとに変わっておりまして、こちらの

金額については北海道のほうで決められておりま

す。当市としましては、北海道から受けた権限移

譲の事務でボートの斜路の料金は決めておりま

す。 

 ボートヤードにつきましては月4,000円なのです

けれども、こちらは平成11年に整備してから一度

も変更をしてございません。全国的に見たら、

ちょっと網走、北海道なのでちょっとそぐわない

かもしれませんが、一般的な例えばマリーナとか

そういうところと比較すると非常に安価であると
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いうふうに認識してございます。 

○栗田政男委員 マリーナの、御利用されたかど

うかは別にしても、マリーナのサービスを考える

と決してあれは高くはないですよ。全然設備が違

うわけです。ですから、それは一概に言えないの

ですが、それは道の管轄ということで市がどうの

こうのではないので、それは理解をしました。 

 高いから安いからといってそれが問題ではない

のですが、その辺の受益者負担というのは当然

あってしかるべきだと思うのですが、需要がある

ことに対してしっかりと対応をしてあげてほしい

というのがまず大事なことではないかなと思いま

す。 

 今、法律が変わって、一般のプレジャーボー

ト、釣り船は普通レジャーと言われているプレ

ジャーというのですが、そういうボートが漁港に

入られないのです。前は全然関係なくどこでも岸

壁も使えたのですが、法律の規制でやはり専業の

漁師さんたちの邪魔をするような商業船に対して

の迷惑をかけるということで法律が変わりまし

た。緊急時以外はたとえ鱒浦港でも入港はできな

いという原則があります。となると、ああいう専

門の施設がないところではまずは下ろしてはいけ

ないという原則が出来上がっています。 

 そういうことも踏まえると、やっぱりあそこの

価値というのは、僕はやっと生きてきたのかなと

思います。あれをつくるときから私はあそこのい

ろいろな事業に携わってきました。過去の経過も

全部知っていますが、やっといい形で動き出した

のかなというふうに思いますし、やはりそうい

う、これが全部観光振興も全部つながることです

から、あそこの能取地区の活性化にもどんどんつ

ながっていくと思うので、今の実情をしっかり調

査してなるべく前向きな思考で検討というか、実

施に向けての動きをしていただければ助かりま

す。これは要望になってしまいますけれども、以

上です。 

○古田純也副委員長 松浦委員。 

○松浦敏司委員 私のほうからも何点か質問させ

ていただきます。 

 初めに、能取漁港整備特別会計についてであり

ます。 

 長い歴史のあるものでもありますが、最初に歳

入の中で幾つか項目があるのですが、主な歳入の

項目というのはどんなものでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 能取漁港整備特別会計

の歳入につきましては、まず公害防止施設利用

料、これ汚水処理施設の利用料でございます。 

 そのほかとしましては、雑入としまして当該地

の用地占用、これ例えば携帯電話の電波塔である

とか、一部臨時使用ということで一般の方が土地

を借りたような事象もございます。 

 それからあと、これは年によって有無があるの

ですけれども、土地売却収入。それと一般会計か

らの繰入金というのが主な収入となってございま

す。 

○松浦敏司委員 令和２年度の土地売却というの

は幾ら、面積と金額は幾らですか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 令和２年度の土地売却

につきましては２件ございまして、合計1,780平

米、金額が518万2,100円となってございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 この間一般会計から繰り入れるということをし

てきました。それは能取漁港整備特別会計という

会計が放置しておくとどんどん金利によって元金

が膨らんでいくというようなことで、それを止め

るという意味で、その分を一般会計から繰り入れ

るということが、およそ年によっても若干違いま

すが、1,800万円前後の繰入れがなされてきたとい

う、そういう意味では能取漁港整備特別会計の中

における借金が、赤字が減ってきたというのは実

はそういうのもあると。様々な事業もやってきま

したけれども、そういうのもあって、多くは市民

の税金によって健全化に向けて進んできたという

ふうに私は感じています。 

 近年、私どももこの能取整備特別会計について

は賛成をするようになりましたけれども、やはり

それには長い歴史があると。もう四十数年という

歴史があって、そういう中で私たちは最初からこ

れはこのまま行くと大変な赤字になるからやめる

べきだというふうに言っていましたけれども、し

かしそれはならなくて、結局は56億円を超える赤

字になったと、こういう歴史があって今があると

いうことを確認して、そしてやっとここまで来た

と。特別会計をなくしてもいいのではないかとい

うところまで来たという点で、これは関係者の皆

さん、市の職員もそうですけれども、皆さんの努

力のおかげだというふうに、その辺は評価をして

いるところであります。 

 次に移ります。 

 成果表の43ページに、先ほど永本委員も質問し

ましたが、農業次世代人材投資事業ということで



－ 56 － 

ありまして、その議論の中で耕作放棄地はないと

いうような答弁があったかというふうに思いま

す。 

 そこで、耕作放棄地とはどういう定義があるの

かと、その定義を伺いたいと思います。 

○佐藤岳郎農林課長 よく遊休農地ですとか、耕

作放棄地という言葉があります。 

 耕作放棄地という言葉は、これは法律上の言葉

ではなくて、農水省が行っております農林業セン

サスの調査で使われている統計上の言葉というこ

とで認識してございます。 

○松浦敏司委員 そうすると、例えば耕作をしな

いようにして、１年とか２年、例えば放置してあ

ると、そういった場合はこれはどういった位置づ

けになるのでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 １年使われてない農地、遊

休農地という形なのかもしれませんが、耕作放棄

地というのは、今まで耕作をしていた土地で過去

１年以上作付をしていない、かつここ数年の間に

再び栽培する考えがない土地ということで定義を

されているものでございまして、そういった土地

が網走にはないという認識でございます。 

○松浦敏司委員 そういう意味だと理解しまし

た。わかりました。 

 次に移ります。 

 ジャガイモシロシストセンチュウについてであ

ります。 

 たしかこれは平成27年だったかと、発見された

のが。もうちょうど６年たったのかなというふう

に思うのですが、当初もうちょっと早くすっきり

するような状況になるのかなと思ったのだけれど

も、なかなかそうはうまく行かないなというのも

実感していますが、令和２年度の防除、いわゆる

防除の到達といいますか、どこまで到達している

のか伺います。 

 それともう１点、令和２年度はＤ-Ｄ剤というの

は使用したところがあるのでしょうか。 

○中塚威史農林課参事 令和２年度につきまして

は、防除面積につきましては73圃場、285.55ヘク

タール、こちらが防除の必要な面積というところ

でしたが、令和２年度におきましては34圃場、

100.19ヘクタール、こちらのほうの防除を実施し

ております。 

 そのうち、土壌検診といいまして、圃場全体の

防除を行ったところ、こちらが28圃場ありまして

20.6ヘクタール、そのうちの検出限界以下が22圃

場になりまして63.29ヘクタール、防除効果につき

ましては78.6％という防除効果が出ております。 

 あと、Ｄ-Ｄ剤を使わないで実施するかという話

なのですが、こちらにつきましては新たな防除の

対策が示された段階で、３年間の輪作体系に対抗

植物の植栽を最大２回転実施するという防除方針

が国から示されました。こちらに基づいて実施し

ておりますので、Ｄ-Ｄ剤のほうについては今のと

ころについては使っておりません。 

○松浦敏司委員 Ｄ-Ｄ剤を使わなくても、何とい

うかな、ポテモンというのでやれば十分水準以下

まで到達させることができると、そういうことで

捉えてよろしいですか。 

○中塚威史農林課参事 有識者会議におきまし

て、ポテモンにつきましてもＤ-Ｄ剤と同様の防除

効果が認められるということで認められておりま

して、今回の６年間で２回転という防除のほうで

検出限界を目指すという形になっております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 Ｄ-Ｄ剤を使うという点では非常に漁業者との関

係からいってもなかなか難しい問題もありました

し、そういう点ではそれを使わなくてもそれと同

様の効果があるというのであれば、それにこした

ことはないというふうに思います。 

 次に移りますが、46ページ、鳥獣害防止対策事

業ということで出ております。 

 ちょっと実績の中にいろいろ書いています。捕

獲件数とか種類。ちょっと気になったのは、その

中にドバト４羽、キジバト62羽とあるのですが、

いや、私の認識が間違っているのかもしれないで

す。これらも害獣というふうになるのでしょう

か。 

○佐藤岳郎農林課長 この有害鳥獣の事業につい

ては、この中で猟友会のほうに委託をして実施を

している部分というのがございまして、その中に

ドバトとキジバトというのも含まれております。

これは保護区を除いて農業被害を及ぼすものにつ

いては、これを個体を調整するという意味で捕ら

えると、駆除するということになっておりまし

て、過去にはちょっと古いデータで申し訳ないで

す、平成16には220羽駆除したりとか、そういった

年もあります。ドバトが220羽ですとか、あとキジ

バトのほうについても100羽近く捕っている年もあ

ります。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 確かにハトはよく豆を植えたら次々とハトが食
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べるというようなこともありますから、そういう

ことなのかなと。いや、わかりました。 

 私の認識が間違っていたのだろうと思います。 

 次に、47ページに森林整備補助金ということで

出ております。 

 とりわけここ数年はカラマツ材の伐期に入っ

て、相当伐採が行われているというふうに思いま

す。 

 それで、問題はこの令和２年度でいうと、伐採

面積と、それからそれに対して造林の面積という

点ではバランスの取れた形で造林がなされている

のか、その辺伺いたいと思います。 

○佐藤岳郎農林課長 森林整備事業補助金の中

で、民間の民有林、私有林のほうの伐採とそれか

ら造林、植栽のバランスということでございます

けれども、こちらのほうは人工造林については森

林法の中で２年以内、人工造林で人工的に植栽を

する場合は２年以内に行うということで定められ

ております。 

 あと、天然更新という方法の選択もございまし

て、それは５年というふうになってございます。

５年以内というふうになっております。 

 なので、そこでのタイムラグといいますか、そ

ういう時差というのが発生するかと思っておりま

す。 

 この中に含まれておりますけれども、北海道の

未来につなぐ森づくり推進事業、これ令和３年か

ら名前が変わりますけれども、こちらの事業につ

いては、伐採をしてその後植栽をするということ

がセットで行うということに対しての対象事業と

いうふうになってございます。 

 そういった意味で、その乖離というのを縮めて

いくということで努力をしているところでござい

ます。 

○松浦敏司委員 自然更新の場合５年ということ

でありますが、やはり自然更新という言葉は確か

に、いや、いい面もあるのだと思います、広葉樹

なども含めて。ただ、これはなかなか管理が難し

いし、成長も遅いというようなことがあって難し

いですよね。やっぱり一度山に人間が手を入れる

と、やはり引き続き手を加えないと山の役割を果

たさないなというふうに思っているところです。 

 そういう点で、ぜひそんなことがないようにと

いいますか、ぜひ造林という点では今後も力を入

れていってほしいと思います。 

 関連して、市の市有林整備事業というのが同じ

くあります。それで、ここで目的があって、その

中で、森林が有する水源涵養という言葉がありま

す。網走がそんな高いところに山を持っているの

かなと、網走市はと思うのですが、この辺どんな

ところを示しているのか伺います。 

○佐藤岳郎農林課長 水源涵養林というのは、例

えば水道の水源としての水源涵養林というのもあ

りますけれども、山の中の水源を調整するという

意味での水源涵養林もあるというふうに認識して

ございます。 

○松浦敏司委員 そこで、一般的に涵養林という

のは山の相当上側から植林、いわゆる木を守らな

いと水源のための涵養にはならないというふうな

認識を私は持っていて、多分ここで言っているの

は第三水源地のあそこの山のことを示しているの

かなというふうに思うのですが、そうではないの

でしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 農林課で所管している部分

については、第三水源とかそういうそちらではな

くて、あくまでも市が農林課所管で持っていると

ころなので、そちらは含まれてございません。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 次に、あとはちょっと皆さんとバッティングし

ましたので、私のほうからは以上です。 

○古田純也副委員長 他に、立崎委員。 

○立崎聡一委員 何点か伺わせていただきます。 

 成果44ページ中段、スマート農業推進事業。 

 昨今スマート農業の話題が頻繁に出ているかと

いうふうに思います。この事業の中身を読ませて

いただきますと、農業用ドローンの教育費用に対

する助成というふうになってございます。 

 実際令和２年度でこのドローンを使って作業な

り何なりしている農家の戸数と、それから機械の

数、まず教えてください。 

○佐藤岳郎農林課長 本事業を導入して活用させ

ていただきましたドローンの研修についてでござ

いますけれども、今回この研修を受けたドローン

というのはかなり大型の機械になっておりまし

て、具体的に御説明をさせていただきますと、防

除ですとか、施肥ですとかに使える16リッターの

薬剤タンクを積んでいて、７メートルの噴射幅を

持っている、１機160万円ぐらいするようなかなり

大型のものに対する研修の内容となってございま

す。 

 この大型のものを所有しているところ、今回受

講していただいた中の法人の方が５名、それから
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個人の方が１名ということで、それぞれ１台ずつ

所有をしている。それから、ＪＡにおいても１台

所有しているということで確認をさせていただい

ております。 

 あと、圃場を撮影するような中型から小型のも

のについては、これもちょっと確認をしてみたの

ですけれども、もう相当数導入をされていると。

ホビーではないのですけれども、そういうように

近いようなものも含めると、相当数導入されてい

るのではないかということで確認をさせていただ

いております。 

○立崎聡一委員 僕もびっくりしました。数を聞

いて。 

 カメラというのは台数相当出ているとは思いま

す。個人的にも導入できる金額だと思います。 

 今回のスマート農業に関していえば、160万円と

いう高額なものですから、僕はあそこで練習して

いた２台だけかなというふうに思っていたのです

けれども、ちょっと勘違いしていました。 

 実際、これ教習費用ということでもう実践され

ているという理解でよろしかったでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 令和２年に講習を開催をさ

せていただいておりまして、この６名の方につい

ては免許といいますか、そうですね、免許という

言葉ではない、遠隔技能認定の認定証というもの

を取得をして、実際にもう活用に向けて動き始め

ているということで聞いております。 

○立崎聡一委員 あわせまして、例えばコントラ

事業のような、そういう事業展開というのは、今

後進めていくようなお話はあるのでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 ＪＡのコントラ事業のこと

だと思いますけれども、ＪＡで１台持っているも

のがどのように使われているのかというのは

ちょっと申し訳ないです、確認はしておりません

が、今後、ドローンも含めてスマート農業という

のは標準化されていくと思っておりますので、そ

ういったコントラの作業、今オペレーターが足り

ないということでいろいろお話も聞いております

けれども、そういったところの補助につながるよ

うにこういうものが普及していくというふうに考

えてございます。 

○立崎聡一委員 何でしょう、立地条件が悪いと

いう言い方したらちょっと大変なのですが、作業

がちょっとできないような圃場というのが時期的

にもあるので、こういう事業はどんどん進めて

いってもらって拡大していくことを期待したいな

というふうに思います。 

 続きまして、その上、シロシストセンチュウな

のですけれども、これ長い付き合いになるという

ふうに思います。 

 先ほど松浦委員のほうからもお話ありましたけ

れども、多分恐らく最終年度にまた延びていくの

だろうなというふうに思います。 

 というのは、今度この部分で抵抗性品種の関係

がどのぐらい進捗しているのかというのを改めて

お聞きしたいなと思います。 

○中塚威史農林課参事 抵抗性品種につきまして

は、今現在のところにつきましては、フリアとい

う抵抗性品種しか導入はされておりません。こち

ら、Ｇｐ抵抗性品種でして、７強という､９が一番

強いのですが、ちょっと若干低い抵抗性品種と

なっております。 

 物としては小玉系のでん粉価が若干低いという

特性を持っていまして、今後実際今年から、今年

130ヘクタール程度作付されているというふうに農

協のほうから確認はしているのですが、その収穫

が今年始まりますので、それがどういう状況にな

るかというのがちょっとまだわからないという状

況になっています。 

○立崎聡一委員 令和２年度の時点では、まずは

種農家、種子農家にまずは配付されたと思うので

すよ。そして増殖させて一般の方にということに

なると思います。 

 今年令和３年度に130ヘクタール作っていただい

て、それを配付するのだというふうには思います

けれども、なかなか増えないと思います。今、小

粒という話があったので、なかなかそこは種にす

るのであればよろしいのでしょうけれども、経済

的な部分で考えていくと、それが果たして本当に

普及するかどうかというのはなかなか難しい問題

なので、もち麦と併せて新しい作物ということも

ちょっと考えていかなければならないのかなとい

うふうに思います。 

 シストに関しては、その辺でいいと思います。 

 次に、45ページの農業用ボーリング費用のこと

についてちょっとお尋ねしたいと思います。 

 これ毎年、令和２年度に限らずこれ２名の方

が、２件の方が受けているのですけれども、毎年

多分もうちょっと多い、何でしょう、要望がある

と思うのですが、その辺いかがでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 この事業に対する要望の量

ということでございますけれども、委員お話のと
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おり、当初予定している、要望を農協のほうで取

りまとめしていますけれども、この要望の数につ

いては比較的多い場合もございます。３名ですと

か４名ですとか。それは過去に４名とかという実

績があった年もございます。ただ、ボーリングの

前に使っていた水の質ですとか量に異常があると

いう方に対してやはり優先的に助成されるという

ものになります。 

 それと、あと住宅を新築される際に併せてとい

う方もいらっしゃいますので、そういった形でこ

こ２年間は２名ずつということになっておりま

す。 

 過去にはゼロ、どなたも応募していただいた方

がいらっしゃらないという年もあります。 

○立崎聡一委員 近年、令和２年は２件だったの

だと思うのですけれども、ちょいちょい郊外のほ

うへ行きますと、ちょっとボーリングをやりたい

のだけれどもというお話を受けるものですから、

ただ、ボーリングをやる業者もいないというのも

事実なのですよ。だから、なかなか進まないとい

うのもわかるので、その辺はまたよろしくお願い

したいなと思います。 

 それから、46ページ、鳥獣害防止対策事業、

今、松浦委員のほうから質問がございましたけれ

ども、これは600万円を超えた、予算のときにも説

明があったのですけれども、廃棄というのです

か、捕った後の処分のお金も入ってこのように増

えたというふうにはなっていますけれども、実際

この実績というのはかなり上がっているふうに理

解してよろしいでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 この鳥獣害防止対策事業に

ついてでございますけれども、先ほど松浦委員の

ほうからも御質問がありましたけれども、この捕

獲実績については、令和２年度エゾシカが515頭、

キツネが179頭ということで、特にエゾシカの捕獲

頭数、ライトセンサス等での発見頭数も含めて、

非常に増加をしている状況にございます。 

○立崎聡一委員 今後の方向性のところで、有害

駆除なので、たくさん捕っていただけるというの

はありがたいことで、僕ら受益者としては本当に

いい話なのです。 

 今度、例えば捕獲した鹿にしろキツネにしろ、

これ多分処分料ですとか、補助金額ですとか、い

ろいろなことが多分あると思うのですけれども、

これ一律ではないという認識でいいですよね。当

然大きさ等もあるので、単価という言い方が正し

いかどうかはわからないのですけれども、その辺

についてどうでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 捕獲した鹿の処分というこ

とですか、処分料については頭数、その年によっ

て運搬する会社と、それから実際に処分をする会

社というのは２件ありますけれども、その運搬に

関する経費等を勘案して、増減はしますけれど

も、大きい小さいで単価というのは変わってござ

いません。 

○立崎聡一委員 では、単純にキツネ１頭であっ

ても鹿１頭であっても、運賃に関していえば変わ

らないという理解でよろしいですか。 

○佐藤岳郎農林課長 すみません、今お話しした

のはエゾシカの処分料でございまして、キツネに

関しては処分も含めて、これはまた別の会社に委

託をしてございます。これはキツネはキツネの単

価がございます。 

○立崎聡一委員 理解しました。 

 今後ますます増えていくのか、それとも減って

いくのか、ちょっとわからないので、こればかり

は自然相手なものですから。引き続き、有害駆除

にしっかりと取り組んでいただきたいなというふ

うに思います。 

 私からは以上です。 

○古田純也副委員長 他に。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 以上で、本日の日程であります認定第１号中、

企画総務部、議会、会計、選管、監査、公平委員

会、固定資産評価審査委員会、庁舎整備推進室、

農林水産部、観光商工部及び農業委員会所管分の

細部質疑を終了します。 

 再開は、21日午前10時といたしますから、御参

集願います。 

 本日は、これにて散会します。 

 御苦労さまでした。 

午後５時50分散会 

  

 


